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は　しが　き

理科に関する知識量や理解力の評価だけではなく､科学的思考(論理的思考)や実験の技能･

表現力や科学的態度･関心を含めた総合的な評価結果を指導要録には記すようになっている｡し

かし,知識･理解の評価はペーパーテストでできるが､実験の技能･表現力や科学的態度･関心

の客観的な評価はかなり難しい｡

本研究では､学校における評価の参考となるような理科の評価規準を策定し､評価方法を開発

することを目的にした｡まず､知識･理解､科学的思考(論理的思考) ､実験の技能･表現力､

科学的態度･関心等の評価規準･評価方法はどうあるべきかを検討した｡特に実験テストを中心

とした実験の技能･表現力と科学的態度･関心の評価方法を重点的に研究した｡また､高等学校

の評価規準に関する基礎資料を得るために､高等学校卒業生を受け入れる大学教育についてもそ

の実態を調査することが必要だと考え､各大学の理科系学部の生物系シラバスを収集分析した｡

その結果として､ ｢目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)における関心･意欲･態度の評

価について｣ ､ ｢評価の基本的な考え方と具体的な在り方｣ ､ ｢目標に準拠した評価の在り方｣

｢学ぶ喜びを知り､確かな力をつける理科の評価と指導ⅠⅠ～確かな評価情報に基づく､理科にお

ける他に応じた指導～｣ ､ ｢大学理系学部の生物学シラバス調査による高等学校と大学の接続に

ついての基礎的研究｣ ､ ｢高等学校｢生物｣に対する｢生物学｣担当の大学教官からの要望｣ ､

｢中学校における実験テストの開発と実践｣の七つの研究報告にまとめることができた｡

しかしながら､研究の目的を十分に達成したとは言えず､理科の評価規準および評価方法改善

の資料とするに足る知見が得られているとは言い難い｡更なる研究の必要性を感じており､とり

あえず今後の理科の評価規準･評価方法に関する研究を深めていくための資料としてまとめたも

のであると理解していただければ幸いである｡また､皆様方の忌憚のないご意見､ご批判をいた

だければと願う次第である｡
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目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)における

｢関心･意欲･態度｣の評価について

京都市教育委員会　指導部　北原琢也

1　目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)

1　学校現場における評価活動の現状と課題

教育課程審議会答申(平成1 2年1 2月4日) ｢児童生徒の学習と教育課程の実施状況

の評価の在り方について｣ (以下,教課審答申)は,新しい学習指導要領に対応した評価

の在り方とその方向性について示した｡　その特徴の一つは,従来,きわめて多義的な意味

をもつ｢絶対評価｣から｢目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価) ｣ (以下, ｢目標に

準拠した評価｣ )に規定されたことである｡それは,今までの教育現場における評価活動

の少なからぬ混乱から,一定の共通理解のもとに評価活動が行われることを期待するもの

である｡特徴の二つは,観点別学習状況の評価と評定がともに｢目標に準拠した評価｣に

規定されたことである｡

これら教課審答申の内容は,学校現場において教育的に大いに意義をもった内容といえ

るものである｡

また,各学校の組織全体としての評価の取組について(1)教課審答申は, ｢評価活動の充

実のためには,各学校において日ごろから教員間の共通理解を図り,各教員が評価につい

ての力量を高め,一体となって評価方法の改善充実に努めることが必要である｡　また,目

標に準拠した評価を重視する上では,各学校における評価の根拠が明確で信頼でき,保護

者や児童生徒に説明できるものであることが重要である｣と述べている｡従来,評定の信

頼性については, ｢集団に準拠した評価(いわゆる相対評価) ｣ (以下, ｢相対評価｣ )

によって,客観性,信頼性が確保されてきたと考えられてきたきらいもあって,今回の改

訂における｢目標に準拠した評価｣は,客観性,信頼性に欠けるという問題点が指摘され

ている｡ ｢目標に準拠した評価｣における客観性,信頼性は,目標に根拠を置き,目標の

実現,その実現状況の程度などを明確にするとともに,具体化した評価活動において確保

する必要がある｡そのためには,各学校の教師は,指導は指導,評価は評価といったよう

に,両者を切り離した教育活動を行うのではなく,実際の授業を想定しながら,学習指導

計画の中に評価活動を組み入れるといった｢指導と評価の一体化｣を目指した教育活動の

工夫改善が不可欠である｡

では,以下,各学校の教育課程の編成において,各教科の年間,学期,単元(題材)ご

との学習指導計画を作成するとともに, ｢目標に準拠した評価｣における評価活動を組み

込むことについて,学校現場の取組の現状や課題について述べることにする｡
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一つは,指導目標から｢何を評価するか｣といった対象を明確化,具体化した質的であ

る｢評価規準｣の作成,それも,単元(題材)ごとに,観点別の具体的な学習活動(実際

の授業での学習活動を想定して)に沿った｢評価規準｣を作成することがまず必要である｡

二つは, ｢何を評価するか｣である｢評価規準｣を,より一層具体的に,量的･段階的

な児童生徒の学習活動における実現状況の程度である｢判定の基準(判断基準) ｣にして

いくことが必要である｡この課題は,児童生徒の学習活動における実現状況の程度を,量

的な面から判断する｢判定の基準(判断基準) ｣である分割点(cutting score)を作成す

ることだけなく,今後は,質的な面から段階的に判断するための｢判定の基準(判断基

準) ｣としての(2)ルーブリック(評価指標または採点指針)を作成することが必要である

と考えている｡

三つは, ｢関心･意欲･態度｣の評価である｡学校現場では,この情意領域にかかわる

評価の難しさから,教師自身の戸惑いや不安を隠しきれないのが現状である｡今後,これ

らを,どのように克服するかが喫緊の課題だといえる｡

これら｢評価規準｣や｢判定の基準(判断基準) ｣の作成が教師の恣意性にまかされる

と,生徒や保護者の評価･評定(成績)に対する信頼性が失われることになる｡すなわち,

教師同士はもちろんのこと,児童生徒,保護者,そして第三者の誰が見ても妥当だと判断

できる根拠が必要なのである｡　具体的に言えば,児童生徒の学習活動において,どの程度

の実現状況をB (A, C)とするかの根拠となる｢評価規準｣や｢判定の基準｣ (判断基

準) ｣が必要だということである｡

四つは,従来は,観点別学習状況の評価と評定の関係は,基本的な要素とその補完とさ

れてきた｡しかし,今回,先に述べたように,観点別学習状況の評価と評定とが,ともに

｢目標に準拠した評価｣に規定され,観点別学習状況の評価は分析的な評価を行い,評定

は,簡潔で分かりやすい評価情報を提供するものとして,教科を総括的に評価することと

された｡つまり,いかに各教科の特性や観点の趣旨などを十分に考慮し,総括を行うかと

いった課題である｡

しかし,学校現場では,新教育課程が完全実施になった平成1 4年度,実際に児童生徒

の学習の評価や評定を行い,児童生徒や保護者に通知表(通信簿)を出すにいたったので

あるが,観点別学習状況の評価の総括はもとより,何よりも観点別学習状況の評価をどの

ように評定へ総括するかが大きな課題となっている｡

それに加えて,中学校では,評定の結果が高等学校の進学のための調査書(いわゆる内

申書)に代表されるように(3)ハイ･ステイクス(生徒の将来に大きく影響する場合)とな

るので,評定への手続きの方法については,客観性,信頼性が強く求められている｡これ

ら社会的に注目されている事柄も含めて,観点別学習状況の評価の観点ごとの総括及び観

点別学習状況の評価の評定への総括の手続の方法の客観性,信頼性の確保といったように,

学校現場では課題山積である｡

本年度(平成1 4年度) ,完全学校週5日制の下,各学校が編成した新たな教育課程の

完全実施の中で,学校現場での評価活動の現状と課題について簡単に述べてきた｡しかし,

紙面上の関係から,以後, ｢目標に準拠した評価｣とはどのような評価なのか, ｢目標に

-2-



準拠した評価｣の評価活動はどのようなプロセスが必要なのか,そして, ｢関心･意欲･

態度｣の評価についての三点に絞って述べていくことにする｡

[注]

(1)教育課程審蔑会答申(平成1 2年1 2月4日) ｢児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について｣

(2)田中耕治｢指導要録の改訂と学力問題一学力評価論の直面する課題｣ 三学出版51頁～ 52頁

(3)鈴木秀幸｢オピニオン連載(23)最終回　新教育課程で観点別評価をどう改善するかー ｢関心･意欲･態度｣の結果

妥当性と, 4観点の枠組みの問題ー｣ ｢指導と評価｣　図書文化　2000年10月号　39頁

2　新しい学力観に向けた新しい評価　　ー ｢くらべる物差｣から｢おなじ物差｣へー

(1)相対評価は｢くらべる物差｣

従前,児童生徒の学習成績である評定は, ｢相対評価｣で行われてきた｡　それは,一人

一人の児童生徒のテストなどの得点を,学級や学年である集団内での相対的な位置で判断

するという仕方,すなわち,集団内でのどの程度の相対的な位置にその児童生徒いるかと

いった順位をみるものであった｡例えば,中学校の場合を例にとれば,上位から4人を5

段階評定の｢5｣にするという場合,教師の誰が判断しても同じ生徒が｢5｣になるとい

ったように,客観的であり,測定(評定)し易いのである｡ (だから,高校入試選抜に,

｢相対評価｣における評定が中心になるのはこの理由でもある)しかも,教師にとっても

｢相対評価｣で成績を付けることが実務的においても,また,生徒や保護者への説明にお

いても大変便利な評価の仕方であったのである｡

しかし,この｢相対評価｣の短所が教育的に大きな問題となってきたのである｡問題の

一つは,中学校で例えると,学級や学年である集団の学力(例えば平均点など)によって,

同じ学力をもっている生徒でも, 5段階評定で｢5｣になったり, ｢3｣になったりする

といったように,学級や学年全体の集団内の相対的な位置である順位を示すことだけに終

始してしまうのである｡また,学習の実現状況の程度が｢十分満足できると判断される｣

学級や学年においても,評定(成績)は｢5｣から｢1｣まで付けなければならないし,

また, ｢努力を要すると判断される｣学級や学年でも,同じく評定(成績)は｢5｣から

｢1｣まで付けなければならいのである｡

すなわち,学習活動において,一人一人の生徒が各教科等の目標,または学年目標と照

らし合わせて,どの程度身に付いているのか,それとも身に付いていないのかを,明確に,

具体的に把握できないという短所が問題なのである｡そのために,生徒一人一人の学習の

実現状況の程度の実態を明確化,具体化できないために,補充的な指導(発展的な指導も

含めて)が的確に行えないという,学力の空洞化現象が起こってきたのである｡

しかし,このような短所だけの問題だけではなく,我が国の戦後の｢相対評価｣におけ

る大きな問題となってきたのが偏差値の一人歩きに代表される, ｢相対評価｣が｢くらべ

る物差｣になってしまったことである｡すなわち,児童生徒を値踏みするという行為であ
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る｢くらべる物差｣をもつ｢相対評価｣は,児童生徒を, 1番, 2番, 3番･ ‥といっ

た序列で優劣を決めるとともに,優れた者を選抜し,同じ集団内でその究極に達した人間

(学校では児童生徒)がトップとなり,結果として,ナンバーワンの人間像を描き,求め

られてきたのである｡戦後, ｢相対評価｣において,このような評価行為を経てきた結果,

教育の大きな歪みが学校教育の病理現象(不登校生徒の増加など)となって現れたきたの

である｡

(1)田中耕治は,戦後繰り返し行われた｢相対評価｣の欠点を以下のように三点を指摘して

いる｡ ｢まず第一の問題点は,必ずできない子どもがいるということを前提とする非教育

的な評価論であること｡必ず『1』をつけなくてはならないということは,いかに指導し

ようとも必ずできない子どもが存在するという『社会ダーウィニズム(優勝劣敗) 』の思

想が『相対評価』には流れているのである｡第二の問題点は,排他的な競争を常態化させ

て, 『勉強とは勝ち負け』とする学習観を生み出すこと｡成績を上げるためには誰かが落

ちなくてはならないから, 『相対評価』は排他的な競争を人為的に煽り『他人の不幸はお

のれの幸福』とする心情を形成することになる｡そして,第三の問題点は学力の実態を映

し出す評価でないこと｡たとえ『5』をもらったとしても,その意味するところは集団に

おける相対的な位置が上位であろということであって,そこで獲得した学力が教師の目指

す教育目標に達していたかどうかを証明してはいないということである｡むしろ『勉強と

は勝ち負け』であるという学習観が煽動されることと反比例して, 『何を勉強したのか』

という問いは確実に希薄化していくことになる｡これこそ『受験学力』の弊害とされると

ころである｣

戦後,我が国は,国をあげて経済成長へ向けてひた走りに走ってきたと言っても過言で

はない｡言い換えれば,欧米社会に追いつけ,追い越せの時代であったのである｡それは,

目指す国々の姿が目の前にあった時代には,この｢相対評価｣は,同じ集団である学級と

いう小集団から国民全体という大きな集団,そのような集団の中で,平均からどれくらい

に位置しているかという目安で,国民の学力水準の保持,または,向上ためには有効な手

段であったのである｡

(2)学校が変わらなければならない時代の到来

しかし,戦後の一斉かつ平等という考え方から,一人一人の児童生徒の個性や能力に応

じた教育という考え方の転換が必要になってきたのである｡それは,コンピュータやイン

ターネットなどの情報通信分野で象徴されるIT (情報技術)革命をはじめ,バイオテク

ノロジーなどの様々な分野において,私たちの生活に深く関わる科学技術の進歩がもたら

す, 2 1世紀の社会においては,今までの横並び一線の平均的な基礎学力だけを身に付け

るだけではなく,個性豊かなより質の高い基礎学力の必要性が増してきたのである｡すな

わち,平均的な知識の量だけでなく,より質の高い,深みのある基礎学力である実体的な

学力と自ら学び自ら考える力である機能的学力が必要になってきたのである｡まさに,学

校が変わらなけらばならない時代がやってきたのである｡

学校がよりよく変わるためには,学校教育は新しい授業の開発,そのための教材開発と
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いったように新しい教育活動を開発していかなければならない時代に突入したのである｡

だが,ここで大切なのは,新しい教育活動を開発するためには,従前の｢相対評価｣で児

童生徒を評価するのではなく, ｢新しい酒には,新しい革袋｣が必要のたとえがあるよう

に,新しい教育活動には,その教育活動に適した評価活動が必要であり,かつその教育活

動における成果の検証が必要なのである｡

そこで,新しい教育活動に対して相応しい評価活動として用意されたのが｢目標に準拠

した評価｣なのである｡

(3) ｢目標に準拠した評価｣は｢おなじ物差｣

｢目標に準拠した評価｣とは,それぞれの指導する目標に照らし合わせて,その実現状

況の程度を評価する方法である｡その場合,指導する目標ごとに,どの程度実現している

かを判断するための目安が必要なのである｡つまり,指導する目標に対して,児童生徒が

どのような学習内容について,どの程度できたり,理解したり,身に付いたかを判断する

目安が必要なのである｡これらの目安が｢評価規準｣ ｢判定の基準(判断基準) ｣といわ

れているものである｡すなわち, ｢目標に準拠した評価｣は, ｢相対評価｣の特徴である

｢くらべる物差｣に対して,児童生徒が目指す共通の目標(児童生徒に身に付ける学力)

の実現状況の程度を共通の目安である｢おなじ物差｣をもって,児童生徒の成長を観取り,

促そうとする評価である｡

そして,目指す共通の目標で観取る(評価する)ことによって,学級や学年全体である

集団の児童生徒の学習の実現状況の程度が明確になり,しかも,その学力実態が具体的に

把握できるのである｡すなわち,評価活動によって教育活動が工夫改善され,指導と評価

の一体化された教育実践サイクルが良好に行われている学級や学年では, ｢十分満足でき

る｣ ｢おおむね満足できる｣と評価される児童生徒が多くなり,一方,教育活動の工夫改

善が良好でない学級や学年では, ｢努力を要する｣と評価される児童生徒が多くなるので

ある｡まさしく, ｢目標に準拠した評価｣は,学校の教育活動での,評価→指導→実践→

評価という教育実践サイクルである指導と評価の一体化を実現する評価だと言える｡

また,他の児童生徒と比較しないので,児童生徒が身に付けた学力そのものを観取る

(評価する)ので, ｢目標に準拠した評価｣は｢相対評価｣と違い,努力して,進歩すれ

ば,それを観点別学習状況の評価はもちろんのこと,評定という成績においても示すこと

ができるのである｡これは, ｢相対評価｣の減点主義とは逆に, ｢目標に準拠した評価｣

は加点主義という児童生徒の学習活動において,肯定的で積極的な評価であり,教育的に

優れた評価といえるのである｡

｢目標に準拠した評価｣という評価は, ｢相対評価｣の｢くらべる物差｣に対して,共

通の目標である｢おなじ物差｣で,児童生徒を観取る(評価)という教育的行為で児童生

徒を育てることである｡その結果,児童生徒の学習の実現状況を他の児童生徒とくらべな

いで共通の目標とくらべることにより,排他的である過激な競争が避けられ,児童生徒の

意欲や努力,そして進歩の状況が,教師や児童生徒自身はもちろんのこと,保護者も理解

できるという開かれた評価なのである｡また,児童生徒が,学校や学年,学級という集団

-5-



の中にいて,児童生徒がもつ固有の個性を伸ばし,将来その個性や固有の能力が開花する

といったオンリーワンの人間像を目指すことができるのである｡

しかし,一般的に, ｢目標に準拠した評価｣が不十分にしか理解されていないという問

題がある｡それは, ｢目標に準拠した評価｣ = ｢絶対評価｣として理解されていることで

ある｡

例えば,マスコミの報道などを例にとると,某新聞は｢生徒個人が,どこまで目標に到

達したかで測る｡全員に最高点をつけることも可能だ｡他の生徒との比較でつける相対評

価に比べ,先生の主観が入りやすく,評価は難しいとされる｣ ( ｢絶対評価｣悩む『答

え』 2002年7月21日付)と解説している｡

これに対して,(2)田中耕治は以下のように述べている｡ ｢このような『絶対評価』の規

定がすべて間違っているのではない｡先の記事でいえば前段は正しい｡しかし, 『絶対評

価には先生の主観が入りやすい』という後段の表現にはすぐには首肯できない｡マスコミ

による『絶対評価』へのシニカルな姿勢は,この側面に集中している｡こうなると, 『目

標に準拠した評価』としての『絶対評価』の意味には限りなく後退して,第二次世界大戦

前に『考査』の名の下で横行した教師の主観を絶対とする『認定評価』としての『絶対評

価』の意味に限りなく近づくことになる｣そして,続けて,田中耕治は｢ここで確認しな

くてはならないことは, 『認定評価』としての『絶対評価』は主観性を宿命として帯びて

いるのに対して, 『目標に準拠した評価』としての『絶対評価』は,主観性を克服の対象

として信頼性と客観性に接近しようとしていることである｡もちろん, 『目標に準拠した

評価』の下で現在行われている評価実践のすべてが,主観性から自由になっていると主張

しているのではない｣と述べている｡

これは, ｢相対評価｣の再評価と復活という時代の逆行を危倶するとともに,今後,各

学校の教育実践に対して｢目標に準拠した評価｣における評価活動に大きな期待を寄せて

いるのである｡

しかし,ここで誤解してはいけないことは, ｢相対評価｣をやめれば,教育が変わり,

学校が変わるのではなく, ｢目標に準拠した評価｣における評価活動によって,授業の工

夫改善をどのように行うのか,どのような指導方法が必要なのかを考えることである｡端

的にいうと｢相対評価｣から｢目標に準拠した評価｣ へ変わることによって,教師の授業

の在り方がどこまで工夫改善されるのかである｡つまり,この平成14年4月から完全実

施されている新しい学習指導要領での[生きる力]である｢基礎的･基本的な内容の確実

な定着｣ ｢自ら学び自ら考える力の育成｣とは,何かということを指導(授業)にあたっ

て考え,各学校の教育課程の編成をはじめ,教師が作成する各教科のシラバスである学習

指導計画と評価計画において考えることなのである｡同時に,各教科の目標や学年の目標

を実現していくために,単元(題材)ごとに,明確化,具体化した｢評価規準｣や｢判定

の基準(判断基準) ｣をもとに学習活動を行っていくのである｡しかし,その学習活動が,

単なる活動に終わるのではなく,学習として成立しているのか,本当に児童生徒に身に付

けなければならない力が付いたのかを, ｢目標に準拠した評価｣で学習活動の成果を検証

し,そして,指導の工夫改善を行っていくことなのである｡
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｢注｣

(1)田中耕治｢指導要録の改訂と学力問題ー学力評価論の直面する課題｣ 三学出版18頁～19頁

(2)田中耕治｢ 〈参考資料〉をどう受けとめ,どう生かすか目標に準拠した評価を定着させるために｣ ｢指導と評価｣

図書文化　2002年11月号　5頁

2　｢目標に準拠した評価｣における評価活動

1　｢目標に準拠した評価｣における評価活動の一般的なプロセス

今年度,学校現場では, ｢目標に準拠した評価｣における評価活動の全体プロセスを共

通理解しないまま, ｢評価規準｣表や｢判定の基準(判断基準) ｣表を作成すること自体

が目的化されてしまっているようである｡まさに, ｢木を見て森を見ず｣のたとえである｡

その結果,従前までの評定へのプロセスである｢相対評価｣の陰影が色濃く残されること

になり,従前の｢絶対評価を加味した相対評価｣から｢相対評価を加味した絶対評価｣ ～

と誤った評価の考え方に陥ることが危倶される｡

そこで, ｢目標に準拠した評価｣における評価活動の一般的なプロセスを[表1]にま

とめてみた｡　しかし,この[表1]は,あくまでも評価活動の一般的なプロセスであるの

で,各教科の特性等を踏まえて,教科独自の評価活動のプロセスを創り出す必要があると

考えている｡

以下, ー ｢目標に準拠した評価｣における一般的な評価のプロセスー　1.　～8.の項目

について具体的に述べていくことにする｡

[表1]

ー ｢目標に準拠した評価｣における評価活動の一般的なプロセスー

◆　参考資料として:学習指導要領とその解説,評価の観点とその趣旨,国立教育政策研

究所の参考資料など

◆　学習指導計画に沿ったもので,実際の授業での学習活動を想定し,具体的な｢評価規

準｣を作成する｡

◆　【重み付けを考える場合】

｢ア｣指導目標や学習事項･内容

｢イ｣各観点で特に重要な｢評価規準｣ ,等
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◆　各観点ごとに設定した｢評価規準｣に相応しい評価場面の設定を工夫改善する｡

◆　各観点ごとに設定した｢評価規準｣に相応しい評価方法(例えば,ペーパーテスト,

観察,面接,質問紙,･作品,ノート,レポートなど)の選択･組合せを工夫改善したり,

パフォーマンス評価などの新しい評価方法を開発する｡

◆　【重み付けを考える場合】

｢ウ｣評価方法,等

◆　児童生徒の学習の実現状況の程度を,量的な面から判定できる｢判定の基準(判断基

準) ｣ (代表的なものとして分割点を作成するだけでなく,質的な面から段階的に判定

するための｢判定の基準(判断基準) ｣ )であるルーブリック(評価指標または採点指

針)を作成する｡

◆　教育課程編成において,各教科の年間,学期,単元(題材)ごとの学習指導計画に基

づいて評価活動を組み込む｡

◆　【重み付けを考える場合】

｢エ｣児童生徒の成長や変容の時期

｢オ｣単元(題材)間の重要性

｢カ｣単元(題材)の時間配分,等

◆　個々の評価場面での評価情報(資料)を収集する｡

①　各単元(題材)における各観点の総括を行う｡

②　各学期における各観点の総括を行う｡

③　学年末における各観点の総括を行う｡　　　【国立教育政策研究所の参考資料より】

●　学年末に総括した観点別学習状況の評価結果を総括し,評定する｡

●　学期末における観点別学習状況の評価結果から各学期末の評定を行い,その結果を総

括し,評定する｡　　　　　　　　　　　　　　【国立教育政策研究所の参考資料より】

1.各教科の｢指導目標｣から生徒の学習状況の"何を評価する"かである｢評価目標｣

を理解する｡

まず最初に, ｢目標に準拠した評価｣の目標とは, ｢目標に準拠した評価｣の根幹であ
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るとともに,この評価の根拠となるものである｡そして, ｢指導目標｣は,児童生徒に身

に付ける力であり,児童生徒が目指す共通の目標であることを理解することが大切である｡

しかし,学習指導要領における各教科等の目標や学年目標は,概括的であり,抽象的に

書かれている｡そこで,概括的,抽象的な指導目標とそれに関連づけられた指導内容から,

"何を評価"すれば,児童生徒の学習活動における実現状況がより正確に評価したかとい

った,評価目標の設定(洗い出し)が必要なのである｡

この評価目標の設定は,学習指導要領とその解説,指導要録の改善等について(通知)

の各教科･各学年の評価の観点とその趣旨及び国立教育政策研究所の作成した参考資料(以下,

参考資料)を十分に踏まえることが大切である｡

2.各学年ごとに各単元(題材) (その内容のまとまりごと)の具体的な｢評価規準｣を

設定する｡

第2に,評価目標から,主教材とされる教科書などの教材において,具体的なレベルで

の評価目標に創り上げていくことが必要である｡多くの教科書等の教材は,教科の特性や

その題材に相応しいまとまりである単元(題材)で構成されている｡この単元(題材)で

の指導目標,それに関連づけられた指導内容,そして,実際の授業を想定した学習活動か

ら,各観点ごとに具体化した｢評価規準｣を設定することである｡

そこで配慮しなければならないことは,参考資料における｢評価規準｣ ,教科書会社や出

版社等が作成した｢評価規準｣などを,全国レベルや市町村といった地域の｢評価規準｣

として,質的保障のために活用するのは大切なことであるが,それ自体をそのまま用いた

のでは, ｢評価規準｣表を作成すること自体が目的化され,評価活動に生かすことはでき

ないし,指導と評価の一体化もお題目になってしまう｡つまり,授業計画を設計し,実際

に授業を行う教師自身が作成した学習指導計画に沿ったものであり,実際の授業での児童

生徒の学習活動を想定した具体的な｢評価規準｣を創り出すことが最も重要なことである｡

特に,各観点における｢関心･意欲.態度｣などは｢教える｣のではなく, ｢育てる｣と

いう考え方のパラダイムの転換と,実際に評価するのは教師,すなわち自分自身なんだと

いうことを認識することが大切である｡

3. ｢評価規準｣に対して相応しい評価場面と評価方法を吟味,検討する｡

第3に,単元(題材)での指導目標,それに関連づけられた指導内容,そして,実際の

授業を想定した学習活動から,各観点ごとに設定した｢評価規準｣に相応しい評価場面を

設定するとともに,相応しい評価方法(例えば,ペーパーテスト,観察,面接,質問紙,

作品,ノート,レポートなど)を選んだり,複数の評価方法を組合せたりすることが必要

である｡

評価場面については,教科の特性や単元(題材)の特性において,児童生徒の学習活動

におけるプロセス全体の中で,各観点ごとの｢評価規準｣に相応しい評価場面や評価時期

がある｡特に, ｢関心･意欲･態度｣などの評価は,その観点が独立しているわけではな

く,児童生徒が学習活動において,どのような｢知識･理解｣を習得し,どのような｢思
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考･判断｣をたどるかによって,いかに｢関心･意欲･態度｣が育つのかなので,それぞ

れの観点における評価場面や評価時期が大変重要となってくる｡

評価方法についても同様に,各観点ごとの｢評価規準｣に相応しい方法やその組合せが

必要である｡例えば, ｢知識･理解｣の観点は,おもにペーパーテストを中心に評価され

ているが, ｢思考･判断｣ ｢技能･表現｣などの観点は,新しい評価方法として注目され

ている,児童生徒の学習活動の観察を中心に評価するパフォーマンス評価が相応しいとさ

れている｡また, ｢関心･意欲･態度｣といった情意的な評価は,(1) ｢授業中の挙手や発

言の回数といった表面的な状況のみで評価されるなど,必ず適切とは言えない面も見られ

る｣と教課審答申でも指摘されているように,各観点ごとに設定した｢評価規準｣に相応

しい評価方法を工夫改善することが必要である｡

しかし,学校現場では, ｢評価規準｣に対して,評価場面,評価方法をそれぞれを単独

に設定しているきらいがある｡そうではなく,実際の授業での児童生徒の学習活動を想定

し, ｢目標に準拠した評価｣における評価活動のプロセス全体の中で, ｢評価規準｣に適

合した評価場面と評価方法を一つのまとまりのあるものとして考え,設定することが最も

重要である｡

4. ｢評価規準｣を一層具体的に量的･段階的な｢判定の基準(判断基準) ｣を設定する｡

第4に,単元(題材)での指導目標,それに関連づけられた指導内容,そして,実際の

授業を想定した学習活動から,各観点ごとに設定した｢評価規準｣に相応しい評価場面,

評価方法の設定を吟味･検討する際に, ｢評価規準｣を一層具体的に量的･段階的な学習

の実現状況の程度である｢判定の基準(判断基準) ｣を設定することが必要となってくる｡

学校現場では, ｢評価規準｣を一層具体的に量的･段階的な学習の実現状況の程度であ

る｢判定の基準(判断基準) ｣の設定の際に,量的な面から判定できる分割点をもって

｢判定の基準(判断基準) ｣としているのが現状である｡しかし,各観点における｢知識

･理解｣を量的な側面から判定できる分割点をもって｢判定の基準(判断基準) ｣とする

のはある妥当性はあるものの, ｢思考･判断｣ ｢技能･表現｣などにおいても,分割点を

もって｢判定の基準(判断基準) ｣を設定することには問題がある｡

それは, ｢思考･判断｣の評価方法として,観察や聞き取り調査などのレポートなどで

評価する場合,その目的へのアプローチの度合いや,考え方の広がりや深まりなどを判断

するための｢判定の基準(判断基準) ｣が,数量化の代表的な分割点で評価することが妥

当なのかの問題である｡例えば, ｢思考･判断｣ ｢技能･表現｣の新しい評価方法の一つ

である(2)パフォーマンス評価(ペーパーテストで十分に評価できない思考力,判断力,応

用力,表現の能力,　問題解決力,　調査能力,コミュニケーション能力などを評価する方

法)を例にとると, "何を" "どのように" "どの程度"のできていれば｢おおむね満足

できる｣と判断するための目安として記述された｢判定の基準(判断基準) ｣としてのル

ーブリック(評価指数または採点指数)の設定の必要性が求められてくる｡この｢判定の

基準(判断基準) ｣としてルーブリックは,実際の授業を行う教師の判断を必要とするよ

うな資質･能力や技能･表現,そして,これらに関係する興味や関心･態度,学習意欲と
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いった情意的なもので, ｢できる｣ ｢できない｣ ,あるいは｢正解｣ ｢不正解｣のように

明確に測定的な評価ができない,または,すべきでないものである｡これらの観点(領

域)は,質的な測面からいくつかの段階を示すルーブリック(評価指標または採点指針)

を学校現場の教師の教育実践という経験則から創り出すことが喫緊の課題と言える｡

なお,ルーブリック(rubric)の説明として二人の研究者の解説を付け加えておく｡

(3)鈴木秀幸は, ｢ルーブリックは,いわゆる思考力や判断力,表現の技能,問題解決力

などの高次の技能といわれる能力や技能を評価するために,アメリカで1 990年代に使

われはじめた｡その核心は,言語表現による評価基準の説明とanchor pointを示すといわ

れる事例集から構成される｡ルーブリックを用いるのは,パフォーマンス評価やオーセン

ティック評価である｡これらの特徴を考えれば,ルーブリックを用いる評価は,イギリス

やオーストラリアで用いられているスタンダード準拠評価と同じものである｣と解説して

いる｡

また,(4)田中耕治は, ｢ルーブリックは,評定尺度とその内容を記述する指標から成り

立っていて, 『評価指標』または『採点指針』と訳されるものである｡そして, 『評価指

標』は学習課題に対する子どもたちの認識活動の質的な転換点を基準として段階的に設定

される｡ここには『目標に準拠した評価』と『個人内評価』が結合した姿を見ることがで

きよう｡ちなみに,この転換点を探るひとつの手順例として, ①あるパフォーマンスや作

品(広義)をたとえば三点という尺度で採点を行うことを確認する, ②パフォーマンスや

作品に対して,少なくとも三人以上の教師が採点を行う, ③全員が同じ点数をつけたパフ

ォーマンスや作品に基づいて,指標づくりを行うことが提唱されている｡素朴ではあるが,

教育実践の事実に即してボトム･アップで『評価指標』づくりを行う方法として参考にな

るだろう｣と解説している｡

5.学習指導計画に基づいて評価活動を組み入れる｡ (単元(題材),学期,年間)

第5は,各学校が編成しなければならない教育課程において,各教科の年間,学期,単

元(題材)ごとの学習指導計画の中に,各学校が創り出してきた｢評価規準｣やそれに相

応しい評価場面,評価方法,そして｢判定の基準(判断基準) ｣といった評価活動を組み

込むことである｡しかし,このプロセスの時点で終わってしまうと,いわゆる評価のため

の評価になってしまうことになる｡この時点での評価計画は,あくまでも指導と評価の一

体化を図るための青写真である｡　すなわち,各学校が創り出してきた｢評価規準｣ ,それ

に適合した評価場面,評価方法,そして, ｢判定の基準(判断基準) ｣などの評価計画を

出発点に,教師が実際の授業の中で児童生徒の学習活動と照合し,吟味･検討を積み重ね

ていくという螺旋的な修正行為を加えていことが,より客観的な妥当性を含んだ評価活動

になりうるのである｡特に,各観点の中でも｢思考･判断｣ ｢技能･表現｣ ,そして,そ

れに関連する｢関心･意欲･態度｣などの評価活動が,実際の教育実践で教師が吟味,検

証及び修正を加えることにより,客観的な妥当性の高いルーブリックを創出できるのであ

る｡これら教師の実践的な修正行為により,評価の客観性,妥当性,信頼性をより確かな

ものにしていくことが｢目標に準拠した評価｣の定着のための課題だといえる｡
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6.授業実践などにおいて,個々の評価場面で評価活動を行う｡ (指導と評価の一体化)

第6に,実際の授業の中で,個々の評価場面で評価活動を行うのであるが,教師はいく

つかの点について配慮する必要がある｡

一つは,評価のもっている形態や機能を理解するとともに,評価活動を行わなければな

らないということである｡それは,単元まとめテスト,中間テスト,期末テストなどの総

括的評価が｢判定の基準(判断基準) ｣により,児童生徒の学習の実現状況の結果を示す

のに対して,形態的評価は児童生徒の学習活動を促進する機能と教師の指導を改善する機

能があり,評価の結果を次の指導に生かすためのものであることを理解することが大切で

ある｡教師は,これらの形態的な役割である総括的評価とフィードバック機能をもつ形態

的評価を認識しながら評価活動を行うことが必要である｡例えば,評価は評定(成績)の

総括のための評価情報(資料)の収集･蓄積のためだけでなく, ｢努力を要すると判断さ

れる｣児童生徒の学習の実現状況の程度を観取って(評価して) ,補充的な指導の工夫改

善のために｢努力を要する｣状況の質的な理解とその具体的な手だてが必要である｡

二つは,単元(題材)において設定した｢評価規準｣に対して,それに相応しい評価場

面,評価方法で評価活動を行い, ｢判定の基準(判断基準) ｣によって児童生徒の学習の

実現状況の結果を｢おおむね満足できると判断できる｣ ｢十分満足できると判断できる｣

｢努力を要すると判断される｣の三段階で評価することになっている｡そこで,指導目標,

それに関連づけられた指導内容,そして,実際の授業を想定した学習活動から創り出され

た｢評価規準｣の質的な内容が,実際の授業で活用できるものかを吟味･検討することが

大切である｡また,同時に各観点ごとに設定された｢評価規準｣に対して,評価場面と評

価方法が相応しいのか,相応しくないのかといった吟味･検討も必要である｡

例えば,中学校理科における観点の一つである｢観察･実験の技能･表現｣を,単元ま

とめテストや中間テスト,期末テストのペーペーテストなどで評価する方法が適している

のか,それとも一人一人の児童生徒が実際の場面で観察や実験を行い,教師が計画的･意

図的に準備した内容を,どの程度実現したかを評価する方法が適しているかといった吟味,

検討である｡

三つは,ペーパーテストによる評価情報(資料)から,授業中の観察,面接,質問紙,

作品,学習ノート,レポートなど,さまざまな評価情報(資料)をもった評価方法がある｡

このように,教科の特性や単元(題材)の内容で,評価する観点や評価する場面によって

評価方法が異なる｡それと同時に,評価情報(資料)が数値的なものや記述的なものなど

といったように質も異なる｡そこで,学校現場の教師は,観点別学習状況の評価の観点ご

との総括をスムーズに行うためにも,教師個人の手持ちの基本簿(補助簿)に質の異なっ

たそれぞれの評価情報(資料)の記録の仕方に創意工夫がより必要となってくるのである｡

7.観点別学習状況の評価の観点ごとに総括する｡ (分析的な評価)

第7に,観点別学習状況の評価の観点ごとの総括(A, B, C)である｡参考資料では,

①　各単元(題材)における各観点の総括を行う考え方, ②　各学期における各観点の総括

を行う考え方, ③　学年末における各観点の総括を行う考え方といった期間(スパン)に
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おける総括の考え方などを例示している｡

しかし,ここで課題になってくるのが,先に述べてきたように,各教科の特性や単元

(題材)の内容などで,評価する観点や評価する場面によって評価方法が異なるとともに,

数値的なものや記述的なものなどといったように,評価情報(資料)の質も異なる｡そこ

で,これらを,どのように分析的な評価の機能をも含めて総括するかなのである｡

例えば, ｢知識･理解｣の観点では, ｢評価規準｣に基づいて作成された妥当性のある

問題で構成されたペーパーテストを中心に評価することが適切である｡つまり,数回実施

したペーパーテストの個々の児童生徒の平均点などの数値を,分割点と照らし合わせて評

価する方法である｡次に, ｢思考･判断｣ ｢技能･表現｣などの観点は,ペーパーテスト

だけで評価するのではなく,授業中の観察から,面接,質問紙,作品,学習ノート,レポ

ートやパフォーマンス評価など,さまざまな評価方法を用いたり,組み合わせたりして評

価することが大切である｡つまり, ｢評価規準｣や｢判定の基準(判断基準) ｣で設定さ

れたルーブリックで資質や能力,技能が,実際の学習活動などで実現しているかどうかを

観取って評価する方法である｡

これら,前者の｢知識･理解｣の観点は,分割点という数値的な評価情報(資料)で判

断し,一方,後者の｢思考･判断｣ ｢技能.表現｣などの観点は,数値的というより記述

的なルーブリックで判断することになる｡これら質の違った評価情報(資料)を,どのよ

うに観点別学習状況の評価の趣旨である分析的な評価として総括としていくかが課題であ

る｡

そこで問題となるのが, ｢重み付け｣といわれるものである｡複数の評価方法を用いる

場合の評価方法を例にとると,ワークシートの評価結果の割合が何%,発表の評価結果の

割合が何%などといった考え方である｡これら｢重み付け｣については,次の項で考え方

を述べたいと思う｡

8.観点別学習状況の評価を評定に総括する｡ 〈簡潔,分かりやすい〉 (総括的な評価)

第8に,観点別学習状況の評価の評定への総括である｡

(5)観点別学習状況の評価と評定の関係は,観点別学習状況の評価(分析的な評価)の総

和として,評定(総括的な評価)を考えるか,それとも,評定は観点別学習状況の評価と

矛盾はしないが,観点別学習状況の評価(分析的な評価)の総和に解消されない評定(総

括的な評価)それ自体に固有の意味があると考えるのか,この二つの選択肢にわかれる｡

すなわち,評定(総括的な評価)それ自体に意味をもたせるためには,評定(総括的な評

価)自体の質的な,いくつかの段階を示すルーブリック(評価指標または採点指針)を改

めて創り出すことが必要となってくる｡しかし,これらは,今後あるべき評価活動の姿と

して長期的に考えるべき大変重要な課題であるので,今回は教課審答申や参考資料で示され

た考え方に基づいて述べることにする｡

一つに(1)教課審答申は, ｢観点別学習状況の評価と評定とは,ともに目標に準拠した

評価となるが,分析的な評価を行う観点別学習状況の評価に対して,評定は簡潔で分かり

やすい評価情報を提供するものとして,教科を総括的に評価するものと位置付けることが
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適当である｣と述べている｡また,(6)参考資料は, ｢評定が学習指導要領に示す各教科の目

標に照らして学習の実現状況を総括的に評価するものであるのに対して,観点別学習状況の各観

点は学習指導要領に示す各教科の目標に照らして学習の実現状況を分析的に評価するものである

こと,また,観点別学習状況の各観点は,各教科の評定を行う場合において,基本的な要素とな

るものであるとの両者の関係を前提とする場合,同じ文言で示されている観点別学習状況の評価

結果を総括していけば,同じ文言で示されている評定に至ると考えることが自然であり,このこ

とは,一般に理解を得られると考える｣と述べている｡

これら教課審答申と参考資料の前半部は,観点別学習状況の評価と評定の関係は, 観点別

学習状況の評価(分析的な評価)の総和としたものが,評定(総括的な評価)であるとの

考えを示しているといえる｡また,参考資料の後半部は,評定(総括的な評価)は,観点別

学習状況の評価(分析的な評価)と矛盾しないことを示している｡

そして,(6)参考資料は, ｢小学校については, 4観点の評価(左から『関心･意欲･態度』

『思考･判断』 『技能･表現』 『知識･理解』)が『A, A, A, A』でれば『3』, 『B, B,

B, B』であれば『2』 , 『C, C,　C, C』であれば『1』,同様に中学校については『A,

A, A, A』でれば『4』又は『5』, 『B, B, B, B』であれば『3』, 『C, C, C,

C』であれば『2』又は『1』になる｡上記の場合を除き,各観点ごとのA, B, Cが決まれば

評定も必然的に決まるというものではないと考えられる｡例えば学校において,評定に総括する

際の観点別学習状況の評価結果についての観点ごとの重み付けが異なることがあること,また,

同じ『A』 『B』 『C』という評価結果についても,それぞれの評価結果が示す実現状況には幅

があり,このことが評定への総括に反映されることも想定される｣と述べている｡また,評定の

総括のスパンとして, ｢①　学年末に総括した観点別学習状況の評価結果を総括し,評定す

る場合のほか, ②　学期末における観点別学習状況の評価結果から各学期末の評定を行い,

その結果を総括し,評定する場合,なども考えられる｣と述べ,末尾に｢各学校においては,

自校における指導の重点や評価方法等を踏まえ,評定への総括について検討し,適切な方法を定

めておくことが必要である｣と締めくくっている｡

以上,今年度(平成14年度)は,これらを参考にしながら学校現場では, ABCの配

列パターンで総括する方法と, ABCを数量化して,分割点を決めて総括する方法,そし

て,単元(題材)の総括から数量化して,分割点を決めて総括する方法などで評定されて

いると考えられる｡ただ,それぞれの総括の方法には,それぞれメリットとデメリットがある

とともに,評定結果が異なる可能性も出てくる｡

そこで,それぞれの評定への総括方法がもっているデメリットを補い合うとともに,それぞれ

が認め合う幅(範囲)のある,しかも,児童生徒,保護者や第三者に説明責任を果たせる妥当な

幅(範囲)のある評定で行うのが望ましいと考える｡この考え方は,観点別学習状況の評価の分

析的な評価を十分に考慮し,簡潔で分かりやすい評価情報としての総括的な評価である評定結果

になり得ている幅(範囲)なのかを吟味,検討を重ねていく必要がある｡

また,中学校では,評定結果が高等学校の進学のための調査書(いわゆる内申書)に代

表されるように(7)ハイ･ステイクス(生徒の将来に大きく影響する場合)となるので,評

定への手続きの方法については,客観性,信頼性が強く求められている｡従来,評定は
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｢相対評価｣で行われてきたとの理由で,評定の客観性,信頼性が確保されてきたと考え

られてきたので,各学校(各教師)の評定を近隣の学校をはじめ,地域(市町村など)の

学校の評定を統一する必要性があまりなかったのである｡しかし,今回,評定においても

｢目標に準拠した評価｣になったことで,特に,高等学校への進学のための調査書の評価

･評定の統一の問題が浮上してきたのである｡これまでは,評定を統一するための手続き

を示す(8)モデレーションの考え方がなかったのであるが,今後,評定はもちろんのこと観

点別学習状況の評価の統一をも積極的に議論をする必要が生じてきたのである｡　今後,市

町村といった一定の地域の学校間で,それぞれの学校が設定した｢評価規準｣ ｢判定の基

準(判断基準) ｣などを持ち寄り,評価活動の実践の交流や討議を重ね,修正を加えなが

ら,統一を図っていかなければならないと考える｡また,観点別学習状況の評価,評定を

統一するための手続きであるモデレーションの取組により,各学校,各教師の評価につい

ての専門的力量の向上が図られることや,学習指導の向上といった指導と評価の一体化の

具現化がより一層期待できると考えている｡

[注]

(1)教育課程審議会答申(平成1 2年1 2月4日)｢児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について｣

(2)鈴木秀幸｢連載　新しい評価理論入門(第4回)評価手段の特徴と選択｣ ｢指導と評価｣図書文化1999年　7月号

47頁

(3)鈴木秀幸｢ 〈参考資料〉をどう読むかー評価の枠組みを考え,発達段階を示すべき｣ ｢指導と評価｣　図書文化

2002年12月号5頁

(4)田中耕治　｢指導要録の改訂と学力問題ー学力評価論の直面する課題｣　三学出版　51頁～ 52頁

(5)田中耕治｢ 〈参考資料〉をどう受けとめ,どう生かすか目標に準拠した評価を定着させるために｣ ｢指導と評価｣

図書文化　2002年11月号　6頁

(5)田中耕治｢指導要録の改訂と学力問題ー学力評価論の直面する課題｣ 三学出版　46頁

(5)鈴木秀幸｢特集　目標に準拠した評価の実施上の検討課題ーアンケート結果を読んで｣ ｢指導と評価｣　図書文化

2003年1月号　27頁

(6)国立教育政策研究所教育課程研究センター｢評価規準の作成,評価方法の工夫改善のための参考資料｣

(7)鈴木秀幸｢オピニオン連載(23)最終回　新教育課程で観点別評価をどう改善するかー　｢関心･意欲･態度｣の結

果妥当性と, 4観点の枠組みの問題ー｣ ｢指導と評価｣　図書文化　2000年10月号　39頁

(8)鈴木秀幸｢連載　新教育課程における評価の課題(第6回)ー高校問題評定への絶対評価と大学入試ー｣　図書

文化　2001年　5号　41頁

2　｢重み付け｣にかかわる課題と工夫改善のあり方

(1)観点別学習状況の評価の総括場面における｢重み付け｣の工夫改善

従来,各学校では,教科の各観点ごとの｢重み付け｣ (特定の観点の評価に軽重を加え

ることなど)について,どの観点のどの部分を,どんな方法で,そして,なぜ｢重み付
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け｣を行うかといった意義,目的及び根拠を,評価計画の段階で十分な吟味,検討がなさ

れなかったのではないだろうか｡その結果, ｢重み付け｣は,学校個々によっても,教師

個々人によっても,さまざまに行われていたのが実情であるといえる｡そこで,今回,各

学校は, ｢目標に準拠した評価｣を評価活動として定着させるためにも, ｢重み付け｣の

意義,目的及び根拠について吟味,検討が必要である｡

まず最初に,観点別学習状況の評価における総括場面の｢重み付け｣の意義,目的につ

いて考えてみる必要がある｡例えば,(1)参考資料において,各教科の観点別学習状況の評

価の総括場面における観点ごとの｢重み付け｣などは, ｢評価規準の重要性｣ ｢指導の重

点｣ ｢学習内容の重要性｣ ｢評価方法の重点化｣ ｢総括時期の重点化｣などで考慮されて

いる｡すなわち, ｢重み付け｣とは,各教科の特性,各単元(題材)の特性において,指

導のねらいや重点の置き方及び学習内容の重要性などを｢重み付け｣という調整機能によ

って,評価活動の客観的な妥当性を高めるために行われるべきものであると考えている｡

そこで,各教科の特性や各単元(題材)において異なるが,(1)　　参考資料や学校現場の教

師の意見を参考にして, ｢重み付け｣に関する項目や内容を簡単に以下のようにまとめて

みた｡

①　各単元(題材)における観点ごとの｢重み付け｣

｢ア｣指導目標の重点化,学習内容の重要性における｢重み付け｣

｢イ｣各観点で重要な｢評価規準｣における｢重み付け｣

｢ウ｣評価方法における｢重み付け｣

②　各学期における観点ごとの｢重み付け｣

｢エ｣児童生徒の成長や変容の時期における｢重み付け｣

｢オ｣単元(題材)間の重要性における｢重み付け｣

｢カ｣単元(題材)間の授業時数の配分における｢重み付け｣

これら各単元(題材)における観点ごとの総括場面や各学期における観点ごとの総括場

面での｢重み付け｣の項目･内容である｢ア｣ ～ ｢カ｣を[表1]ー ｢目標に準拠した評

価｣における評価活動の一般的なプロセスーに組み入れてみると, ｢重み付け｣を行うた

めには, ｢評価規準｣の設定から,それに対応した相応しい評価場面と評価方法,そして,

｢判定の基準(判断基準) ｣などの評価計画を作成していくプロセスにおいて,吟味･検

討していかなけらばならないことが理解できる｡

以下,先に示した観点別学習状況の評価における総括場面の｢ア｣ ～ ｢カ｣の｢重み付

け｣に関する項目･内容について,今後の課題と工夫改善について簡単に述べることにす

る｡

①　各単元(題材)における観点ごとの｢重み付け｣において, ｢ア｣指導目標の重点

化,学習内容の重要性における｢重み付け｣や, ｢イ｣各観点で重要な｢評価規準｣にお

ける｢重み付け｣を考慮する場合,例えば, ｢評価規準｣の設定において,その対象とな
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る単元(題材)における指導のねらいや重点の置き方において考慮し,観点ごとに目標分

析(目標の洗い出し)をしていくのが通例である｡これら目標分析(目標の洗い出し)な

どの評価計画において重点化していくものは何かを,吟味･検討していくことが必要なの

である｡

｢ウ｣評価方法における｢重み付け｣の考慮については,教科の特性や単元(題材)の

内容において, ｢知識･理解｣ ｢技能･表現｣などの各観点での｢重み付け｣を考える場

合,評価方法において工夫改善することが望ましいと考える｡つまり,評価の妥当性,信

頼性を高めるために,各観点ごとの｢評価規準｣に対して,どのような評価場面で,どの

評価方法で評価するかを考慮することである｡例えば,ペーパーテストによる評価情報

(資料)から,授業中の観察,面接,質問紙,作品,学習ノート,レポートや新しい評価

方法であるパフォーマンス評価などの様々な評価情報(資料)を含んだ評価方法がある｡

このように,教科の特性や単元(題材)の内容で,評価する観点や評価する場面によって

評価方法が異なる｡それと同時に,数値的なものや記述的なものなどのように,評価情報

(資料)の質も異なる｡そこで, ｢重み付け｣を行うことが,客観的な妥当性を高め,よ

り信頼性のある評価活動になるのかなどについての吟味･検討が必要となってくるのであ

る｡

②　各学期における観点ごとの｢重み付け｣において, ｢エ｣児童生徒の成長や変容の

時期における｢重み付け｣の場合では,各単元(題材)や各学期ごとにおける観点ごとの

総括は,それぞれの評価段階で単に合計したり,平均化するといった総括では十分ではな

いことも考えなければならない｡例えば,国語の場合, 5つの観点のなかで, ｢国語への

関心･意欲･態度｣ ｢言語についての知識･理解･技能｣の2つの観点は, ｢話す･聞く

能力｣ ｢書く能力｣ ｢読む能力｣といった3つの領域の学習活動の中で指導されるので,

児童生徒の個性によって,ある時期に成長や変容が観られることがあるからである｡

また,系統性の学習活動を重んじる算数や数学の場合では,単元(題材)の総括に近い

時期の｢評価規準｣を重点化していくことも考えられる｡しかし,どの教科にも当てはま

ることであるが,ただ単に学習活動の総括場面での評価結果だけを重点化するのではなく,

評価活動の中で児童生徒の学習状況,成長や変容が的確に反映されるように総括すること

も考慮する必要がある｡

｢オ｣単元(題材)間の重要性における｢重み付け｣や, ｢カ｣ [単元(題材)間の授

業時数の配分における｢重み付け｣の場合では, 10時間で扱う単元(題材)は, 5時間

で扱う単元(題材)の2倍といった単純計算の｢重み付け｣が必ずしも妥当だということ

ではない｡例えば,小学校の算数で扱う内容には，4～6時間扱いといった比較的配当時

数の少ない内容があるが,算数のような系統的な学習を必要とする教科では,大変重要な

内容の単元(題材)がある｡これらに関する｢重み付け｣の工夫改善として,中学校の数

学などは,中間テストや期末テストなどの総括的テストでの出題の数や質において｢重み

付け｣を行ってきたケースもある｡
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(2)評定への総括場面における｢重み付け｣の課題

評定への総括において, ｢重み付け｣と称して,観点別学習状況の評価の総括されたA

(B, C)に,倍数やある係数をかけて評定結果を出している学校現場の現状がうかがえ

る｡この行為は,各観点は,学習指導要領の各教科の目標に対応し設定されたものである

にもかかわらず,その目標の一部分に対して,恣意的な｢重み付け｣を行ったという結果

になってしまうことになる｡だが,学校現場の現状はというと, ｢関心･意欲･態度｣

｢思考.判断｣などの観点の評価において,客観的な妥当性のある評価として信頼できる

評価方法の工夫改善に最も苦慮している｡そこで, ｢関心･意欲･態度｣などの観点の評

価における評価方法が,おおむね妥当だと信頼できるまでは,ある係数をかけることによ

り調整しておくことも考えられる｡しかし,この課題は,学校現場の教育実践において喫

緊に工夫改善しなくてはならない｡そうでないと, ｢目標に準拠した評価｣で評定する場

合,教科の各観点に｢重み付け｣として係数をかけ,合計したり,平均化したりして,評

定を行うと,観点別学習状況の評価と評定の結果に矛盾が生じてくる｡また,教師それぞ

れが思いつきやその場のなりゆきで(恣意的な判断) ,各観点の｢重み付け｣をして評定

を行うと,児童生徒の実際の学習の実現状況からかけ離れる危険性が生じてくる｡それだ

けでなく,教科の総括的な評価として位置付けられる評定の値の意味が,学級や学年及び

学校によって違ってくることになる｡

従来,これらの課題は,相対評価によって客観性,信頼性が確保されてきたと考えられ

てきたこともあって,特に評定への総括場面における｢重み付け｣などの意義,目的及び

根拠については不透明にされてきたきらいがあった｡今回の場合は,児童生徒,保護者や

第三者に対し,各観点の｢重み付け｣について十分納得がいくような説明が必要となって

くる｡そうでないと, ｢目標に準拠した評価｣に対して,不信感をもたせることになって

しまう｡

そこで,今後,評定への総括場面において最も重要なことは,客観性,信頼性の確保と

いうことになってくる｡この評定への総括場面の客観性とは,同じ評価情報(資料)にお

いて,どの教師が総括(評定)しても,また同じ教師が何回しても,同じ総括(評定)結

果が得られることである｡そして,また,同じ総括(評定)結果を誰が解釈しても同じよ

うに解釈できることである｡すなわち,総括的な評価としての評定は,客観性を保つこと

において信頼性を得るのである｡評定への総括場面での各観点に｢重み付け｣と称して,

倍数やある係数をかけて調整することは,できうる限り早く解決しなくてはならない課題

である｡

以上,いずれにしても,各学校は｢目標に準拠した評価｣を定着させるためにも, ｢重

み付け｣についての意義,目的及び根拠などを評価計画の中で十分に吟味･検討し,教科

の特性,単元(題材)の特性としての考え方を明確にすることである｡そして, ｢重み付

け｣を行う場合には,生徒,保護者や第三者に対して,評価情報(資料)を適切に提供し,

十分な説明が必要である｡

[注]

(1)国立教育政策研究所教育課程研究センター｢評価規準の作成,評価方法の工夫改善のための参考資料｣
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3　｢目標に準拠した評価｣における関心･意欲･態度の評価

1　｢関心･意欲･態度｣の検討

前回改訂された指導要録では,観点別の項目の末尾にある｢関心･態度｣の項目に｢意

欲｣を加え,観点別の項目の最初に位置付けられた｡これは,児童生徒の｢関心.意欲･

態度｣を土台にした学習活動を行い,学習過程の重視という評価観に立って,前回の学習

指導要領が目指す自ら学ぶ意欲の育成や思考力･判断力･表現力などの高次な学力の育成

をねらいとする新しい学力観(当時)としてだされたものであった｡

これは,評価の｢育てる｣機能の必要性を指導要録の改訂の内容で示し,教師の意識の

変革にともなう授業の工夫改善,さらに,学習についての見方である学習観の転換をも求

めたのであった｡つまり,学習を進める力である学ぼうとする力として,まず｢関心･意

欲･態度｣があり,そこから,ものの考え方である｢思考･判断｣が生まれ,そのために

｢技能｣が必要となってくること,そして,そのような学習の結果として｢知識･理解｣

が児童生徒に身に付いていくという学習に対する考え方が,当時,取り入れられたのであ

る｡

しかし,(1)学校現場では, ｢関心･意欲･態度｣がどのように評価されたのかを調査した

結果によれば,多くの教師が, ｢授業への参加態度｣ ｢発表の態度｣ ｢学習へのまじめ

さ｣といわれるような学習態度をおもに対象として評価されていることが判明したのであ

る｡これは｢関心･意欲･態度｣を実際に評価する場合,教師の主観をできるだけ少なく

するため,そして,なるべく客観的な評価情報(資料)を集めるために,数量化できる内

容とした教師の苦肉の策とでもいえるものであった｡特に,中学校では,高等学校の進学

のための調査書(いわゆる内申書)に代表されるように(2)ハイ･ステイクス(社会全体か

ら注目されたり,将来の進学や就職に大きな影響を及ぼす状況)となるので,より顕著に

現れた｡

その結果を踏まえ,(3)教課審答申においても｢その評価については,情意面にかかわる

観点であることなどから,目標に準拠した評価であることが十分理解されていなかったり,

授業中の挙手や発言の回数といった表面的な状況のみで評価されるなど,必ずしも適切と

は言えない面も見られる｣と指摘している｡

また, ｢関心･意欲･態度｣が観点別項目の最初に位置づけられたおもな理由の一つと

して,知識を詰め込みがちな授業方法の工夫改善を行うことに対しての指摘でもあった｡

そして,この指摘は, ｢知識を身に付けること｣と｢自ら学ぶ意欲の育成や思考力･判断

力･表現力などの高次な学力の育成｣との両者の必要性を認めた上で後者が強調されてい

るのであって,決して前者を軽視するものではなかったのである｡　しかし,学校現場では,

二者択一といった混乱が生じた結果, ｢知識を身に付けること｣を軽視する風潮を生み出

すとともに, ｢関心･意欲･態度｣が態度主義的な理解と混同されてきたのである｡

2　｢関心･意欲･態度｣の捉え方
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そこで,今回の指導要録改訂の趣旨を踏まえながら, ｢目標に準拠した評価｣における

｢関心･意欲･態度｣について考えを述べていく｡

まず最初に,児童生徒の学習に対する情意的なエネルギーである｢関心･意欲･態度｣

は, ｢教える｣ものではなく｢育てる｣べきものであることの認識が必要である｡(4)片山

宗二の言葉を借りれば, ｢関心.意欲･態度は,育て上げなければ子どもの内に根づかな

いもの,したがって,どのような『知識･理解』に支えられ,どのような『思考･判断』

を経るかによって,育成が左右される｣のである｡すなわち,情意領域の観点である｢関

心･意欲･態度｣は,それ自体が独立して育っていくのではない｡認知領域などの観点で

ある｢思考･判断｣ ｢技能･表現｣ ｢知識･理解｣などが身についていく過程のなかで育

ち,それぞれの観点が融合して学力が形成されるのであって,能力別または領域別である

観点別に分けるのは,児童生徒の学力を分析的に把握するための手段･方法にすぎないと

いうことである｡したがって, ｢関心･意欲･態度｣の評価は, ｢関心･意欲･態度｣の

観点と｢思考･判断｣ ｢技能･表現｣ ｢知識･理解｣のそれぞれの観点をどのように組み

合わせて児童生徒の学習活動を観取るかが最も大切なこととなってくる｡

また,実際に教育活動において｢関心･意欲･態度｣を評価する場合,指導要録に示さ

れている｢関心･意欲.態度｣の対象が,中学校の観点を例にとると,以下のように,各

教科によって特色があることをも留意しなければならないことも付け加えておきたい｡

国語: ｢国語への関心･意欲･態度｣ ,社会: ｢社会的事象への関心･意欲･態度｣ ,

数学: ｢数学への関心･意欲.態度｣ ,理科: ｢自然事象への関心･意欲･態度｣ ,音楽

: ｢音楽への関心･意欲･態度｣ ,美術: ｢美術への関心･意欲･態度｣ ,体育: ｢運動

への関心･意欲･態度｣ ,保健: ｢健康･安全への関心･意欲･態度｣ ,技術･家庭:

｢生活や技術への関心･意欲･態度｣ ,そして外国語(英語) : ｢コミュニケーションへ

の関心･意欲･態度｣

3　｢関心.意欲･態度｣を評価する

｢関心･意欲･態度｣の評価すべき対象や評価方法について,　(3)教課審答申は｢この観

点は,本来,それぞれの教科の学習内容や学習対象に対して関心を持ち,進んでそれらを

調べようとしたり,学んだことを生活に生かそうとしたりする資質や能力を評価するため

の観点である｡‥‥‥…中略……… 『関心･意欲･態度』の観点の評価に当たっては,例え

ば,態度や行動,発言内容の観察による評価,作品の評価,児童生徒の自己評価や相互評

価,予習･復習の状況の評価など多様な評価方法により継続的･総合的に行う必要がある｡

評価には信頼性が求められるが,単に数値化されたデータだけが信頼性の根拠になるので

はなく,評価する人,評価される人,それを利用する人が,互いにおおむね妥当であると

判断できることが信頼性の根拠として意味を持つのであり,今後,教員の観察力や分析力

など評価に関する力量を高めるとともに,多様な評価方法の工夫改善を進める必要があ

る｣　と述べている｡

これは,これまで多くの教師は,評価を行うに際して,ペーパーテストを中心に行って

きたことや｢関心･意欲･態度｣の評価が授業中の挙手や発言回数などの｢授業への参加
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態度｣ ｢発表の態度｣ ｢学習へのまじめさ｣といわれるような学習態度をおもに対象とし

て評価されてきたことを指摘したのである｡

児童生徒に育てたい｢関心.意欲･態度｣の｢関心｣とは,学習の対象に対して(5) ｢心に

かけること｣さらに, ｢興味をもつこと｣ ｢興味をもって注意を向けること｣である｡

｢意欲｣とは, ｢そうしたいという気持ち｣ ｢自分から進んでしようとする気持ち｣であ

る｡そして, ｢態度｣とは, ｢物事に対する心構え｣であり｢事に処する心構え,考え

方｣と考えられている｡これらを評価に関係づけると,それぞれの教科において,学習の

対象に心を向け,自ら進んで学習しようとする気持ち,積極的に学習し,それを実践し,

応用しようとする心構えをもつようになるかどうかを評価することである｡

そこで, ｢関心･意欲･態度｣を評価する場合,情意領域の階層性を表現する内容項目

と各教科の｢思考.判断｣ ｢技能･表現｣の観点の対象となる具体的な単元(題材)が目

指す内容･項目を組み合わせて評価することを提案したい｡　その結果を単元ごと,学期ご

と,さらには学年ごとにまとめることによって総括的評価ができると考えられる｡

(1)パフォーマンス評価

｢関心･意欲･態度｣の評価との組合せの評価方法の一つとして, ｢思考･判断｣ ｢技

能･表現｣などの評価として注目されているのがパフォーマンス評価である｡　以下,パフ

ォーマンス評価について述べたいと思う｡

まず, (6)パフォーマンス評価とは,評価方法を問題とするのではなく,評価すべき対象を

どのように考えるかであるといわれている｡すなわち,児童生徒に,実際に何にができれ

ば資質･能力や技能がついたかを観取ることを問題とするのである｡この評価の特徴は,

学校教育で学習した能力や技能が,単にテストの問題を解くためだけではなく,実際の生

活で応用できるまで深く理解され,身に付いているかどうかを評価することである｡まさ

しく,今日の学校教育で求められている[生きる力]である,現実の問題や課題に対応で

きる資質･能力や技能であるといえる｡

(7)理科でのパフォーマンス評価は,実際に実験や観察活動を計画し,実行できるかを評価

することである｡植物の成長と光の関係を調べるために,自分で実験方法を考えて調べ,

結論をまとめるまでの全体的な能力や技能を対象としたり,実験方法は教師が提供するが,

測定や観察する能力や技能に焦点を合わせたパフォーマンス評価を行うことが考えられる｡

例えば,これらの課題で評価しようとする能力や技能は次のようなものがある｡

ア.実験･観察計画の作成と適切な器具や材料の選択できる｡

イ.実験手順に従って実験したり,器具を正しく扱える｡

ウ.正確な観察や測定できる｡

エ.得られたデータを適切に表現できる｡

オ.データを解釈し,結論を導くことができる｡

以上のような理科の｢技能･表現｣の観点である｢観察･実験の技能･表現｣の｢評価
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規準｣と(8)情意的な領域の階層性を表すパフォーマンス動詞と｢自然事象への関心･意欲

･態度｣とを組み合わせて作成したのが[表2]である｡この表から,教師自身が実際の

授業に基づいて, ｢観察･実験の技能･表現｣と｢自然事象への関心･意欲･態度｣を融

合させた相応しいルーブリックを作成していくのである｡

[表2]

(2)ポートフォリオを活用した自己評価

前述したように｢関心･意欲･態度｣は,教えるものではなく,育てるあげるべきもの

である｡したがって,教師が｢育てる｣機能を大切にした評価活動を行うには,教師はい

くつかの点で今までの評価の概念を変えなければならない｡いわゆる,発想の転換(パラ

ダイムシフト)である｡それは,まず,学習指導の結果だけではなく,児童生徒の学習活
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動の過程に評価の目を向けることが必要である｡ ｢知識･理解｣は,ペーパーテストなど

の結果だけから評価できるかもしれないが,情意的な観点である｢関心･意欲･態度｣や

ものの考え方などの観点である｢思考力･判断力｣などは,その学習過程に目を向けなけ

れば児童生徒の姿をとらえることができないものである｡そして,それらの学習活動の過

程での評価に対して,教師は児童生徒の短所を点検して評価するという評価観から,児童

生徒のもっている良さを見い出していくという評価観を取り入れることが必要である｡

そこで, ｢関心･意欲･態度｣の評価に児童生徒の自己評価活動を活用するのである｡

(9)安彦忠彦は, ｢子どもの自己評価活動は,実は子どもの活動の種類に応じて,実にさまざ

まなものを生み出す｡それは私たちが考えている以上のものである｡少なくとも五つほど

がいま思い浮かぶ｡ ①　技能面の調整能力　②　知能面の論理的調整能力　③　情緒面で

の統合能力　④　情動面での統制能力　⑤　精神面の内省能力,しかし,これらを通じて

全体的にいえるもの,それは, 『自己統制能力』といえるだろう｣と述べている｡

自己評価は,児童生徒の学習活動をよりよい方向へと促す軌道修正の機能がある｡つま

り,児童生徒は,学習活動の過程で自己評価活動を行うことによって,今までの自分自身

が行ってきた学習の内容や学習の方法などについて,振り返りという自省から修正を加え,

よりよい学習活動へと進むことができるのである｡そして,自己評価活動におけるこれら

の一連の行為は,必ず情意的,精神的なエネルギ-が伴うことである｡

また, ｢関心･意欲･態度｣の評価は, ｢知識･理解｣などと違って,一単位時間の授

業や単元(題材)の学習だけで育つものではなく,学期またはその学年,さらには学年を

通して育成されるという特徴がある｡　そのために, ｢関心･意欲･態度｣の評価では,長

い継続的な期間(スパン)をもって評価することが必要であり,しかも,時系列的な評価

の流れのなかで児童生徒の情意的な伸張や改善を観取り評価することが必要である｡これ

らに適合した評価方法の一つとして,ポートフォリオを活用した自己評価を提案したい｡

ポートフォリオ評価とは,もともと児童生徒の学習の成果を示すさまざまな評価資料

(情報)を収集した個人的ファイル(プロフィールファイルズ)である｡そのファイルに

は,ペーパーテストの解答用紙をはじめ,授業中の観察から,面接,質問紙,作品,学習

ノート,レポートなど,さまざまな児童生徒の学習の足あと(履歴)を組み込むものであ

る｡しかし,何もかもすべてのものを組み込むのではなく,評価するための対象となるも

のを明確にし,その対象となる項目を焦点化することが最も大切である｡

例えば,理科の｢関心･意欲･態度｣の対象は, ｢自然事象｣である｡評価の観点及び

その趣旨には, ｢自然の事物･現象に関心をもち,意欲的にそれらを探究するとともに,

事象を人間生活とのかかわりでみようとする｣と示され,第1分野の内容のまとまりごと,

第2分野の内容のまとまりごとに具体的な｢評価規準｣として示されている｡また,同様

に,他の観点である｢科学的な思考｣ ｢観察･実験の技能･表現｣ ｢自然事象についての

知識･理解｣についても,分野別に内容のまとまりごとに具体的な｢評価規準｣が示され

ている｡

そこで,実際の学習活動と関連性をもたせながら,他の3つの観点の｢評価規準｣と

｢関心･意欲･態度｣の観点の｢評価規準｣を織り込み,重要な内容にそった項目で児童
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生徒が自己評価活動を行うのである｡これらを時系列に,長期的にファイルすることによ

って,児童生徒の｢関心･意欲･態度｣の伸張や深まりを,教師と児童生徒が,共に話し

合いながら観取って(評価して)いくのである｡

しかし,ここで留意しなければならないことは,児童生徒が理科に興味をもっているの

かどうかや,理科が好きかどうかなどの項目や内容ではなく,自然の事物や現象について

の項目や内容で自己評価活動を行うのである｡

具体的には,児童生徒が,以下のように(10)①～⑤までの項目や内容で自己評価活動を

行ってきた記述した内容で観取る(評価する)のである｡

① [好奇心]

新しいことに気づいているが,はじめのうちは説明を求めたりしなかったが,細かい

部分まで気がつくようになり説明をもとめるようになってきた｡

② [証拠の尊重]

自分が最初に期待した結果は認知はするが,これに反する結果が生じたときには無視

してしまっていたが,証拠に基づいて結論を導き出し,その結論の限界を認識できるよ

うになった｡

③ [批判的な考察力]

教師に促されて,自分が用いた方法や,発見した事柄をもとに,自分の最初の考えを

再度,吟味･検討していたが,自分で自発的に,方法や考えを再度,吟味･検討したり,

改善したりするようになった｡

④ [考え方の応用]

最初にもっていた自分の考え方を固執していたが,他の見方,考え方にも考慮し,以

前の自分の考え方を場合によっては修正することができるようになった｡

⑤ [生き物を大切にし,環境にも配慮する]

これらの点について,教師の指導を受けてはじめて配慮していたが,安全についての

配慮ができていなかった｡しかし,生き物が何を必要としているかを理解し,環境に配

慮する重要性を理解するようになってきた｡また,安全についての配慮も自分でできる

ようになってきた｡

[注]

(1)田中耕治｢オピニオン連載(13)新教育課程で観点別評価をどう改善するか　ー ｢関心･意欲･態度｣と評価基準

の新たなとらえ方ー｣ ｢指導と評価｣　図書文化1999年11月号　42頁

(2)鈴木秀幸｢オピニオン連載(23)最終回　新教育課程で観点別評価をどう改善するか　ー ｢関心.意欲･態度｣の結

果妥当性と, 4観点の枠組みの問題ー｣ ｢指導と評価｣　図書文化　2000年10月号　39頁

(3)教育課程審議会答申(平成1 2年1 2月4日) ｢児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について｣

(4)片山宗二｢新指導要録の観点別評価を検討する｣ ｢社会科教育｣ 1991年8月号

(5)辰野千尋｢改訂増補学習評価基本ハンドブック　ー指導と評価の一体化を目指してー｣　図書文化　81～82頁

(6)鈴木秀幸｢連載パフォーマンス評価の実践的研究(第1回)パフォーマンス評価とは｣ ｢指導と評価｣　図書文化

2001年　4号　58頁
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(7)鈴木秀幸｢連載パフォーマンス評価の実践的研究(第2回)教科ごとのパフォーマンス評価｣ ｢指導と評価｣

図書文化　2001年　5号　48頁

(8)辰野千尋｢改訂増補学習評価基本ハンドブックー指導と評価の一体化を目指してー｣表Ⅵー6より

(8)金井達蔵｢観点『関心･態度』の一般的教育目標『中学校　関心･態磨ーその理論と指導と評価ー』 ｣図書文化

表2ー2より

(9)安彦忠彦｢自己評価ー『自己教育論』を越えてー｣　図書文化　79～80頁

(10)鈴木秀幸｢連載　新教育課程における評価の改善(第3回) ーポートフォリオ評価の評価基準ー 『重要な達成事

項』とはー理科的な活動を例に｣　｢指導と評価｣　図書文化1998年　6号　47頁
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評価の基本的な考え方と具体的な在り方

鹿児島県総合教育センター　尾場瀬　優一

･･･……　研　究　の　要　約　………

1　研究の目的

評価観の変遷等を踏まえて,指導と評価の一体化を図るための評価の考え方と具体的な在

り方について探る｡

2　研究の内容と方法

○　評価とは何か,文献をもとに明らかにする｡

○　最近の評価観の流れを,教育観の変遷と重ね合わせながらまとめる｡

○　これまでの自分の学習指導を振り返り,学習指導中の教師による評価の在り方を探る｡

○　各観点ごとの評価の具体的な方法について,文献や先行研究を加えながらまとめる｡

○　評定の在り方について,現在の問題点を整理しながらまとめる｡

3　研究のまとめ

研究の結果,明らかになったことの概要は下記の通りである｡

･評価とは,教育の改善のための資料を得る活動である｡　したがって,評価した結果を指

導法改善に生かすことが重要である｡

･平成元年度の｢新しい学力観｣以降,子どもの意欲を喚起するために｢絶対評価｣, ｢個

人内評価｣ということが重視された｡平成11年度の学習指導要領では,意欲を喚起しつ

つ,基礎･基本の確実な定着を求めて, ｢目標に準拠した評価｣と, ｢指導と評価の一体化｣

が叫ばれるようになった｡

･授業中の教師は,丸ごと子どもを受け止め,その原因を探っている｡　その過程で,子ど

もがそうなっているわけが明らかになり, 4観点の評価が可能になる｡

･子ども一人一人をしっかりと見つめながら授業を行うことが,指導と評価の一体化を図

るうえで重要である｡

･子どもの学びを見つめるとともに,考えを書かせたり,問いかけたりすることで,見え

ない学力といわれる｢関心･意欲,態度｣や｢思考･判断｣の評価も可能である｡

･関心･意欲,態度の評価は,一人一人の子どもの個性を踏まえて評価する必要がある｡

意欲等の発現は個によって異なるので,多くの観点でとらえる工夫をし,何らかの意欲

が見られた場合には意欲があると判断することが妥当である｡

･思考･判断の評価は,子どもに直接問いかけ,その反応でとらえることができる｡質問

紙でとらえる場合は,発展的な課題を解かせることが有効である｡

･技能･表現の評価は,チェックリストを使ったりスキルテストを行ったりすることで評

価できる｡

･知識･理解の評価は,質問紙でとらえることができるが,つまずきが分かる問題を設定
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することで指導と評価の一体化を図るこ3とができる｡

評定に際しては,教育という活動の性格上,単なる統計処理を行うことは危険であり,

･系統性や関連性があるかどうかによって,統計処理できるかがきまる｡

○　はじめに

評価とは何か｡なぜ行うのかについて,医師の仕事と比較しながら考えてみたい｡病院に

患者が｢どうも調子がおかしい｣といってやってくる｡そんなときに医師はまず何を行うか｡

とにかく,何が原因であるのか診察を行い,そして,診断を下すことになる｡例えば｢風邪

だなo｣とかo　この活動こそが,現在の教師の評価活動に当たると考えるo　では,その後の

医師の活動と教師の活動の違いは何か｡

医師は,風邪であると判断したならば,それを治すためにどんな薬を与えればよいかにつ

いて思案し,そして行う｡その後,患者の様子を見て,試みた結果がどうあったかを判断す

るo病気が違えば入院であったり,手術であったりその施術は異なるのであろうが｡医師

は,病気が治るまで薬を代えたり,注射を打ったり,あれこれと試みるo　また,適切な処置

を行うために,その過程や結果をカルテという形で記録, 3保存し,今後の施術の参考にでき

るようにする｡

教師の場合はどうだろうか｡特に,指導要録に記入するための評価活動だったらどうだろ

うか｡評価し,評定をつけて終わりになるのである｡日常の学習指導の場合にも,本当に子

どもの姿を直視し,子どもに応じた指導を行っているのだろうか｡医師と違い教師は,常時

子どもを観察できるわけである｡しかしながら,指導の経過についての記録をとっている例

も少なく,他に応じた多様な試みもあまり見られないのではないだろうか｡

学力低下が叫ばれる中,教師の教育活動をより確かなものにし,どの子どもにもー定の教

育水準を保障しようということで,指導と評価の一体化が強く叫ばれているわけである｡と

ころが,現実の学校を見ると,評価しないといけないから,あるいは評価しなさいと言われ

るから評価する,あるいは評定する｡さらには,ちゃんとやっていますよと説明できるよう

に評価記録を残すといったことが行われつつあるのではないだろうか｡

ここでは,そういったことを踏まえ,学習指導に関する評価の在り方の基本的な考え方の

流れを踏まえつつ,具体的な評価の在り方はどうあればよいかについて,学習指導を行いつ

つ評価を行うという教師の立場に立-?て,下記のような構成で,私の考えをまとめたいと思

う｡

1　評価とは何か

2　最近の評価観の流れ

3　学習指導中の教師による評価

4　理科学習における具体的な評価方法としての教師の問い

5　各観点ごとの評価の具体的な方法

6　評定の在り方について
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1　評価とは何か

評価とは,教育の目的が達成されているかどうかの資料を得る活動である｡　そして,その

結果を,教育の改善に生かすことが必要である｡教育活動の改善としては,指導方法の改善

や年間指導計画の見直しなどが考えられる｡

なお,日常の学習情動においては,指導を行った結果を評価し,そのことを踏まえて次の

指導を行うというように短期の評価活動が繰り返し行われ,そのことによって的確な指導が

できるようになる｡

(1)評価に必要な条件

評価に必要な条件として下記の2点が挙げられる｡

〇　客観性(信頼性)　…　いつ,誰が評価しても同じ結果が得られること｡つまり,評

価結果に変動が少ないこと｡

〇　妥　　当　　性･　　　　･･評価したいことを的確に評価していること｡

しかしながら,客観的であることが,最もいいとはいいがたい｡それは,評価には,診

断機能と指導機能があるからである｡　正しく診断することは重要であるが,子どもを伸ば

す方向に向かって,診断結果を伝える必要がある｡子供はほめられた方向に伸びるといわ

れる｡評価そのものが人間を創る働きをもっている｡したがって,よさを認め励ますこと

が大切であり,一人一人の子どものよさを認知できるかが教師の力量として極めて重要で

ある｡つまり,評価は信頼性,妥当性の前に子どもに対する深い愛情がなければならない｡

(2)評価に関するいろいろな考え方

前項で述べたように,評価には子どもへの深い愛情の上に立った,客観性や妥当性が必

要であるが,現実的には,評価する側のいろいろな要件が絡まりなかなか正しく評価する

ことが難しい｡そういったことに関するいろいろな考えを整理すると次のようなものがあ

げられる｡
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2　最近の評価観の流れ

教育の評価は,教育の価値論の研究から始まる｡そして, 20世紀の初頭には,アメリカ

において, ｢教育測定｣運動が起き,教育成果としての学力の客観的な測定が行われた｡そ

の結果,各種のテストや尺度の開発が盛んに行われた｡　それに対し, 1933年から1940年に

かけて,進歩主義教育の関係者がハイスクールの教育課程の改善を目指して,テスト法以外

の評価方法も取り入れて評価活動を行った｡このことがきっかけになって,単に教育活動の

成果としての学力の評価だけでなく,学習の規定要因などまで教育目標に照らして価値判断

し,よりよい教育活動を目指すという教育評価の考えに発展した｡

我が国では,平成元年に｢新しい学力観｣が出され,評価の考え方が大きく変わった｡　そ

れまでは,通知票,指導要録に代表されるように,教育の目標が明確に置かれ,それに対し

てどこまで到達したかという評価というより評定が大きく取り上げられていた｡絶対的な基

準を決めることができず,グループの中での位置が問題とされ相対評価が中心になっていた｡

ところが,意欲重視の新しい学力観が大きく前面に出され,評価もそれに合わせてよさを

認め意欲を重視する方向で改善されることとなった｡　それらをまとめると次のようになる｡

(1)新しい学力観

平成元年に出された学習指導要領では,新しい学力観という言葉が前面に出された｡そ

こでは,教育観の見直しが行われた｡

伝続的な教育観では,人間は,意図的,意識的に外部から知識を伝達されない限り学べ

ない受動的存在であるという考えに立ち,教育は,教師が学習者に知識や技能を身に付け

させる活動であると考えられていた｡

ところが,認知心理学の研究の結果,人間は,生活上の必要を満たすために,環境に働

きかけ,効果的な手続きを学ぼうとする存在であるという考えが出された｡その結果,教

育は自ら学ぼうとする学習者の学びを支援する活動であると考えられるようになった｡

伝統的な教育観を支えていた主な心理学は行動心理学である｡それらの考えを整理する

と次のようになる｡

学習効果を上げるには,強い刺激,刺激の繰り返し,そして,賞与が有効という考え方

から,ドリル学習などによって教育効果を上げようという試みが行われていた｡

そこで,学校においては,目的とする教育効果を上げられない場合には,繰り返し同じ

問題をさせるとか,できた順に学習を終わるなどの試みが行われていた｡
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それに対して,新しい学力観を支える認知心理学をまとめると次のようになる｡

学習効果を高めるためには,意欲を形成することが重要であると考える｡そこでは,学習

への動機付けが問題とされ,外発的動機付けとともに内発的動機付けの重要性が叫ばれた｡

また,子どもは自ら学ぶ存在であるという考えに立ち,子どもの主体的な学びを尊重し,学

びを支援することとなった｡

(2)新しい評価観

そこで,評価においても,子どものよさを認め励ますことによって,意欲の喚起を期待す

ることとなった｡そのように考えたとき,相対評価では,がんばっても評価対象のグループ

全体が伸びると,がんばりを認めることができなくなるということから,相対評価から絶対

評価へ評価方法を転換することとなった｡また,がんばっても伸びないことも考えられると

ともに,評価の指導機能を考慮し,個人内評価を加味することが謳われた｡

平成元年を境に,意欲の重視,子どもの学びの支援という考えのもと教育活動が展開され

てきたが,依然として意欲を喚起することはできず,その結果は決して楽観的なものにはな

らなかった｡　大学,あるいは産業界からは子どもの学力低下が叫ばれ,国際的な学力調査の

結果でも,学び取った力としての学力の平均値は高いが,トップの10 %を見ると決して安

心できる状況にはないことや,学習意欲が極めて劣るという結果が出された｡

そのため,基礎的･基本的事項の確実な定着が求められることとなった｡　平成11年の学

習指導要領の改訂においても, ｢あまり多くのことを教えることなかれ｡しかし教えるべき

ことは徹底的に教えるべし｡ (ホワイトヘッド)｣の言葉に代表されるように,基礎･基本の

厳選が行われた｡

評価においても,よさを認め励ます,伸びを認める,意欲の喚起を図るという考えを踏襲

した上で, ｢基礎･基本の確実な定着｣を求めて,単なる絶対評価ではなく,目標に準拠し

た評価とすることが打ち出されるとともに,指導と評価の一体化を図ることが求められた｡

また,評価のための評価としないために,基礎･基本の確実な定着が図られていない子ども
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には,定着するまで指導を繰り返すことが求められている｡それらの流れを,図示すると次

のようになる｡

図1　最近の評価観の流れとその背景
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3　学習指導中の教師による評価

学習指導中の教師は,どのように評価活動を行っているのだろうか｡決して,評価カード

を手にして指導に当たるというようなことは考えられない｡子どもの学習指導を行いつつ,

子どもの姿を見つめているのである｡　しっかり集中して学習に励んでいるか,理解をしてい

るかを子どもの表情,うなずきの様子,目の輝きから,

そして,ノートをとる様子から察するわけである｡した

がって,よく評価について書かれている参考資料の単元

の指導計画の中にあるように,ここでは知識･理解の評

価を行うとか,意欲の評価を行うといった方法はとれな

いのである｡　教師は,あくまで子どもの全体像をとらえ

ているのである｡

心ある教師は,主体的に学んでいない姿を見て取り,

どうしてなのかと頭を悩ます｡そして,何とかしようと

考え,その原因を探ろうとするわけである｡

その結果, ｢なんだ関心がないのか｣, ｢学習を進める

ための技能がないんだな｡表現方法が身に付いていない

のだな｣, ｢考えを進めるための知識,経験がないのだな｣,

｢比較したり,関係付けたりする思考力がないのだな｣

というようにここで初めて4観点が出てくるのである｡

評価の観点として, 4観点が先にありきではなく,教

師は丸ごと子どもの姿をとらえ,その原因を探り,対策

を考える過程で4観点が見えてくるのである｡

実際には,教師主導の学習が展開されているならば,

教師は子どもの所に行きどうしてなのかをたずねること

もできず,子どもが主体的ではないことがつかめたとし

ても, ｢おい,こら何をしているのか｡｣, ｢ちゃんとこっ

ちを向け｣と注意を向けたり,しかったりするだけで対

応することはできない｡　あげくは,主体的に学べない理

由がつかめず間違った判断をし,間違った指導をするこ

ともしばしば起きる｡

したがって,指導と評価の一体化を図るためには,子

ども主体の学習を展開し,教師と子どもが対話できる場面を多く設定することが必要である｡

さらには,子どものつまずきをとらえ,それに対応するためには,下記のように,教師が自

由に動ける時間を設定することが必要である｡

【各教科における指導と評価の一体化を図ることのできる時間の例】

○　国語:読後の感想を書かせている場面,段落の要旨などを考えている場面　など

○　社会:調べ学習をしている場面,学習のまとめをしている場面　など

○　算数.数学:問題解決を行っている場面,練習問題をしている場面　など

○　理科:予想や計画を立てている場面,観察や実験を行っている場面　など

○　生活:自分の考えで活動している場面,学習のまとめをしている場面　など
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なお,子どもは病院に来た患者のように自分の病状を訴えない場合も多い｡したがって,

子どもの内面の叫びを聞き取れる教師になることも重要であるとともに,子どもの心を引き

出すことのできる教師でなければならない｡そのための重要な方法として,子どもの考えを

ノートなどに書かせる方法がある｡そうすることで,子どもの分かりの様子を知ることがで

きるとともに,子どもの分かりに対応し,支援することができる｡さらには,そういった活

動の中で,子どもに教師が問うことが重要である｡次節では,どのようにして子どもの内面

をとらえる発問を行うか,理科の学習を例に述べたい｡

4　理科学習における具体的な評価の方法としての教師の問い

教師の問いは,子どもの学習状況を問うことが多い｡　しかしながら,問われることで子ど

もが自分の学習を見直し,学びを修正するといった働きもある｡　そのように考え,理科学習

において,私が行ってきた主な問いは次のとおりである｡

【子どもが主体的に学習しているときの教師の主な発問】

この問いを行うことで,教師は,子どもの学びの姿をとらえるとともに,子どもの学びに

応じた働きかけを行うことができるようになる｡

なお,このことについて,平成13年に鹿児島県総合教育センターにて長期研修を行った

高尾野町立高尾野小学校教諭末吉裕美の論文には,問うことによって子どもの内面を探るだ

けでなく,子どもの主体的な問題解決活動を活性化するという｢指導と評価の一体化｣を図

ることができるということで,次のようにまとめられている｡ (以下末吉の論文の引用)
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5　各観点ごとの評価の具体的な方法

前述のように,教師は,子どもの姿を見つめつつ学習を展開することが大切である｡その

際に,意欲的でない子どもがいたとすれば,何が要因なのかについて検討することになる｡

その結果,次のようなことが明らかになってくる｡

つまり,ここで指導要録に示されている学力の4観点が見えてくるのである｡子どもの姿

が明らかになったとき,観点別評価規準がより具体化されているならば,教師は,学習者の

学びの状態を深く探ることができるとともに,どのようにすると学びを高めることができる

かが分かり,学習者の学びを具体的に支援することができる｡

ここでは,そのような基本的な考え方を踏まえつつ,具体的な評価方法について,観点別

にその方法を述べる｡

(1)関心･意欲,態度について

興味･関心,意欲,態度を私は次のようにとらえている｡

興味とは,ある事柄に注意が向くことである｡そして,そのことと自分との関係に気付

き解決や認知の対象に持ち上げられた状態が関心,さらには,そのことをできるようにな

りたいとか深く知りたいという願いまで高まった状態が意欲であるととらえる｡　そのよう

な心の働きが行動に表れた状態が態度である｡

そのように考えたときに,意欲や態度を形成するためには何が必要なのだろうか｡心理

学では,学習意欲の喚起のために,外発的動機付けや内発的動機付けが大切であるとよく

言われる｡それでは,そういった動機付けはどのようにしてできるのであろうか｡具体的

な学習場面での子どもの姿から考えてみる｡子どもが学習意欲をもっているのは次のよう

な場合である｡

子どもが意欲をもつためには,学習対象を明確にとらえ,何をどのように解決しないと

いけないのかという｢問題｣とどのようにすると解決できるのかの｢見通し｣を明確にす

る必要がある｡もし,意欲的ではないという子どもが見られたら,教師はこのことをしっ

かりと踏まえ,自分の学習指導を再点検し,見直しを行い,対策を立て,実行することが

大切になる｡

さて,学習において意欲的になった子どもの姿を観察すると次のようなことが見られる｡
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(A), (B)で分かるように,意欲の表れ方は個によって異なる｡したがって,同じ評価の

尺度を用いて意欲の評価を行うことは極めて危険である｡たとえば,授業中の挙手の回数で

評価を決めようとすると,ほとんど手を挙げない子どもが初めて手を挙げたとしてもその評

価は低くなってしまう｡つまり,教師は,一人一人の子どもの興味･関心,好み,感じ方,

考え方,能力,行動パターンなどの特性を把握し,そのことを考慮しながら判断する必要が

ある｡このことを逆の立場で考えると,子どもの姿を常に見つめながら指導を行っている教

師にはより正しい評価ができると考えることもできる｡

(2)関心,意欲,態度の評価について

前項で述べたように,意欲の評価は,個によって意欲的な姿が見られる場面が変わってく

るので,単純に同一の基準で評価することはできない｡したがって,いろいろな方法による

評価を重ねて考えることが客観性を高める上で必要である｡

評価の方法としては次のようなものが考えられる｡

①　授業中の態度や発言などの観察

②　感想文,ノート,作品などの分析

③　チェックリスト,座席表,補助簿の記録の活用

④　子どもの自己評価,相互評価　など

なお,実際に評価をする場合には,それぞれの方法についてどのような視点で評価するの

かをあらかじめ明らかにしておくことが,客観的な評価とする上で有効である｡例えば,授

業中の子どもの観察によって評価する場合や感想文や作品などによって評価する場合の視点

点として次のようなものがあげられる｡
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さらには,教師の評価の妥当性を確認するために,子どもによる自己評価,相互評価を取り

入れることが有効である｡また, TTなど複数の教師による評価を取り入れることも客観性を

高めることにつながる｡なお,子どもの自己評価,相互評価を確実に行わせるためには,ポー

トフォリオ評価を加えることも考えられる｡これらの活動は,子どもの自己教育力を高めるこ

とにもつながる｡

このように,関心･意欲,態度の評価は多様な方法で行うことになるが,一人一人の子ども

の個性を考慮しながら,いずれかの場面で子どもの意欲的な姿が見られた場合には意欲がある

と評価することが妥当である｡

なお,関心,意欲,態度の評価に当たっては,特に,教師の子どもを観察する力が重要に

なる｡そこで,授業研究などを通して,教師の観察力を高める努力を続けなければならない｡

学習意欲の評価の方法として東京学芸大学で開発したGAMI (学芸大式学習意欲検査)とい
う調査方法がある｡この調査では,学習意欲があるかどうかだけではなく,その要因が何にあ
るのかということまで調べることができる｡　したがって, GAMIを用いて一人一人の子どもの
学習意欲の実態をとらえておくとその後の指導や評価に生かせるものと考える｡
なお, GAMIでの学習意欲の要因と問題の一部を下記に転載する｡

-38-



(3)思考･判断の評価について

思考力は問題解決の過程で働くものであり,結果が知識.理解である｡思考には,論理的

思考と創造的思考があるといわれる｡論理的思考には個々の事例から一般化を図る帰納的な

思考ときまりを応用して考えていく演繹的な思考がある｡創造的思考とは,わずかばかりの

手がかりから飛躍的,独創的なアイデアを生み出す思考である｡それらの思考は,問題解決

の過程でとらえることが肝要である｡その最も良い方法としては,子どもの活動中に子ども

と語り合うことである｡私自身は,思考の高まりや判断を見取るために,次のような観点で

子どもを見つめることにしている｡

なお,このことについて,奥井智久｢理科における思考力,判断力,表現力の評価｣指導

と評価(1992.10)には,下表のような｢科学的思考｣の評価規準表が示されているが,とに

かく,子どもの追求活動の際にp 8のような問いかけを行い,子どもの発言やつぶやきをと

らえることが重要である｡

奥井智久による　科学的思考の評価規準表
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子どもの思考力を評価する方法としては,学習中の対話が極めて有効であるが,全ての子ど

もを毎時間とらえることはできない｡ということは,思考力の高まりを正しくとらえられない

危険性も含んでいる｡そこで,思考力を下表のような考えに立ち,質問紙法にて評価する方法

も考える必要がある｡

具体的な問題としては,次のようなものが考えられる｡

思考力を問う質問紙は,実際に学習で扱った内容をそのまま問題にしてしまうと,思考を働

かせることもなく,単に知識で答えてしまう｡したがって,学習によって獲得したきまりを

使って発展的な問題を解決させるようにすることが重要である｡
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(4)技能･表現の評価について

表現とは,考えや感情を表出する方法であり,身振り,表情,言語,文字,文章,記号,

音楽,絵画,彫刻,あるいは,パソコンなどを使った表現,身体表現などがある｡技能とは,

そういった表現を行うための方法であると考えることができる｡

したがって,技能や表現の評価に当たっては,そういった表現を行うためにはどのような

ことができないといけないかについて分析することが必要である｡

たとえば,小学校3, 4年生の水泳(クロール)の学習を例に考えよう｡そこでの技能に

関する目標としては, ｢クロール及び平泳ぎの技能を身に付け,ある程度続けて泳ぐことが

できるようにする｡｣と学習指導要領に示されている｡

そこで,クロールである程度続けて泳ぐために何が必要であるか考えることになる｡する

と,次のような内容が見えてくる｡

･　水に顔をつけることができる｡

･水面に体をまっすぐに伸ばして浮くことができる｡

け伸びをしてまっすぐ進むことができる｡

･膝を曲げずに,足をばたばたさせて進むことができる｡

・　腕を交互にかくことができる｡

･水に入れる腕はできるだけ遠くに入れることができる｡

･　手で水をかくときには,力強くコンパクトにかくことができる｡

･腕の動きと足の動きが止まらないようにリズミカルに動かすことができる｡

･空中に上げた腕の方に顔を向けて息継ぎをすることができる｡

・　息継ぎの際に体が持ち上がらないように横にひねって進むことができる｡

･　水中で息を吐き出すことができる｡　　　　　　　　　　　　　　など

そういった,一連の技能･表

現ができるための構成要素が明

確になったら,それを難易度の

順に構成し直すことで評価規準

ができることになる｡

なお,技能･表現には,どう

すべきであるかという知識.理

解の面と実際に実現できるかと

いう行動･熟練の二面がある｡

技能･表現に関する知識･理解

の面については,右の問題のよ

うに,質問紙法でその行動のパ

ターンを問う問題を設定するこ

とでできる｡

行動･熟練の面については,

製作活動や表現活動などの中

で,身に付けさせたい技能が身

に付いているか,観察によって

見取ることが最も有効である｡
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つまり,実際の学習場面での教師の観察が重要である｡そして,身に付いていない場合には,

それを身に付けられるように指導･助言,援助を行う必要がある｡

なお,技能の評価においては,その技能が身に付いたかを記録させる｢チェックリスト｣を

作成しておき,自己評価をさせるなどの方法を取り入れると確実に評価することができる｡

たとえば,先ほどの体育の例をとって｢チェックリスト｣を作ると下記のようになる｡

<チェックリストの例> 小学校3, 4年　体育　｢水泳　クロール｣

また,実際に教師の見ているところでできるかさせてみるという｢パフォーマンステスト｣

も考えられる｡　たとえば,算数では,次のような問題が考えられる｡

<パフォーマンステストの例>　小学校6年　算数　｢合同｣

技能の評価は,可能な限り他の要因を省き,目的とした技能が確実に定着しているかを評

価しなければならない｡例えば,図画工作科で, ｢ものの大小によって遠近感のある絵を描

く｣というねらいで学習を構成した場合,遠近感があれば,彩色,デッサンカなどの他の技

能についての評価が加味されないようにする必要がある｡

いずれにしても,目標の分析がしっかりとできており,子どもの学びに寄り添っていれば

技能･表現の評価も簡単にできるものと考える｡それを補うものとして,チェックリストや

自己評価カードなどを活用したいものである｡
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(5)知識･理解の評価について

知識とは,認識の結果得られた成果であり,その内容は,多くの人に認められる客観性を

備えたものでなければならない｡理解するとは,新たに獲得した知識がこれまでの概念と関

係付けられ,意味付けられることである｡したがって,知識･理解の評価に当たっては,児

童生徒が,どのような知識を獲得し,どのような知識の構造を形成しているかについてとら

える必要がある｡

そこで,単なる言葉の理解ではなく,関連付けられた理解であるか,体系付けられている

かを見取る必要がある｡その方法として最近は,概念地図法などが用いられたりするが,自

由に書かせた概念地図は,教師の判断基準が明確でないとなかなか読みとりにくい｡　そのこ

とについて,平成14年の鹿児島県総合教育センターの長期研修者である,鹿児島市立清水

小学校教諭山之内哲也は,概念地図の解釈方法として次のような考えを提案している｡

山之内氏による概念地図を解釈する方法
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また,算数･数学などの場合は,どのようにすれば解決できるかという方法理解だけでなく,

なぜそうするのかといった意味理解まで併せてもっているかについて見取る必要がある｡その

ためには,応用的な問題を提示し,獲得された知識を活用できるかを評価することが有効であ

る｡

知識･理解面の評価は,質問紙で行うことが多い｡したがって,問題の作成が重要になって

くる｡問題作成の際には,観点別評価規準表を基に,学習のねらいが達成されているかどうか

が的確に判断できるものにすることが大事である｡また,問題は,指導に生かすという観点か

ら,子どものつまずきが発見できるものでありたい｡そのためには,例に示すように,まず学

習内容を構成要素に分けることが必要である｡

<例>　小学校算数　4年生｢小数のわり算｣

たとえば,本時の学習が小数点のある2桁の数のわり算であったとすると,その要因を分析

すると次のようなことが出てくる｡

そのように考えると,ドリルの問題例は下記のようになる｡

さらには,同じ問題を繰り返し定着を見る問題⑦, ⑧, ⑨と発展的な問題を提示し,意味理

解がなされているか確認する⑩の問題が考えられる｡

なお,平成13年度に行われた教育課程実施状況調査を見ると,繰り返しドリルを必要とす

る内容についての得点が低いように思われる｡このことは,分かる学習にのみ重点が置かれ,

反復練習があまり行われないようになってきたのではないかとも考えられる｡したがって,知

識･理解については,小テスト等を作成し,ステップを細かにした評価を繰り返すことが必要

であると考える｡
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6　評定の在り方について

最後に,評価した結果をどのように指導要録や通知票に記載するかについて考えてみたい

と思う｡

(1)観点別評価の欄について

いろいろな評価に関する資料を見ると,このことの記述がかなりのスペースをとって書

かれているが,これまで述べてきたような教育活動,評価活動を繰り返しているならば観

点別の評価は簡単にできると考えられる｡自己の評価に自信がもてず,その評価が正しい

のかと悩まなければ｡ただ,その時に気を付けなければならないのは,教育活動の特性を

踏まえるということである｡

たとえば,各月の車の販売台数を表にしたとき, A氏, B氏の実績が下記の通りであっ

たとする｡

A氏, B氏の各月の車の販売台数

この場合には,平均値を出して, A氏が優秀な営業マンであると判断することが可能で

ある｡そして,そのことに対して大きな異論はないだろうと思われる｡しかしながら,そ

のような方法が教育活動に使えるのだろうか｡　ある教科の各観点の評価が次の通りであっ

たとしよう｡

ある子どもの評価記録表(年間分)

さて,この場合に｢関心･意欲,態度｣の評定はどうなるか｡統計的に処理するために

Cを1点Bを2点, Aを3点とすると,合計点数は12点であり平均値1.7点であり, ｢B｣

と評定してしまうことになる｡はたしてそういう評価が望ましいのか｡初め意欲のなかっ

た子どもが次第に意欲を示すようになり,最後は｢A｣という意欲の高まった状態になっ

たわけであり,それは教育の成果なのである｡とすれば, ｢A｣と評価するのが正しいの

ではないかと考えることもできる｡このことは, ｢思考･判断｣にもいえるのではないか

と考える｡　つまり,教育活動の成果として順次高まっていく観点については最終的な評価

を大事にすることが必要であると考える｡

それに対して, ｢技能｣, ｢知識･理解｣の中でも系統性が弱い場合の評価はどうなるか｡

それぞれのデータの意味が異なり,伸びや高まりととらえることができないので,統計的

な処理をすることも必要になってくる｡とにかくどの観点の場合でも,系統性があり高ま

りの見られるものについてはそのことを加味して評価することが必要であると考える｡

(2) ｢評定｣の欄の記入について

観点別評価の結果をどのように指導要録の｢評定｣の欄に記載するかとなると考えなけ

ればならないことが多く,難しい｡それは,観点別に子どもの姿をとらえてきたのは,指

導に生かすために子どもの姿を分析的にとらえようと考えてのことである｡しかしながら,
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実際に活動している子どもは,その総体としての姿である｡　したがって, 4観点の評価を

統計的に処理し,たとえば平均値で示すようなことは向かない｡

たとえば,意欲はものすごくあるが,思考･判断,知識･理解,技能･表現が全くないた

めに問題解決ができないとするとどうなるか｡それぞれの観点の能力はお互いに関係し合っ

ているのでこのような極端な例は生まれないとは思うが,単に平均点で示すことができるの

だろうか｡たとえば,知識･理解は高く,意欲がその次に高く,思考･判断が最も低い子ど

もを例に考えてみる｡

このことを,樽に水を溜めるという行為に置き換えて考えてみよう｡樽を構成している板

を4観点とすると右図のようになる｡この樽に水を溜

めようとするとどうなるか｡知識･理解のところが最

高点であるがそこまで水を溜めることはできないどこ

ろか,平均点までも溜めることはできないのである｡

つまり,この樽では,最低の｢思考･判断｣のレベル

までしか溜めることはできない｡

このことは,右図のような資質･能力を備えた子ど

もがどのレベルまで問題解決ができるかということと

重ね合わせてみると納得ができる｡

したがって, ｢評定｣の欄に統計的な手法を用いた結果を記載することは無理があること

が分かるであろう｡私は,分析的に見るのではなく,再度,総合的にとらえ直し｢どれだけ,

そのことに関する問題解決ができるか｣という観点で評定を行うことが望ましいと考える｡

100の問題場面に出会ったときいくつを解決できるのかという評価方法である｡そのように

考えたとき,下表のように,先ほどの評価記録表にどれだけ主体的に問題解決ができたかと

いう欄を加えておくことも考えられる｡　あるいは,新たな問題場面を設定し問題解決を図ら

せ,その結果で評価する方法も考えられるであろう｡

改善された子どもの評価記録表(年間分)

○　おわりに

評価についていろいろと考えを整理してきた｡その結果,強く心に残ったことは,日常の

学習において子どもの姿をしっかりと見つめつつ指導を行っている教師にとっては,評価す

るということは簡単なことなのではないかということである｡

確かに,その評価に客観性があるのか,正しいのかと考えると悩んでしまうことにはなる

が,見えない学力といわれる｢興味･関心,意欲,態度｣にしても｢思考･判断｣にしても,

子どもとともに学びつつある教師が最も正しく評価することができるという確信を得るに至

った｡

また,子どもに何を身に付けさせるべきであるかについての目標を明確にとらえた上で,
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評価規準をできる限り子どもの姿をイメージして具体化することで,子どもを見る教師の目が

確かなものとなり,より客観性の高い評価ができるとともに,効果的な指導ができるようにな

るのではないかという確信も得た｡そういった意味で,より具体化された評価規準表を作成す

ることは重要であるといえる｡しかしながら,あまりに評価規準表に示された文言のみに注目

してしまうと,評価規準表に記されていない子どもの姿が表れたときにそれを無視してしまい,

学習指導に効果的に役立てることができなくなるのではないかという懸念もある｡

剣道で云うところの｢無の境地｣とは,全く意識しない,考えない状態ではなく,ある事柄

に固執してしまうことなく全方向にまんべんなく注意を向けることであると考える｡そういっ

た意味では, ｢無｣ではなく,全くの隙がないほど｢充満｣しているわけである｡それと同じ

ように,教師は,まず,学習のねらい,学習の内容などを詳細に分析し,評価規準表を作成す

ることによって,全てを知る｡　それらのことを踏まえた上で目指す子どもの姿を具体的にイメ

ージし,今ある子どもの姿を丸ごと受け止めながら,指導と評価に当たることが重要であると

考える｡

評価は学習指導の改善のために存在する｡

そのように考えたとき,どんなにうまく評価することができても,それに対応した指導がで

きなければ結果として何もできないことと等しい｡いかにして,子どもの学びを的確に見取る

かということも大事にしなければならないが,見取ったことをもとにどのように指導するかに

ついて,学習指導の在り方と教師の働きかけの在り方の両面から研究することが最も必要であ

ると私は考える｡

さらには,指導と評価の一体化を目指した取り組みの過程で,多くの子どものつまずく場面

を拾い出すとともに,その際の効果的な指導方法についての実践例の蓄積が要求されるものと

考える｡　それらの取り組みが公開されることで,今後ますます指導と評価の一体化が図られ,

教育効果が高まるのではないだろうか｡

蛇足ではあるが, ｢アカウンタビリティ｣ということで,評価結果の資料を集め,蓄積する

ということが話題になっている｡　はたして,子どもが｢C｣である理由をたくさん集め,それ

を公開することが保護者に応えることになるのであろうか｡そうではなく,子どもを深く理解

し,そして愛し,子どもと真剣に向き合い,教育活動を行うことこそが重要なのではないだろ

うか｡真剣な教育活動が展開され,教師と子ども,そして保護者との信頼関係を形成すること

こそ,今,求められることであると考える｡そういったことを形成するための指導と評価の一

体化であって欲しい｡
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目標に準拠した評価のあり方と方法

国立教育政策研究所　三宅　征夫

1　｢学力｣と｢評価｣のとらえ方

｢学力｣は､学習指導要領に示されている基礎的･基本的な内容と自ら学び自ら考える

力などの｢生きる力｣の両輪でとらえる必要がある｡　つまり､学力については､知識の量

のみでとらえるのではなく､学習指導要領に示されている基礎的･基本的な内容を確実に

身に付けることはもとより,それにとどまることなく､自ら学び自ら考える力などの｢生

きる力｣がはぐくまれているかどうかによってとらえる必要がある｡

学校における｢評価｣は｢目標に準拠した評価｣ (いわゆる絶対評価)と｢個人内評価｣

がキーワードとなる｡　つまり､ ｢関心･意欲･態度｣ ｢思考.判断｣ ｢技能･表現｣ ｢知識･

理解｣の4観点による評価｢観点別学習状況の評価｣を基本とし､学習指導要領に示され

ている目標に照らしてその実現状況を見る評価｢目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)｣

を一層重視するとともに､児童生徒一人一人のよい点や可能性､進歩の状況などを評価す

るため､ ｢個人内評価｣を工夫することが大切である｡

2　新しい学習評価はどうあるべきか

2-1　誰のために何のために評価を行うのか

評価は誰のために､何のために行うのかという根本的なことをよく理解する必要がある｡

学習の評価は､児童生徒の実態を把握し､それに基づいて個々の児童生徒の長所を伸ばし

たり強化したり､あるいは短所を補ったりするためのものである｡　そのために､学習評価

は次の3つの機能を備えている｡

まず､診断的機能である｡　教師が学習指導を行うときは､望ましい指導計画を立案し､

適切な指導法を工夫する｡　そのためには個々の児童生徒の実態を知らなければ適切な対応

はできない｡　したがって､児童生徒の実態を把握するために診断的機能をもつ事前の評価

を行わなければならない｡診断の結果､個々の児童生徒の実態が把握できれば､個々の児

童生徒の指導に生かすことができ､効果的な指導が可能となる｡

次に､形態的機能である｡児童生徒が､何が理解できているか､何が理解できていない

か､あるいは､どんな考え違いをしていたか等を学習指導の過程で判定し､その評価結果

を学習指導過程にフィードバックし､児童生徒の学習目標の達成をより確かなものにする｡

このように児童生徒が､知識･理解や技能や態度を自ら獲得し形成することを目的に評価

することを形態的評価という｡児童生徒の長所を伸ばすようにすることが大切である｡し

かし､短所に気づかせることも重要である｡

最後に､総括的機能である｡全課程あるいはその一部分の学習状況をまとめるような指

導後の評価を総括的評価という｡総括的評価もできるだけ形態的であるべきである｡つま

-49-



り､個人間の差異を出すのが目的ではなく､児童生徒の学習内容の理解や意欲の向上につ

ながるような評価データを提供し､保護者や児童生徒がそれをみて､何を伸ばし､何を補

強しなければならないかを知る手がかりになるようなものであることが大切である｡また､

学習の記録となる指導要録の作成にも総括的評価が必要となる｡

2-2　集団に準拠した評価か目標に準拠した評価か

対象が何であれ評価するときは､何らかの基準(規準)と比較している｡｢学習評価の場

合は､この基準の取り方が主として二通りあり､集団に準拠した評価(相対評価)と目標

に準拠した評価(絶対評価)に分かれる｡

(1)　集団に準拠した評価(相対評価)

これは評価の基準を集団内(学級､学年､学校等)に取るものであり,集団の平均値を

基準とし､個々の児童生徒が基準からどの程度離れているかで評価することである｡つま

り､集団の中での個人の相対的位置を把握する評価方法である｡相対評価の特徴をあげる

と､評価の基準は､評価対象の集団の中にあり､学習指導に先立って設定することはでき

ず､試験やテストを実施した後でしか基準はわからない｡　また､児童生徒個人の立場から

みると､他の児童生徒と比較して評価されていることになる｡

相対評価の長所は､個人の集団内での位置づけがよく分かることである｡児童生徒はこ

れにより自分の目標を定めて学習に取り組む動機付けとなったり､将来の進路を考えてい

く際の情報として活用したりすることができる｡このため､ ｢集団に準拠した評価｣に関す

る情報は､目的に応じて､ ｢総合所見欄及び指導上参考となる諸事項｣欄に記録することが

できるようにすることが適当である｡　また､教師の主観的な判断による偏りが少なく､集

団が同質であれば客観性は比較的高い｡　一方､短所としては､次の事項があげられる｡

①　集団どうしの比較ができない｡評価基準である平均点は,集団の質が違えば異なる｡,

したがって個々の児童生徒の評価も､属する集団により変わることになる｡例えば､ある

集団の5段階での評価が｢5｣の児童生徒も､別の集団では｢3｣になることもありうる｡

②　同じ集団である学級または学年の中では､評価が固定する傾向がある｡　すなわち､成

績を上げようと､多少努力しても同じ集団の中では､他の者の成績が落ちない限り評点の

結果はなかなか変わらない｡

③形態的な指導の指針とならない｡　評価の結果をみても､それに基づいて何をどのように

指導したらよいかの具体的な指針が得られない｡つまり､指導目標を実現しているかどう

かの状況や一人一人の児童生徒のよい点や可能性､進歩の状況について直接把握すること

には適していないため､指導法の改善に繋がりにくい｡

④相対評価の評点は､集団内での成績の位置付けを示すに過ぎない｡相対評価の原理によ

ると､ 5段階評価であれば､ 1から5のどれかの評点があるのは当然であり､所属する集

団内の位置を示しているにすぎない｡また､児童生徒数の減少などにより､学年･学級の

中での相対的な位置付けを明らかにする評価では､客観性や信頼性が確保されにくくなっ
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ている｡

(2)　目標に準拠した評価(絶対評価)

目標に準拠した評価(絶対評価)では､学習内容の中に評価規準を予め定めておき､そ

れに照らして評価するやり方であり､その特徴は次のとおりである｡

①評価の規準が､予め設定されている｡

②学級内での評点の人数を割り振る必要はない｡　そのため､ 5段階評価でほとんどの児童

生徒が｢3｣以上となったりすることもあり得る｡

③個々の児童生徒の学習の努力がそのまま反映され､評点が固定することが少ない｡

④個々の児童生徒は､自分の学習の短所がよく分かり､何を学習すればよいかの指針が明

確になる｡また､教師や両親も何をどのように指導したらよいかの目安が得られる｡　つま

り形成的評価となり､指導と評価を一体化することとなる｡

しかしながら､次のような難点が存在する｡

①評価規準を誰が作るかである｡　教師一人一人が作成すれば､主観的となり､普遍性に欠

ける｡少なくとも一つの学校内では､一致した評価規準でなくてはならない｡できれば地

域全部の学校が参加し受容できるような評価規準がよい｡最も望ましいのは､国全体の学

校が受容できるような規準ができることである｡

②この評価規準･評価方法の開発改善には､多くの現場教師と専門の学者の共同作業が必

要となる｡　そして多くの試行錯誤の過程を要する｡しかも､客観性が高く､信頼性の高い

ものを作り上げるにはかなりの年数が必要になる｡

③教師の負担が大きくなる｡国や県などが作った評価規準を参考にして､評価規準を設定

したとしても､評価規準を作ること自体がかなりの負担である｡　また､評価結果を指導に

生かし､さらに補充的な指導を行うとなると､さらに負担が増えるということになる｡

相対評価の考え方と方法は､戦後アメリカの教育界から導入されたものである｡その後､

我が国の教師は､ずっと相対評価を行ってきた｡　しかし､基本的な概念を理解しないまま

上の学校･学年に進級する児童生徒が少なからずみられるなどの弊害が現在現れてきてい

るといっても過言ではない｡児童生徒の指導に役立てるためには､今後は､いわゆる絶対

評価の重要性を認識し､積極的に活用することが望まれる｡

3　新しい評価の基本的な考え方

(1) ｢目標に準拠した評価｣及び｢個人内評価｣の重視

例えば､理科の評価においては､ 4つの観点(自然事象への関心･意欲･態度､科学的

な思考､観察実験の技能･表現､自然事象についての知識･理解)別学習状況の評価を基

本とし､目標に準拠した評価(いわゆる絶対評価)を一層重視するとともに､児童生徒一

人一人のよい点や可能性､進歩の状況などを評価するため､個人内評価を工夫することが

大切である｡

(2)指導と評価の一体化
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目標に準拠した評価においては､児童生徒の学習の到達度を適切に評価し､その評価を

指導に生かすことが重要である｡そのため､評価活動を､評価のための評価に終わらせる

ことなく､指導の改善に生かすことによって､指導の質を高めることが一層重要となる｡

(3)評価方法の工夫改善

評価を､学習や指導の改善に役立たせる観点から､総合的な評価のみではなく､分析的

な評価､記述的な評価を工夫すること｡また､学習後ばかりでなく､学習の前や学習の過

程における評価を工夫すること｡評価方法として､例えば理科では､ペーパーテストのほ

か､パーフォーマンステストあるいは実験テスト､行動観察､面接(口頭質問)､ワークシ

ート､質問紙､作品､ノート､実験レポート､児童生徒の自己評価､ポートフォリオ評価

などを用いることが考えられる｡

(4)上の学校･上の学年段階との円滑な接続のための評価

児童生徒がその学校段階の目標を実現しているかどうかを評価することは､上の学校段

階の教育との円滑な接続に資する観点から重要となっており､そのためには､目標に準拠

した評価を適切に行うことが必要となっている｡また､ある学年で｢努力を要する状況｣

の評価を受けた児童生徒は上の学年に進級するまでに､ ｢おおむね満足できる状況｣になる

ように補充的な指導を行うことが大切である｡

(5)観点別評価と連関した評定

指導要録の評定が観点別評価と同様の目標準拠評価となり､整合性がとれるようになっ

た｡観点別評価と評定は別々のものではなく､両者の連関性を持たせなければならない｡

観点別評価が児童生徒の学習の分析的評価であるのに対して､評定は児童生徒の学習の総

合的評価であることの理解が大切である｡

4　目標に準拠した評価の進め方

次のような手順を踏んで教科の評価を行うことが一般的であろう｡

(1)　児童生徒の学習状況の何を評価するか､また､どのような評価を行うかを理解す

る｡

(2) ｢内容のまとまり｣ (小単元､または単元､題材)ごとの具体の評価規準を観点別

に作成する｡

(3)指導と評価の計画を立て､どこでどのような方法で評価するかを決める｡

(4)ペーパーテスト､実験テスト､ワークシート等の評価方法の内容を開発･作成する｡

各教科の評価では､ペーパーテスト､実技テストなどによる評価が重視されるもの､生

徒のノート､レポートや作品などによる評価が重視されるもの､教員による観察､面接が

重視されるものなど､評価方法の重点の置き方に違いがある｡各学校における評価におい

ては､このような教科の特性や観点の趣旨にふさわしい評価の方法を適切に選択し組み合

わせるなどの工夫が大切である｡

(5)指導と評価の計画に従い学習指導と評価を行い､その結果をフィードバックしつつ

-52-



個に応じた指導を進める｡

(6)児童生徒の評価結果の資料を蓄積し､学習後の観点別評価について小単元の総合判

定を行う｡

指導要録へ記入する観点別の評価はAB Cの3段階で行うことになっているので､単元

ごとあるいは学期ごとの観点別評価も3段階で行う方が都合がよい｡観点別評価の総合判

定は､各学校の裁量によるが､判定基準の設定に当たっては少なくとも学校内では共通理

解がなされていなければならない｡　さまざまな評価法による評価資料を総計し､合計得点

が最高点の80%以上のとき｢A｣､ 40～50%以上80%未満のとき｢B｣､ 40～50%未満のと

き｢C｣とする場合が多いようである｡こうした場合､問題設計に際して､評価問題を｢お

おむね満足できる状況｣の内容が約80%､それより質の高いあるいは深まりのある内容が

約20%とするなど数値の根拠を明確にしておく必要がある｡

5　観点別評価の評定への総括の仕方

各学校においては､自校における指導の重点や評価方法等を考慮に入れ､観点別評価の

評定への総括について十分検討しなければならない｡中学校においては､観点別の評価で､

A=3点､ B=2点､ c=1点と換算した場合､ 4つの観点の総得点が12点のとき｢5｣､

10～11点のとき｢4｣､ 7～9点のとき｢3｣､ 5～6点のとき｢2｣､ 4点のとき｢1｣

とする考え方がある｡一方で､観点別評価について重み付けを含めて得点化し､その合計

得点の最高得点(満点)に対する割合を判定基準にする｡つまり､判定基準が90%以上は

｢5｣､ 80～89%は｢4｣､ 50～79%は｢3｣､ 25～49%は｢2｣､ 24%以下は｢1｣とする

方法もある｡しかし､これらはあくまでも参考例であり､観点ごとの重み付けが異なるこ

とや､それぞれの評価結果が示す実現状況には幅があるなどのことを考慮に入れ､あくま

でも各学校で適切な方法を決定しておく必要がある｡

6　選択教科および総合的な学習の評価

(1)選択教科の評価

各学校の主体的な判断により生徒の興味･関心等に応じた多様な学習活動が行われるよ

うにしたことを踏まえ;

･観点別学習状況の評価:各学校で定める観点による観点別学習状況の評価を3段階(A,

B, C)で行う｡

･評定:各学校で設定した目様に準拠した評価を3段階(A, B, C)で行う｡

･個人内評価として特筆すべき事項: ｢総合所見及び指導上参考となる諸事項｣欄に記載す

る｡

(2) ｢総合的な学習の時間｣の評価

この時間において行った｢学習活動｣を記述した上で､指導の目標や内容に基づいて定

めた｢観点｣を記載し､それらの｢観点｣のうち､生徒の学習状況に顕著な事項がある場
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合などにその特徴を記載するなど､生徒にどのような力が身に付いたかを文章で記述する｡

｢観点｣の設定の仕方

各学校において､指導の目標や内容に基づいて定める｡

〔例1〕 ｢総合的な学習の時間｣のねらいから;

｢課題設定の能力｣ ｢課題解決の能力｣ ｢学び方､ものの考え方｣ ｢学習への主体的､

創造的な態度｣ ｢自己の生き方｣

〔例2〕教科との関連から;

｢学習活動への関心･意欲･態度｣ ｢総合的な思考･判断｣ ｢学習活動にかかわる技

能･表現｣ ｢知識を応用し総合する能力｣

〔例3〕各学校の定める目標､内容に基づいて;

｢コミュニケーション能力｣ ｢情報活用能力｣等

7目標に準拠した評価の課題

国立教育政策研究所では､評価規準を作成すると共に､ ｢評価規準及び評価方法の改善と

開発に関する研究｣を行っている｡　その研究の一環として行った全国の小中学校へのアン

ケート調査(学習評価の工夫改善に関する実態調査)を行った｡｢この調査のねらいは､本

年度から実施された新しい評価方法が各学校においてどのように受けとめられ､実施され

ているのか､また､そこにおける課題は何か､などについて把握するために実施した｡　質

問紙の項目は､学習評価にかかわる研修､目標に準拠した評価の実施状況､評価規準の作

成､ ｢努力を要する｣と判断された児童生徒に対する指導の手だて､総括の方法の共通化､

個人内評価の工夫､通信簿の工夫改善､児童生徒および保護者への説明､評価の実施に関

する課題等にかかわるものであった｡その分析結果から新しい評価への移行は概ね順調に

進んでいるものの､適切な評価規準の作成や｢関心･意欲･態度｣の評価の困難さ､評価

の客観性の確保に対する不安､評価を指導に生かす方策の開発の遅れ､教師間の共通理解

の不足と負担の増加､入試との関連で生じる諸問題等の課題が明らかになった｡具体的に

は次のような課題が見いだされた｡

(1)　評価規準の工夫改善のあり方

◇ ｢おおむね満足｣ ｢十分満足｣の判断基準の困難さの克服

◇評価規準の客観性を高める工夫

(具体的かつ明確な行動目標の設定が必要ではないか｡教師間の解釈が一致する行動目標の策

定｡評価規準について抽象的な表現ではなく､明確で具体的な表現が必要)

◇評価規準のまとまりのあり方(単位時間ごとか単元ごとか)

◇評価規準の修正と更新の方法

(2)　評価方法の工夫改善のあり方

◇ ｢関心･意欲･態度｣ ｢思考･判断｣の評価の客観性を高める工夫
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◇ ｢関心･意欲･態度｣の評価のあり方

◇評価方法の工夫

(教科ごとに､評価の場面､評価方法等について研究する必要がある)

◇評価方法の実践事例の蓄積

◇　自己評価と相対評価の役割

◇ ｢個人内評価｣と｢目標に準拠した評価｣の関係の明確化

◇ ｢総合的な学習の時間｣の評価のあり方

◇ ｢選択教科｣の評価のあり方

(3)　評価及び評定の総括のあり方

◇総括における判断基準(カッティング･ポイント)のあり方

◇総括における重み付けのあり方

(重み付けの意義･目的･根拠を明確にする｡ 小中各教科の評価における重み付けの方法･割合

をどうするか)

◇　総括の方法の確立

◇　児童生徒･保護者への説明

◇調査書､内申書のあり方

(いわゆる絶対評価か､相対評価を加味した絶対評価か｡調査書の活用の仕方は教育委員会に委

ねるが､評価と調査書の整合性およびその客観性の確立をどうするかの研究の必要)

(4)　指導と評価の一体化

◇評価を指導に生かすことに関する教師の意識

(現場では､評価を指導に生かすという意識が薄いようである)

◇ ｢c｣と判断された児童生徒への指導のあり方

(平素の授業において手軽に行える｢C｣と判断された児童生徒への手だての研究の必要性｡　多

くの子どもの蹟く場面の洗い出しと､その際の効果的な対応策についての実践研究事例の収集)

◇ ｢十分満足｣と判断された児童生徒に対する指導の在り方

◇　目標に準拠した評価を行った結果児童生徒の学力は向上したかの研究

◇　目標に準拠した評価に変わって授業が変わってきているか

(5)　評価にかかわる運営･体制のあり方

◇行政の学校への支援体制の確立

◇校内組織体制のあり方,教師の負担の軽減について

◇ (各学校での現実的な対応･ 継続性という視点から考えた場合の評価の在り方)

◇校外･校内での新しい評価のあり方や趣旨についての共通理解,研修の在り方

◇　近隣の学校との連携,学校間格差について

(評価規準の設定や評定の算出方法に関する合同研修会や検討会の実施｡学校間､地域間におけ

る評価システムの共有化,評価規準や判断基準の学校間の違いから調査書の信憑性に不安を感じ

ているっ評価の手続きを同じ手続きで行うための評価･評定の統一手続きの確立｡学校間格差の
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表出しない判断基準の確立)

評価の妥当性･信頼性･客観性の意味

妥当性:

評価が測るべきものを正確に測定したものになっているかどうか｡

信頼性:

その検査が測定すべきものを一貫して測定しているかどうか｡　つまり､同じ対象を何

回検査しても同じ結果が得られるかどうか

客観性:

誰が測定しても､あるいは同じ人が時期を隔てて測定しても同じ結果が得られるかど

つか｡

｢評価規準｣と｢評価基準｣の意味

｢評価規準｣ :学習指導要領に示された目標に照らして､具体的な各学習内容に即した評価

の目標を明らかにしたもの｡質的な記述｡

｢評価基準｣ :判定の尺度を示すもの｡量的な尺度｡

なお､ ｢評価規準｣について､以下の記述は｢評価規準の作成､評価方法の工夫改善のた

めの参考資料｣から引用した｡

平成3年の文部省の指導要録の改訂通知においては,観点別学習状況の評価が効果的

に行われるようにするために, ｢各観点ごとに学年ごと(中学校では学年,分野別)の

評価規準を設定するなどの工夫を行うこと｣との記述がなされ,学習指導要領に示す目

標の実現の状況を判断するためのよりどころを意味するものとして, ｢評価規準｣の概

念が導入された｡　この｢評価規準｣の概念が導入されたのは,旧学習指導要領の下にお

いて,基礎･基本を重視し,自ら学ぶ意欲や思考力,判断力,表現力などの資質や能力

の育成を重視する｢新しい学力観｣の趣旨を踏まえて,児童生徒が自ら獲得し身に付け

た資質や能力の質的な面の評価を目指したことによるものである｡

今回の指導要録の改善通知においては, ｢国立教育政策研究所教育課程研究センター

等において研究開発される評価規準等も参考にしながら,都道府県や市町村の教育セン

ター･教育研究所等や,教員養成大学･学部等の教育機関においても,評価規準や評価

方法等の研究開発を行い,各学校における評価の客観性･信頼性を高める｣とともに,

各学校においては,観点別学習状況の評価が｢効果的に行われるようにするため,評価

規準の工夫･改善を図ることが望まれる｣と記述されている｡
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このように,新学習指導要領の下においても,旧学習指導要領の下での評価の考え方

を継承し,学習指導要領の目標や内容に基づき,児童生徒に身に付けさせるべき資質や

能力を明確にし,それらが児童生徒に身に付いているかどうかといった質的な面での評

価を重視していると言える｡

平成5年9月に刊行された文部省指導資料から, ｢評価規準｣について解説した部分

を参考として次ページに紹介する｡

一方, ｢評価規準｣という概念に対して, ｢評価基準｣や｢判定基準｣のように｢基準｣

という用語がしばしば使用される｡

｢基準｣という用語は,多くの場合｢十分満足できる｣状況(A), ｢おおむね満足で

きる｣ (B), ｢努力を要する｣状況(C)を判断する際の尺度として,各段階の境目を

意識し,その違いを示すような形で用いられている｡　いわば,各段階についての量的な

水準や程度の意味を指す,物差しとしての性格をもつものと言うことができよう｡

評価規準の設定に加えてA, B, Cの各基準を設定する取組も見受けられるところで

あるが,一方で,このことが教師にとって過大な負担となっていることが指摘されてい

る｡また,このことにより,児童生徒に身に付けさせるべき資質や能力の質的な面での

高まりや深まりを考えることがおろそかになり, A, B, Cの基準のいずれかに当ては

めるような評価に陥ることも懸念される｡

このようなことから,本センターにおいては,評価が効率的に行われ,かつ評価規準

の趣旨を踏まえて行われるよう,学習指導要領に示す目標に照らして｢おおむね満足で

きる｣と判断される状況を｢内容のまとまりごとの評価規準｣として作成するにとどめ,

A, B, Cの各基準は作成していない｡

このことは,各学校においてAの判断が異なってもよいという趣旨ではない｡上記(1)

で述べたとおり, ｢内容のまとまりごとの評価規準｣は｢おおむね満足できる｣状況を

示しているものであるが,児童生徒の学習の実現状況について質的な高まりや深まりを

もっていると判断されるときにAの評価になるということから, ｢内容のまとまりごと

の評価規準｣に示すBの状況は,広い意味でAの状況をも含んだものとしてとらえるこ

とができる｡

つまり,設定した評価規準をもとに学習の実現状況について質的に高まったあるいは

深まったと判断できる視点という形で明確にしておくとともに,それらを適切に評価で

きる評価方法を設定することにより,できる限り効率的かつ適切に評価を行っていくこ

とが可能であると考えたからである｡
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中学校各教科の評価方法例(各教科順不同)

各都道府県等の評価の改善に向けての取り組み状況を把握するため､各都道府県および
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政令指定都市からの目標に準拠した評価に関する資料を提供してもらっている｡その資料

の中から中学校各教科の評価方法例を抜粋した｡　ただ単に抜粋したものであり､整理され

ていない上に､どの資料からの引用であるかも示していない不備の参考資料であることを

お断りする｡

全教科共通の一般的評価方法

(◎適した方法　　○やや適した方法　△あまり適さない方法)

国語

定期テスト､小テスト､作文､レポート､ノート､提出物､発問への応答､発表や話合い

への参加状況､読書への意欲､課題解決学習への取り組み状況､発展学習等への取り組み

状況､予習や復習への取り組み状況､朗読､発表､発言､取材表･構想メモ･構想表､学

習シート､ワークシート､相互評価､自己評価

技術家庭

発表､調査カード､小テスト､ワークシート､アイデアスケッチ､材料表､実技テスト､

構想図､観察､作品､レポート､学習後の感想､学習カード､ペーパーテスト､レポート､

部品検査､作業工程表､自己評価､相互評価､計画表

美術

資料収集(数･内容)､発言の内容､アイデアスケッチ(枚数と変化)､作品(制作過程と

完成作品)､ワークシートの記述内容(生活とのかかわり)､ワークシートの記述内容(よ

さや美しさ)､観察･発言分析､作品分析､研究レポート､テスト
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社会

観察､ワークシート､小テスト､ペーパーテスト､発言､作品,思考､自己評価､相互評

価､他者評価､発表用の資料､報告書

資料一覧表

(観点の評価方法として) ◎･ ･ ･たいへん適している

○･ ･ ･適している

△ ･ ･ ･あまり適していない

数学

面接､行動観察､小テスト､ペーパーテスト､ワークシート､ノート､レポート､作品､

ポートフォリオ､発表､発言､討論､プリント､自己評価(自己評価カード等)､相互評価

(相互評価カード等)､レディネステスト

評価問題検討に当たっての配慮事項

1.学習指導要領の指導項目のどれに対応する問題か

2.指導内容から､そのねらいは十分に検討されているか

3.その指導内容のねらいと評価問題のねらいと合致するか

4.その評価問題の工夫点(従来の問題と異なる点)を説明できるか

5. 4つに観点(関､考､表､知)の､主にどれに焦点を当てた問題か

6.その評価問題の｢観点｣は､妥当な観点であるといえるか

7. ｢観点｣の妥当性を説明できるか

8.その評価問題の｢観点｣は､他の領域の問題との不整合を含まないか
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9.その評価問題の｢観点｣は､他の学年の問題との不整合を含まないか

10.その評価問題は確かに､授業で指導した内容であるか

11.生徒の反応を予想できる評価問題であるか

12.評価問題に対する生徒のどのような反応を正解とするか

13.評価問題に対する生徒の反応を類型化することができるか

14.結果を間違えても､考えたことを含めて評価できる問題になっているか

15.評価規準との対応は考慮されているか

16. ｢十分満足｣をとらえる評価問題として適切か

17. ｢おおむね満足｣をとらえる評価問題として適切か

18. ｢十分満足｣ ｢おおむね満足｣を何で区切るか

19.その区切りは､数学的に説明できるか

20.その区切りの説明は､一般の人に納得できるものであるか

21.どの程度の通過率を想定しているか

22.単元､学期末､学年末を通してみたとき､各観点のバランスは適切か

23.問題状況に不自然さはないか

24.適切な数値が用いられているか

25.数学の問題として適切か

26.問題を解決するのに他の要因(例えば､国語力)が含まれていないか

27.問いは明確か(何を答えるかわかるようになっているか)

28.求めることが得られる問いかけになっているか

29. ｢関心･意欲｣をみる問題で､アンケート調査のようになっていないか

30.選択肢の項目数は適切か

31. (記述式の問題)記述した内容を適切に評価できるようになっているか

観点別評価方法
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理科

①教師による評価

ア　授業時間内に評価するもの

行動観察､パフォーマンステスト､発表

イ　授業時間以外に評価が可能なもの

ワークシート(実験報告書)､ノート､ペーパーテスト

②生徒による評価

ア　自己評価(自己評価カード､アンケート形式等)

イ　相互評価(相互評価カード)

ウ　自己評価と相互評価の併用

発言､ポートフォリオ､学習プリント､ノート､観察実験の行動観察､期末テスト､野外

観察計画書､実験カード､学習シート､面接(口頭質問)､質問紙､実験レポート

音楽

○教師による評価

･発言　　　　発言内容を聞き取って評価する｡

･学習カード　学習カードーの記入内容を通して評価する｡

･観察法　　　発表の程度､態度により評価する｡

･演奏法　　　演奏の状況を聴き取り評価する｡

･筆記テスト､作品法､研究レポート､演奏発表や研究発表､感想文や作文

○　自己評価､相互評価

教師観察､自己診断表､自己評価カード､学級得点､忘れ物検査､演奏設計シート､実技

試験評価､級別診断､グループチェック､鑑賞カード､他者評価カード･観察､発言､学

習カード､演奏

保健体育

○教師による評価

観察､補助簿による記録､実技テスト､ペーパーテスト､学習カード､レポート

○　自己評価(自己評価カード等)､相互評価(相互評価カード等)

学習活動時､相互評価時の観察及び学習カード､グループ活動の観察及び学習カード､動

きの観察､学習カード､評価問題､学習ノート､話合いの観察､発表､ワークシート､ま

とめの用紙
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外国語

(a)リスニングテスト､対話テスト(b)スピーキングテスト､対話テスト(c)スピーチ､

スキット(d)ペーパーテスト(e)音読テスト(f)作品､レポート(g)ワークシート

･中間･期末テストや授業中の小テストなど最も多くの場面で用いられる｡

｢表現の能力｣の｢書くこと｣や｢理解の能力｣の｢読むこと｣､ ｢知識･理解｣など

を評価する｡

｢聞くこと｣や｢話すこと｣の音声面の評価では､録音テープを用いたり､リスニン

グテストやALTの協力を得て､面接によりスピーキングテスト等を行う｡

･リスニングでは､では｢理解の能力｣の｢聞くこと｣を､スピーキングでは四つの観

点を総合的に評価する｡

･スピーキングではALTの協力のもと､生徒の発音など音声面を的確に評価する｡

･コミュニケーション活動や寸劇､スピーチなどにおいて､観点をもち評価する｡

ALTや他の英語教師･学級担任等の協力を得ることで･より効果的に評価する｡

｢アイ･コンタクト｣や｢場面に応じた声の調子｣ ｢学習のねらいに向かって解決使用

とする態度｣など､具体的な観点を明確にして行い｢関心･意欲･態度｣などを評価

する｡

.普段の学習の様子を把握し､学習の目標が十分達成されていない箇所を早期に発見し

たり､十分達成されている箇所を確認したりして･その後の指導に生かす｡

･学習の目標に対する実現状況を振り返ることができる場面で行う｡

･コミュニケーション活動等に事後の評価などに用いる｡

｢観察｣評価の項目と同じものを設け､比較する事もできる｡
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学ぶ喜びを知り,確かな力をつける理科の評価と指導Ⅱ

～確かな評価情報に基づく,理科における個に応じた指導～

鹿児島市立田上小学校　谷末　博隆

本研究の概要

◇　研究の経緯

本研究は,理科学習における基礎･基本の確実な定着のために,学習指導要領に示す目

標に準拠した評価(到達度評価)と個に応じた指導について,指導と評価の一体化を目指

した2年間の研究のまとめである｡したがって,内容も大きく2つに分かれている｡ 1年

目は,評価規準の作成とそれに基づく評価と指導,子どもの分かりの過程を振り返る自己

評価について研究した｡ 2年目は, 1年目の研究の課題を踏まえて,評価規準の具体化,

観点別評価の客観性を高めるための工夫(方法の明確化･累積),補充的な学習･発展的

な学習について研究を進めてきて,現在も進行中である｡

◇　研究の成果

○　評価規準の作成とそれに基づく評価と指導について

1年目の研究で, 【観察･実験の技能･表現】の技能面については,評価の方法として,

パフォーマンステストやスキルテストを活用することが有効であることが分かった｡それ

は,技能における評価は,子どもたちの実験の操作(具体的な子どもの姿)から｢できた｣

｢できなかった｣と客観性をもって判断できたからだと考える｡　つまり,授業において,

評価規準が子どもの姿として,明確になっていてこそ,見取りが確かなものになり,

その確かな見取りが他に応じた指導に生かされ,評価と指導の一体化が図られる｡

○　子どもの分かりの過程を振り返る自己評価

実感して分かることに至った学習の場面やつまずいてしまった学習の場面を振り返る

｢分かりの過程を振り返る自己評価｣は,子どもたち自身の問題解決に対する責任感を高

め,充実感と満足感を得ることにつながる｡

〇　評価規準の具体化

4観点の評価規準を,目標に到達した｢子どもの姿｣として具体化し,評価を行うよう

にしたことで,見取る子どもの姿が明確になった｡　また,授業中,子どもたちがつまずく

場面が予想できるようになり,それに対する手立てを事前に準備できるようになってきた｡

つまり,評価規準に基づく評価を確かなものにするということは,教師の子どもを見る

目を鍛えるということに直結すると考える｡

〇　観点別評価の客観性を高めるための工夫(方法の明確化･累積)

評価を指導に生かし,評価のための評価とならないように,観点別評価の方法と残すべ

き評価の記録を明らかにした評価情報記録簿を作成した｡

〇　補充的な学習･発展的な学習

子どもたちの学習の実現状況をこれまでの評価情報の累積から把握し,個に応じた指導

として取組ませる学習として考えた｡また,教師による振り分けではなく,子どもたちの
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主体的な学習として成立させるために,子どもたち自身の学習の実現状況に対する自己評

価も必要だと考え,子どもが納得できるまでの追究活動を保障するという立場で進めるこ

とが大切ではないかと考える｡

1　研究のねらいと仮説

(1)研究のねらい

子どもたちが学ぶ喜びを知り,確かな力をつけるために,評価と指導はどうあれば

よいか明らかにする｡

(2)研究の仮説

仮説1

仮説2

2　　研究のあゆみ

(1)観点別評価規準の作成

理科学習における基礎･基本の確実な定着のために,学習指導要領に示された目標

に準拠した評価(到達度評価)と他に応じた指導について,評価と指導の一体化を目

指して研究を進めてきた｡その際に,その時間に身に付けさせなければならない基礎･

基本を明確にし, 一単位時間の評価規準として設定することにした｡

なお,評価規準を設定する際の留意点を次のようにした｡

さらに,重点化した評価規準を指導計画に位置付け,子どもたちの学習過程の確か

な見取りに活用することで,それに基づく他に応じた指導を行うことができるように

なるのではないかと考えた｡しかし,評価の4観点〈自然事象についての関心･意欲

態度〉 ･ 〈科学的な思考〉 ･ 〈観察･実験の技能･表現〉 ･ 〈自然事象についての知識･理

解〉 (以下4観点と記す)をバランスよく見取ることができていないことや評価規準が

｢子どもの姿｣として具体化されていなかったために確かな見取りができないことも

起こってきた｡そのため,評価が十分に,指導に生かされていないこともあった｡
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(資料1)本校指導計画抜粋
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技能の指導に当たっては,パフォーマンステストやスキルテストを作成して,評価活動

を行った結果,客観的に評価できることが分かった｡

パフォーマンステストやってみよう!けんび鏡の使い方

年　　　組(　　　　　　　　　　　　　　　　)

評価　よくできる(自信がある)･ ･ ･◎　　練習が必要(不安である). . .△

-68-



技能の評価が客観的にできたのは,こうあってほしいという到達目標に到達した子ども

の姿が明確であったからだと考えた｡したがって, 4観点の評価規準もより具体化し,指

導する際には,教師にとって｢子どもの姿｣として明確になっていることが必要であると

考えた｡

(資料3　子どもの姿として具体化した評価規準)
例
5年　単元名　花から実へ
単元の評価規準
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子どもの姿を具体化することで,評価が確かなものとなってきており,教師の子どもを

見取る視点が広がってきたと考える｡また,評価結果を指導に生かすことができるように

なった｡

(2) ｢子どもの分かりの過程を振り返る自己評価｣

自己評価は,自ら学ぶ意欲などをみる上で有効であるばかりでなく,子どもが自分

自身を評価する力や他からの評価を受け止める力を身に付けるためにも大切であると

考えた｡これまでは,情意面についての評価や複数の評価の観点を記載した評価カー

ドを用いることが多く見られた｡しかし,これらは時間とともに形式的なものになり

がちであったために,今回の自己評価は多くの評価の観点を設定するのではなく, ｢自

分の分かりの過程を振り返る｣という視点に絞った｡実感して分かることに至った学

習の場面やつまずいてしまった学習の場面を振り返ることで,子どもたちは,自分の

問題解決に対する責任をもつことになり,真の意味で充実感と満足感を得ることにつ

ながると考えた｡

ア　自己評価を生かす場の設定と工夫

子どもたちが,分かりの過程を振り返る自己評価を行えるように,自己評価を1単

位時間･問題解決の活動･各単元それぞれの終末に位置付けることにした｡子どもが

｢なるほど｡そうなのか｡｣と納得して分かるためには,次の2つの条件が必要である｡

①だけであれば一人よがりになってしまい, ②だけであれば,目的意識をもたない

受身的な学習者となってしまう心配がある｡上記の①､②が揃って初めて,子どもは

納得して分かることができると考え,自己評価を促す際の発問や助言を工夫するこ

とにした｡

○　自己の問題解決を振り返らせる発問や助言

○　他とのかかわりを振り返らせる発問や助言
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イ　自己評価の方法と見取り,見取り後の指導

分かりの過程を振り返る自己評価の方法として,上記のような発問や助言を行って,

発表させたり,自由記述をさせたりする方法が効果的ではないかと考えた｡また,自

己評価を見取る際には,その子なりの評価を共感的に受け止めるようにし,教師は,

子どもの記述した自己評価に対して,助言･賞賛･励ましの言葉を返し,子どもたち

の振り返りを,今後の学習に生かすようにした｡

(資料4　自己評価の例　3年｢明かりをつけよう｣において)

単元の終末における自己評価とそれに対する教師の助言･賞賛･励まし

自分の問題解決の過程を振り返って 教師の助言･賞賛･励まし
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分かりの過程を振り返る自己評価を取り入れ,それを指導に生かすことで,子どもたちはだ

んだんと自分の問題解決に対する責任感を高め,充実感と満足感を味わいながら学習に取組め

るようになってきた｡

(3) 1年目の研究の成果と課題

成果

単位時間の評価規準を絞って,設定し,見取ることで4観点の評価がだんだんと

確かなものに近づいた｡　それは,評価規準に照らした子どもの姿が明確になり,子

どもたち一人一人の到達状況が把握できるようになったからだと考える｡また,子

どもたちが学ぶ喜びを味わいながら学習できているか評価するためには,教師の評

価だけではなく,子どもたちの自己評価も大切であることが分かってきた｡

課題

子どもたち一人一人の4観点の評価をより確かなものにするために,それぞれの

観点に合った評価の仕方を明確にする必要がある｡

評価後の指導が常に適切であったのか教師自身が振り返ることができるように,

評価と指導の記録を残す必要がある｡

また,単元末における総括評価の仕方についても明確にする必要がある｡

(4)評価の場面と評価方法

評価活動をより確かにするために, 4観点をいつ,どのように評価するのかについて明

らかにする必要があると考え,その整理を行った｡
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(5)評価の客観性を高め,指導に生かす工夫

評価の客観性を高め,指導に生かすためには,評価したことを記録し,累積し,教

師自身が振り返ることができるようにすることだと考えた｡しかし,実際には,教師

の子どもに対する評価は,いろいろな場面で,いろいろな方法で行われており,その

全てを記録することは不可能である｡また,評価の客観性を確かめようとして評価の

方法が複雑になったり,その記録に追われたりしては,評価のための評価になり,本

来の目的を失うことになりかねない｡　そこで,観点別評価規準の方法と残すべき記録

を明らかにした評価情報記録簿を作成した｡

評価情報記録簿の作成に当たっては,次の点を配慮した｡

ア　評価計画としての機能をもたせる｡

指導計画の4観点の評価規準を｢子どもの姿｣として具体化し,評価をいつ,どの

ように行うのかを明確にした｡

イ　評価情報として残すべきものを精選する｡

評価のための評価とならないようにするために,評価をできるだけ効率的に行い,

指導に生かせるように記録することを必要最小限にする｡

(6)理科専科だけでなく,全ての教師に活用されるものとするために
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昨今,理科学習が教師にとって,指導しにくいと考えられる向きがある｡その理由

は,さまざまであろうが, 1つには,理科学習の進め方,教材の工夫,子どもたちの

科学的な見方･考え方をどのようにして高めていくのか,また指導によってどのよう

に高まったのか自信がもてないという,つまり,評価と指導の一体化に苦慮している

現状があるのではと考えられる｡そこで,どの教師も理科学習における評価と指導の

在り方について共通理解し,共通実践していくことで,互いの教師の力量を高め,自

信をもって子どもたちに指導できるようになることにつながるのではないかと考え,

評価情報記録簿と同時に｢評価情報記録簿の活用に当たって｣を作成した｡

(資料5　｢評価情報記録簿の活用に当たって｣ )

指導に生かす評価とは

･自然を愛する心情を育み,子どもの見方･考え方をより科学的な見方･考え方へと高め,

自然事象についての知識･理解を深めるために必要な情報を累積する｡すなわち,四観

点の評価が必要になる｡

･四観点の確かな評価を行うために,単元の評価規準を｢おおむね満足できる｣子どもの

姿として,より具体化する｡

･授業を行う前に,いつ,何の観点について,どのように評価するのか,評価計画を立て

る｡ (指導計画に朱で評と印をつける｡)

･本時における｢おおむね満足できる子どもの姿｣を明確にもち, ｢努力を要する子ども｣

への手立てを用意しておくこと｡

･授業中は,本時の目標に子どもたちが到達できるように,指導することを最優先する｡

･授業後の評価において, ｢努力を要する｣と判断された児童については,その原因を解

明し, ｢おおむね満足できる｣状況に高まるように次時の他に応じた指導を工夫する｡

記録の仕方

･授業の流れに沿って,観点別評価を次の方法で行う｡

【自然事象に対する関心･意欲･態度】･ ‥発言･行動･自己評価

【科学的な思考】･ ･ ･発言･ノート

【観察･実験の技能･表現】･ ･行動･ノート･スキルテスト･パフォーマンステスト

【自然事象についての知識･理解】･ ･ ･発言･ノート

｢十分満足できる｣ 〇 ｢努力を要する｣ △で記録する｡ ｢おおむね満足できる｣は空欄

･授業後の特記事項は,授業直後,評価の観点に沿って, ｢十分満足できる｣ことや｢努

力を要する｣ことを評価し,記録する｡記憶が鮮明なうちに行うのが望ましい｡　必ず,

その日のうちに済ませるようにする｡単元の終わりまでに,全員の子どもについて1回

は,記録できるようにする｡

･ノートの見取りは,ノートを集める機会をあらかじめ評価計画に明確にし, 1単元にお

いて, 2～3回の評価を行い,評価の観点に沿って, ｢十分満足できる｣ことや｢努力

を要する｣ことを評価し,記録する｡単元の終わりまでに,全員の子どもについて1回

は,記緑できるようにする｡
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考えられる手立ては,授業後に｢努力を要する｣と判断された子どもに対して,必要で

あったと考えられる手立てや次時の学習で｢おおむね満足できる｣状況に高めるための

手立てを書く｡

ライセンスカードやパフォーマンステストの記録は,カードを用いて活動させ,その

到達状況から評価し, ｢十分満足できる｣ ○, ｢努力を要する｣ △と記号で記録する｡

単元の評価は,これまでの評価情報を参考にペーパーテストも加味して,総合的に判

断し,記録する｡
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(7)評価情報記録簿を活用した個に応じた指導の充実

評価情報記録簿に,評価の累積を行うことで,単元の内容によっては,その単元構成を

工夫し,補充･発展という形で他に応じた指導を行う場合が考えられる｡また単元の終末に

おける｢分かりの過程を振り返る自己評価｣も生かしながら,子どもの納得する追究活動を

保障するという立場で指導の時間を確保する｡

理科の学習においては,発展指導,補充指導を次のようにとらえている｡

子どもたちが問題解決の活動を通して,自分なりの見方･考え方をより科学的な見方･考

え方へと高める過程で, ｢もっと,調べてみたい｡｣という意識が次のような形で見られるこ

とがある｡

ア　今日の実験や観察では,よく分からないので,もう一度やり直してみたい｡

イ　今日の実験や観察でよく分かったが,もっと詳しく調べてみたい｡

ウ　今日の実験や観察でよく分かった｡　他のことも調べてみたい｡

などの意識が考えられる｡

そこで,アのような子どもに対しては補充指導として,同じ観察･実験をさせるだけでは

なく,別な方法も考えて必ず指導に当たらなければならない｡　また,イやウのような子ども

に対しては,その子の基礎･基本の定着が確実に図られているか,これまでの4観点の評価

を確かめた上で,発展指導を行うことが考えられる｡

また,このような発展指導や補充指導を行うことができるようにするために,あらかじめ

単元構成を工夫し,学習の場を設定することもあります｡

○　例えば, 5年生の｢花から実へ｣の学習においては,次のような実験において,一人一人

の子どもたちに実験させることが難しいために,次のような差が見られます｡
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(例)

3　研究の成果

子どもたちが学ぶ喜びを味わいながら,確かな基礎･基本を身に付けることを目指し,

研究を進めている途中であるが,子どもたちを確かに見取るための工夫をしながら, ｢次

はきっとこう考えるかな｡｣等と子どもたちの思考に期待したり,教材を工夫したりして

授業作りに励んでいる｡

また,評価と指導の一体化を図ってきたことで,評価の結果を生かすことだけでなく,

子どものつまずく場面があらかじめ予想できるようになり,対応することができるよう

になってきた｡

つまり,この研究は教師が真に子どもの学びに応じた指導ができることにつながるの

ではと考える｡

4　今後の課題

子どものノートや感想などを見ると,教師が見えていなかった子どもの姿が見えるこ

とがある｡今後,一層,教師の子どもを見る目を磨く必要がある｡そうすることが, 一

単位時間の子どもたちを確かに見取り,すぐ対応できることになり,子どもたちが確実

な基礎･基本を身につけることができるようになるのではと考える｡
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大学理系学部の生物学シラバス調査による

高等学校と大学の接続についての基礎的研究

長野県立松代高等学校　荻原　彰

国立教育政策研究所　鳩貝　太郎

1　はじめに

日本における高等学校と大学の接続(以下､高大接続と呼ぶ)についての研究は制度的

な議論が多く､教育内容に焦点をおいた研究はあまり見られない｡しかし､近年の高等学

校教育の多様化に伴い､物理や生物のリメディアル教育を行う大学が増加するなど､高大

接続の教育内容に関わる問題点も顕在化してきており､効果的な高大接続とそれに資する

研究が求められる時期にきているように思われる｡本研究は大学の理科系学部の生物学シ

ラバスを手がかりとし､これらの大学では1年次の生物学に関係する開講科目で高等学校

生物のどの分野を基礎とした内容が展開されているかを調査して､生物学に関する高大接

続を考える基礎資料を得ることを目的としている｡

2　研究の対象と手法

どのような学問分野においても､高大接続をスムーズに行うことは重要な教育課題とな

りうるが､現在､とりわけ高大接続の問題点が指摘されているのは､高等学校の理科､数

学と理科系学部(理学部､工学部など)の専門科目との接続である｡そこで本研究では高

等学校の理科のうち｢生物｣を取り上げ､調査対象を｢生物学に関連する学問の研究者､

医師等の生物学を基盤とした専門職､官庁や企業の生物学の知識を必要とする業務に従事

する職員等の養成を行う生物学関連学部(医学部､歯学部,薬学部,理学部､農水産系学

部,獣医学部,医療看護系学部,環境科学系学部,工学部の生物関連学科､家政学部､体

育学部等)｣とした｡

調査方法として,まず平成13年5月に東京都内に大学本部をおき上述したような生物学

関連学部をもつ91の大学に平成13年度のシラバスの送付を依頼した｡その結果, 54の大

学,学部からシラバスの提供を受けることができた｡次に,提供されたシラバスから1年

次の生物学関連科目を抽出し､その内容を検討し,その内容が高等学校学習指導要領｢生

物I B｣及び｢生物Ⅱ｣の小項目のどれと接続しているかについて,ベテランの高等学校

生物教師6人に依頼し､判断してもらった｡

松香(2001)は生物学シラバスの内容の分析を行い, ｢生物学｣という科目で扱う内容は

多様性がある,講義担当者により内容が大きく違う,生物を化学の目で見る傾向が強い,

一般生物学の概念を扱いながら具体例としては植物か動物あるいはヒトをあげている,な

どの特徴を整理している｡本調査においてシラバスを概観すると,シラバスが大学により
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形式･表記法などは多様であるが授業内容,評価方法,テキスト･参考書などは共通に含

まれている, 1年次対象の開講科目として多様な科目を多数用意している学部が多いが医

歯薬学系学部は系統化された内容で必履修にしているところが多い,などの特徴が見られ

た｡

表1　シラバスの提供を受けた大学･学部

表2は,分析調査の一例としてM大学農学部生命科学科の1年次対象の開講科目と高等

学校生物I B及びⅡの項目との関係を示したものである｡表の縦軸は学習指導要領に示さ

れた高等学校生物I B及びⅡの項目であり､開講科目ごとにシラバスの内容を検討し高等

学校生物I B及びIIの項目と接続すると判断される場合に丸印を付けてある｡

次いで高等学校生物I B及びⅡの項目別に生物学関連科目と接続する数を集計し,全体

及び学部系統別に各項目の出現率(該当項目を扱う授業数が全授業科目に占める百分率)

を算出し､その特徴を分析した｡

なお大学の1年次科目を対象としたのは､ 1年次科目が高等学校生物と専門科目との接

続の役割を果たすと考えられるからである｡
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表2　M大学農学部生命科学科の生物学関連科目と高等学校生物I B�"Ⅱとの関連
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3　学部系統別の特徴

シラバスの提供を受けた学部を系統別に見ると農水産学系7学部､医.歯･薬･看護系

18学部､理学系4学部､家政系7学部､体育系3学部である｡このうち､体育系は科目数

も少なく､十分な分析の対象にするのは適切でないと思われるので､分析から除外した｡

工学部はシラバスを入手できなかったので､今回の分析対象にはしていない｡また共通科

目で生物学の内容を扱っているものは上述の各系統とは別に分析を加えた｡

(1)農水産学系

農水産学系学部の1年次生物学関連科目について高等学校生物I B及びⅡの各項目の出

現率を示したのが次の図1である｡なお各項目の正式名称は長いものについて混同の恐れ

がない場合には以下の文章では略称を用いる(たとえば､ ｢形質発現とその調節｣は｢形質

発現｣と略す)｡

図1農水産学系1年次生物学関連科目における高等学校生物I B�"Ⅱの項目の出現率

農学系においては｢細胞の構造と機能｣ の出現率が際立って高く､続いて｢形質発現｣と

｢遺伝情報｣という分子遺伝学の項目が高い出現率を示している｡一方｢自然界の平衡｣
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などの生態学の項目も比較的高い出現率を示している｡その他ほぼ全項目にわたって満遍

なく取り上げられている｡

(2)医歯薬看護系

医歯薬看護系学部の1年次生物学関連科目について高等学校生物I B�"Ⅱの各項目の出

現率を示したのが次の図2である｡

図2　医歯薬看護系1年次生物学関連科目における高等学校生物I B�"Ⅱの項目の出現率

医歯薬看護系学部では1年次生物学関連科目に医療に関わるという特色が顕著に出てい

る｡ ｢内部環境｣と｢刺激の受容と動物の行動｣といった動物の体の構造や機能に関する事

項の出現率が飛びぬけて高い｡　これはこの系統の基礎となる学問である医学がヒトの体を

主たる対象としているという学問の特色を反映していると言えよう｡同様のことが｢形質

発現｣ ｢遺伝情報｣という分子遺伝学､ ｢生体防御｣という免疫学関連項目についても言え

る｡いずれも現代医学の基礎となる分野であり､医学を学ぶのに直接的に必要な知識が求

められる項目が高い出現率を示している｡また｢細胞の構造と機能｣や｢細胞の増殖｣ ｢単

細胞生物と多細胞生物｣､ ｢生物体内の化学反応｣といった項目が高い出現率を示している

のは､これらの項目が細胞レベルや個体レベルの生物学を学ぶ上での前提となる知識を扱
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っているからであろう｡｢生態系｣､ ｢進化｣といった医療に直接関連しない項目の出現率は

非常に低いことも､医歯薬看護系学部という学問の性格がこの系統の生物学関連科目を強

く規定していることの証左といえよう｡

(3)理学系

理学系学部の1年次生物学関連科目について高等学校生物I B�"Ⅱの各項目の出現率を

示したのが次の図3である｡

図3　理学系1年次生物学関連科目における高等学校生物I B�"Ⅱの項目の出現率

この系統においても｢形質発現｣､ ｢遺伝情報｣という分子遺伝学に属する項目は高い出

現率を示している｡そのほか｢細胞分裂｣, ｢遺伝子と染色体｣, ｢同化｣, ｢発生｣なども比

較的高い出現率を示している｡

(4)家政系

家政系学部の1年次生物学関連科目について高等学校生物I B�"Ⅱの各項目の出現率を
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示したのが次の図4である｡

この系統は医歯薬看護系と同じく､系の特色が比較的明瞭に出ているように思われる｡

｢同化｣､ ｢異化｣､ ｢生物体内の化学反応と酵素｣､ ｢内部環境｣といった栄養学関連の項目

が高い出現率を示しているからである｡また他の系統と同じく｢遺伝情報｣､ ｢形質発現｣

といった分子遺伝学の項目と｢細胞の構造と機能｣が高い出現率を示している｡一方､ ｢植

物の反応と調節｣, ｢生物の集団｣, ｢進化｣､ ｢分類｣といった家政系の学問と直接関連のな

い項目の出現率はきわめて低く､専門に強く影響される医歯薬看護系と共通した特徴を示

している｡

図4　家政系1年次生物学関連科目における高等学校生物I B�"Ⅱの項目の出現率

(5)共通科目

共通科目の1年次生物学関連科目について高等学校生物I B�"Ⅱの各項目の出現率を示

したのが次の図5である

共通科目は文系･理系に共通な履修科目であり､今回の分析の対象からはややはずれる

が､非常に特徴的な出現率の分布を示しているので取り上げた｡まず目に付くのは､上述
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した理系学部では概ね低い出現率を示していた｢生態系｣, ｢自然界の平衡｣などの生態学

関連項目が高い出現率を示し､特に自然と人間の関わりを学習する｢自然界の平衡｣が実

に6 3%という高い出現率を示していることである｡これらは生物学の中で環境問題等に

もっともかかわりの深い項目である｡環境について学ぶことが大学における文理共通の教

養､すなわちどんな道に進むにせよ必要な教養という枠組みの中で重点的に扱われている

と考えられる｡

また,分子遺伝学や進化といった､生物Ⅱに属する項目の出現率が高く､ ｢細胞の構造｣,

｢同化｣, ｢異化｣等の基礎的な項目の出現率が低いのも興味深い｡基礎と発展といった順

次性とは別の考え方､おそらく社会との関連や学生の関心といった観点からの内容選択が

行われている可能性がある｡

図5　1年次生物学共通科目における高等学校生物i B�"nの項目の出現率

4　おわりに

理系学部の生物学シラバスから高等学校生物I B�"Ⅱの内容との接続を探った｡その結

果､どの学部でも同じような項目が履修されているわけではなく､医歯薬看護系学部､家

政系学部ではそれぞれの基礎となる学問の特徴がかなり反映されていることがわかった｡

それに対して理学系､農水産学系ではどの項目も万遍なく取り扱われている傾向が見られ
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た｡　一方､共通科目としての生物学では｢環境｣に関連する項目や｢分子遺伝学｣に関連

する項目などの現代的課題の出現率が高い｡また文系を含むどの学部でも共通して､ ｢分子

遺伝学｣に関連する項目の出現率が高いのも興味深い｡ ｢分子遺伝学｣が大学における生物

学教育の共通の基礎をなしていると解釈できる｡

しかし,高等学校の｢生物｣を履修しないで入学する学生の増加, ｢分子遺伝学｣などを

扱う｢生物Ⅱ｣の履修率は約15%であるという状況から考えると,大学に入学した学生の

生物に関する知識は極めて不十分であると判断でき,高等学校理科の選択制や｢生物｣の

内容構成に多くの問題点があると言えよう｡遺伝子組換えや遺伝子治療に関することが新

聞等を通して身近な問題となっている現状や大学における生物教育の基礎として生化学や

分子遺伝学が重視されている状況を考慮すれば,高等学校における理科教育では｢生物｣

を必履修とすることと生化学や分子遺伝学の基礎に当たる内容を取り扱うことが国民の生

物学的リテラシーを育成するために必要であろう｡また,平成14年1月に文部科学省から

新たに｢組換えDNA実験指針｣が告示され,教育目的組換えDNA実験が高等学校でも

可能となったことも考慮し,生物教育の内容を従来の順次性にとらわれずに根本から再検

討してみることが必要な時期に来ていると考えられる｡

今後はシラバスにとどまらず､大学教官に対する高等学校の生物教育に関するアンケー

トや高校と大学が連携した授業の実施などを通して高校と大学の接続問題の具体的な調査

研究が必要であると考える｡

なお､本研究は次の研究組織からなる大学生物系シラバス研究会として行ったものであ

る｡

大学生物系シラバス研究会

青木　清隆(千葉県総合教育センター指導主事)

押尾　勲　(東京都立小金井北高校教頭)

荻原　彰　(長野県立松代高校教諭)

加藤　正和(東京都立江戸川高校教諭)

高野　義幸(習志野市立習志野高校教諭)

小島　繁男(国立教育政策研究所名誉所員)

田代　直幸(国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課程調査官)

鳩貝　太郎(国立教育政策研究所教育課程研究センター総括研究官)

三宅征夫(国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部長)

最後にシラバスを快くご提供いただいた各大学関係者に謝意を表したい｡

【参考文献】

･松香光夫: ｢大学学士課程の生物学シラバスからみた教育内容の分析的研究｣ (平成11 ～

12年度科研費補助金(基盤研究(C)(1))研究成果報告書, 2001.
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高等学校｢生物｣に対する｢生物学｣担当の大学教官からの要望

国立教育政策研究所　鳩貝　太郎

長野県立松代高等学校　荻原　彰

1　はじめに

高等学校の｢生物｣を履修しないで医学部等に入学する学生が増加し,その扱いに苦慮

している大学が少なくない｡　また,文系の大学における生物学でも生化学や分子遺伝学の

内容が重視されているため,高等学校で｢生物｣を履修していない学生は言うまでもなく,

高等学校の生物I B及び生物I Aを履修した学生でも,高等学校｢生物｣と大学の｢生物

学｣とのギャップに苦しんでいる者が少なくない｡

現在,高等学校の生物教育と大学における生物教育との間に様々な課題が山積しており,

両者の接続を考慮に入れた学習指導要領やカリキュラム作り及び指導法の改善などが求め

られている｡

本調査では,大学において｢生物学｣の指導に当たっている大学教官に,高等学校にお

ける生物教育についての意見を聴取し,生物教育での高大連携をすすめるための基礎資料

を得ることとした｡

2　調査の方法

平成13年5月に東京都内に大学本部をおき,生物学関連学部をもつ91の大学にシラバ

スの送付を依頼し, 54の大学,学部からシラバスの提供を受けた(1)｡本調査では,それ

らのシラバスから生物関連学部において生物学に関する講義を1年次学生に対して行って

いる大学の教官40名を抽出し,平成14年8月にアンケート調査を実施した｡その結果

13名の教官からアンケートを回収できた(32.5%)｡

3　アンケートの結果

以下に4つのアンケート項目ごとに聴取した意見を列記した｡

〇 ｢羅列的な扱いはしない｣との記述がかなり広範囲の項目にわたって認められます,そ

れは次の2つの点で,とくにマイナスになるのではないか｡

①具体的な種や属についての学習から遠ざけ,生命を抽象的にとらえがちになる｡

②細胞にせよ,生殖の方法にせよ,あるいは進化,遺伝にせよ,生物が多様であることの
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意義を見失いがちになる｡

○生物は取り扱う範囲が広く,新事実が日々刷新されている科目である｡それ故,学習指

導要領と検定によって,内容が限定されることに無理がある｡

指導要領は項目程度にとどめ,内容は現在の社会で問題になっていること例えば,環境

問題,生態系の破壊,脳死,臓器提供,生殖医療などと絡めて,授業ができれば,面白く

なると思うし,生活に必要な基礎知識が教養としてもって欲しいと思う｡そのためには枠

組みは大きくしておくのがよい｡

中学の理科は従来の生物の基礎を全般にわたって易しく教えられればよい｡　但し最近の

ゆとり教育によって,理科が大分削られたことに危機感を持つ｡,詰め込みになっても若い

ときに聞いたことは忘れず,後で役に立つものである｡多くのことに接することができる

よう,配慮していただきたい｡

メンデルの法則は簡単に中学で,高校ではヒトの遺伝子として多様性を強調して先天的

障害に理解を示せるようになることに生物教育の意味があると思う｡

○項目｢細胞｣の中で病原性微生物について,最近は新聞にもよく登場する内容であり知

っておいて欲しい｡　詳しくは解説してもよいのではないかと思います｡

○生物Ⅱについて

ア　生物体の機能とタンパク質

(ア)代謝と酵素について

①酵素の特性を,主成分がタンパク質であることから示すことは生物体を考える上で

必要である｡

②酵素による代謝の調節にも触れる｡健康な身体を形作るための基礎知識の涵養の一

助となる｡

イ　形質発現と核酸

(ア)遺伝情報とその発現について

①ゲノムの定義は必須である｡　最近の話題としても説明をしたい｡

(イ)形質発現の調節について

①細胞の分化全能性も植物および動物についてそれぞれ説明して欲しい｡その理由は,

胚性幹細胞など特に話題であるため｡

生物I Bについて

ア　細胞

(イ)細胞の増殖について

①ウイルスとプリオンを載せて欲しい｡

○現行の学習指導要領で示された2科目制(生物IBと生物Ⅱ)を認める限りにおいて,

深化させて扱われるべき内容は以下のようであると考えます｡

上記2科目全体をとおして,分子と集団のレヴェルに関する生物現象の学習を現行以上

に深化(および,拡大)させるのが適当であると考えます｡現在の生物学の進歩,環境問
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題の深刻化,生物多様性の広範な認識を踏まえると,高校生物の授業内容に不十分さを感

じるからです｡他方,高校生物では生物(現象)の共通性(一様性)の理解に重点が置か

れ,内容の扱いに備りが認められます｡現行以上に生物(現象)の多様性の理解にも配慮

が払われるべきと考えます｡

科目別にみると生物IBでは, DNAの分子構造とその生物学的意義,また,その遺伝子

としてのはたらき,生態系の発展,食物網とその生物群集に対する役割などに内容深化が

求められるといえます｡

生物Ⅱでは,遺伝情報の発現の仕組,集団遺伝学を基礎とした進化の仕組,生物の系統

と分類(とりわけ,無脊椎動物の分類と系統),系統解析の方法と問題点などが深化すべき

点として指摘されるでしょう｡

○生物多様性

①多様性の成り立ち→生物学,進化学,行動学,動物社会学

②多様化した生物の相互関係→生態学

③地球環境･保全生物学(身近な)

私どもの担当,野生動物医学の基礎として,知っておきたい知識は上のごとくです｡但し,

大学の講義内では最も基本的な事柄を扱えません｡是非高校で教えていただきたいと思い

ます｡

○近年,エイズや肝炎が話題になっており,ウイルスは避けて通れないものと思います｡

エイズに関していえば,免疫の項目でも取り上げられていますが,他のことでも言えます

が,それぞれを項目で単独に扱うのではなく｡関連領域との繋がりを簡潔に記述する必要

があると思います｡　例えば,減数分裂は生殖と発生の項目で取り上げられていますが,メ

ンデル遺伝,生物の多様性,遺伝子組み換え･修復と密接な関連があります｡常に他領域

との関連を念頭にいれて,論じる必要があると考えます｡　これは各項目を別々の方が担当

されるために起こるのかもしれませんが?

内部環境とその恒常性の項目では人の体を例に,性ホルモンによるフィードバック機構

などを少し詳しくすると,生徒たちは,自分の体のことですから大きな関心をよせるので

は?

植物の反応と調節の項目で取り上げられている植物ホルモンは教科書によってばらつき

が多いように感じます｡もう少し統一が必要と思います｡バイテクは安全性の問題を加筆

すべきでは｡

○内容の深さにつきましては,各項目ともほぼ｢現状通りでよい｣と思います｡

〇 ｢DNA｣についての取り扱いが不十分です｡　DNAをもっと詳しく述べた上で遺伝を取

り上げた方が理解しやすいと思います｡その中でゲノム情報と人権,ゲノム改変作物,発

ガン剤･放射線と突然変異などを取り上げることは21世紀を生きる科学リテラシー形成

に必要なことだと思います｡
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○ 『生物の反応と調節』のなかの｢刺激の受容と動物の行動｣において;

`刺激と興奮'や`筋の収縮'の初歩的な事項はそれ自体分野的に成り立つ問題であって,

いわゆる初歩的な事項に抑えてとどめる事の困難さが大であると感じます｡又,行動に結

び付く様にするためには`刺激の受容'というより`感覚'と言い切ったほうがよいかも

知れません

〇 ｢遺伝情報とその発現｣は現代生物学の基礎であり,論理も明確で解りやすい｡　開始コ

ドン,終止コドンを含めて扱う方が論理が完結して｢発見｣の喜びが大きいのでないかと

考えます｡この内容が理解されていると適応や保全生物学の講義内容がスムーズに習得で

きます｡

この内容は多くの生徒が履修する｢I B｣に移すべきです｡

〇昨今,大学人の倫理,医師の倫理,農業関係企業の倫理について,社会問題が多発して

います｡　カリキュラムの作成は難しくとも『生命倫理』も倫理観育成の一貫として扱うの

が良いと思います｡　また『探究の過程』の学習や『探求の意欲』の育成のために『生物学

史(科学史)』を重視したいものです｡

〇医療がカルテに開示やインフォームドコンセントに重きが置かれ,自分で治療法を選ば

なければならなくなってきたので,ヒトを中心とした生物学とエネルギー問題環境問題に

絡めて放射線生物学の基礎の学習が必要と考える｡

〇生命倫理について

最近は出生前診断や遺伝子診断が可能になっているが,それらの必要性,メリット,デ

メリットについて｡

〇 ｢生命倫理｣の項目の追加:

昨今の新聞やTVでは, (今年度上半期に絞ってみても)にはゲノムや,クローン技術およ

びES細胞に関する話題などが,ヒトに使われる可能性を中心に盛んに取り上げられてい

る｡そのような中で,科学技術庁を中心に生命倫理と安全に係わる委員会が設置されて,

その問題が検討がされていること,および,大学内に委員会を設置して研究の実施を厳し

く討議することが義務づけられていることも高校生には知らせる機会を与えたい｡高校生

自らも生命倫理を考える力をつけるように指導したい｡

〇生物学と社会の関係

生物学が社会にどのような貢献あるいは影響を及ぼしているかを具体的を示しながら理解
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させる｡プラス面だけでなくマイナス面についても示し,生徒に考えさせる機会を与える

べきだ｡何のために生物学を学ぶのかについての理解を深めるためにも必要と思われる｡

○項目としては, ｢生物研究の基礎｣, ｢生命に対する考え方｣, ｢生物学史｣が付加されるこ

とが望ましいと考えます｡

｢生物研究の基礎｣では,生物学だけに限定しないのですが,生物世界を認識する方法

の基礎を内容とする｡ "比較", "分類", "同定', 〝変化'', "知ること,', 〝理解する

こと", "仮定", "検証', "証明"などについて,平易に解鋭すべきと考えます｡

｢生命に対する考え方｣では,生命論の理解がその内容です｡生気論,機械論,全体論,

有機体論といった名称を使わなくても,その内容とする考え方を概説することが生徒の生

物に対する理解を深めると考えます｡

｢生物学史｣では,アリストテレス以来の生物の歴史の概観を図を豊富に用いて,概説

するのが適当と考えます｡　ヒトが何を,どのように研究して,何を明らかにしたのかを理

解することにより,将来何が問題であるのかをも考えさせるのも一考と思います｡また,

特に日本人研究者の役割を知ることは生徒の動機づけにつながると考えます｡

○高校の教科書では進化の考え方についての知識が最も不足していると思います｡

人間は自然をどのように利用していくのか｡　そのための保全はどう考えるのかという事に

ついて,基本的概念を教える必要があるのではないかと思います｡

〇癌,老化,死について取り上げる必要があると考えます｡　これらも,細胞分裂,細胞増

殖･制御,免疫,遺伝子,アポトーシスなど関連づけた記述が必要と思います｡,従来の病

理学のテキストにも死の項目が無く不思議に思っておりましたが,近年はアポトーシスの

概念が一般化してきたためか,死が取り上げられています｡なぜ死があるか,なぜ性があ

るか,生物の多様性などを絡めて解説を加えれば生徒たちも興味をもつのでは?

生体の構成成分に関して,タンパク質の記述はありますが, 糖質,脂質に関しては無い

ようなので,是非入れていただきたい｡

生命倫理も遺伝子工学の観点から必要と思います｡　生物学史に関しても日本人の業績を

入れることで生徒にも身近なものとなるのではと思います｡例えば逆転写酵素を見つけた

のは水谷哲｡

〇生物1B

イ　代謝(イ)同化に｢食物の消化過程(ヒト中心,消化管･消化酵素の概略を含む)の記

述｣を加えたい

ア　生物の反応と調節(イ)内部環境とその恒常性に｢血液の成分(ヒト中心,各種血球･

凝固過程の概略を含む)の記述｣を加えたい

ともに重要な内容なのになぜ消えたのか理解できません｡

〇 (1)にも述べましたが,今学習している事が自分や家族,市民の健康と幸せにどうつ

ながっているかを明確に示す必要があります｡　新たに一項目を設けるより各セクションの
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中で扱った方が理解しやすいと思われます｡

〇 ｢保全生物学(保全生態学)｣

歴史性を持つ種や生物間関係の危機の現状とそれに対処する際の基本的な考え方｡

3 (or4)つのレベルの生物多様性の保全(生物多様性国家戦略),保全と管理の考え方

〇項目として削除すべきものは,生物1Bと生物Ⅱでありません｡

(一方で削除なしとして,他方で内容の深化をすすめることは,教科書のページの増大

なり生徒の学習量の増大をもたらし,他の理科科目との学習量のバランスを崩すことにつ

ながります｡しかし,現在の生物学の内容の広がりと深みを考えると,そうした危倶は問

題外とすべきと考えます｡　たとえ高校生物であっても,生徒が生物世界の全体像をイメー

ジできることが肝要と考えますので,他の項目との間に相互の関連性を持たせること,各

項目で基礎と発展のセクションに分けて学習させる,などの工夫があってよいのではない

かと考えます｡)

〇生物の系統と分類や生物の集団の項目はごく基本的な記述で良いのでは,ただ自然界の

平衡と環境の保全の項目は社会問題と関連させ,また環境は閉鎖系という観点などから,

生徒間で話し合うぐらいの事は必要かと思います｡

〇削除すべきもの･ ･ ･特にありません｡

再検討を要するもの

｢水素伝達系｣の用語　伝達されるのは｢水素｣ではなく｢電子｣なので学術用語集や大

学の授業では,従来どおり｢電子伝達系｣のままになっている｡高校までに｢電子｣の概

念を学んでいないという理由だけで誤解させやすい新語を使うことには強く疑問を感じて

います｡ (｢電子｣)や｢エネルギー｣は大学生にだって難解)

〇 ｢遺伝｣が詳しすぎます　DNAをもっと多く取り上げ, DNAの構造と機能から遺伝現

象を統一的に理解する方が,生徒にとって自然なのではないでしょうか?

〇削除すべき項目はないが｢生物の反応と調節｣は｢遺伝情報とその発現｣や｢保全生物

学｣よりも優先順位が低い｡
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○高等学校で特定の科目を履修していないと,大学でも同様の科目の学習に屁込みすると

ころが見られます｡社会に出ても｢大学で教わらなかった｣という言い訳がまかり通って

いるようにも思います｡　高等学校でも,大学でも,生物(学)教育で考えなければならな

い点の一つであると思います｡

○私学の薬学部は受験科目が化学,英語,数学の3教科のため,生物を高校で全く履修し

ない学生が1/3,履修したが受験科目でないので適当にが1/ 3,受験科目として充分

に勉強したが1/3である｡これらの学生を相手に合同で授業するには高校レベルからは

じめねばならず,また高校でよく勉強した学生が興味を持つように専門の話も取り入れな

ければならない｡そのため時間の制約から,薬学に最も関係する範囲に限られてしまう｡

私は講義で,高校のビジュアル生物の副読本を併せて使いながら説明している｡この副

読本は正確で大変良い写真などが多くこの程度の内容が欲しいところである｡

今回の調査のような内容の問題以前の高校時代に化学,生物,物理のいずれも学習し,

総合的な考え方ができるようなカリキュラムの指導をお願いしたい｡　受験に絡んで,難し

い問題かもしれないが,数科目だけに秀でているいびつな生徒を量産している現状の改善

が先だと思う｡履修した,しなかったがミックスしている現在,大学1年次の教育におい

て内容が関係していないのが実情である｡

○高校により生物教育に非常に差があることが見受けられます｡高校ではぜひ全員に生物

教育を行なって欲しい｡

○高等学校の理科教育について

①理科に進学した学生達は,実験を演示実験よりも,実際に学生が行いたかったという感

想を持っております｡大学での学生実験では,班ごとに分かれた中でも高校で実験を行っ

てきた学生は理解も早く班の核となっております｡特に自由研究の課題を行った経験のあ

る学生は,考える力が他に勝っております｡　教育実習の参観の折りに伺ってみると,進学

校の場合,自由研究の課題に取り組むことは受験の流れの上からあまり歓迎されていない

のが現状のようです｡　これから大学全入時代を迎えて,メリットとして実験をたくさん高

校生にしてあげることができるかと考えています｡

②女子高生と理科の実験

女子大学の理学部の学科に入学すると班ごとに分かれての学生実験が始まります｡その際,

女子高校出身の学生が積極的に主導的に始まります｡ 3年生になると共学校との差よりも

個人の性格が実験への参加への積極性を左右してきます｡この過程はとても重要であると

考えております｡

○小学校の理科教育について

小学校の理科を担っておられるのは,現在,男性の教員が殆どです｡　女性の教員もぜひ

理科を担える教員の一人になって頂きたいと思います｡女性の教員のほうが人数が増加し

ている現在では,特にお願いしたいと思います｡特に物理分野に興味を持って児童をご指

導して頂きたいと考えます｡
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○ (2)においても書いたが,何ぜ生物学を学ぶのかについての理解が著しく不足してい

る｡地理や歴史と同じようにただ暗記をして得点を得ることを優先しているので,体系的

に理解しようとする気がまえがない｡生物学の細かい単語や現象を暗記することは最小限

にとどめて,概念を理解することに時間をとるべきと思う｡　実験や学習等を増して,生物

学への純粋な興味をかきたてる指導をすべきだ｡　そうすれば細かい部分についても自分自

身で勉強するようになると思う｡

○現行の学習指導要領では生物IBと生物Ⅱの2科目について,科学的な自然観を育てる

点でそのねらいは本質的に同じであるとし,生物Ⅱは生物IBの内容を深めるものとして

位置づけられています｡

しかしながら,高校理科教育の実状の一端から理解すると,新課程の生徒で生物学を学

習した中では　20～40% (当学部入学者の新課程の生物学習調査の過去5年間のデータ)

が生物lBしか学習していないことが知られております｡このことは,生物Ⅱの内容であ

る生物の進化,系統,分類について学習する機会に恵まれなかった生徒が相当数いること

を示します｡指導要領で科学的自然観の育成という理念と実際との間には大きなズレがあ

ることに疑問を感じないのを不思議といわざるを得ません｡この点において,生物IBと

Ⅱに分離せず,両者を一つに統合した科目の新設を提案します｡

更に,生物現象の理解において,生物の一様性なり普遍性に重点が置かれ,最も顕著な

多様性についての理解が軽んじられております｡生物は細胞,個体,集団のどのレヴェル

の階層単位であっても互いに異なることを自覚し,認め合うことが重要であり,こうした

点を初等教育の段階から児童生徒に学習理解させることが緊急課題と考えます｡

○断片的な生物学用語については,正確でないにしても,耳にしたことがあるようです｡

勿論,用語の定義を正しく覚えることは大切なことですが,様々な単元を他の教科(化学,

物理等と)を相互して理解する力が欠けていると思います｡　中高一貫での教育が必要なの

だと考えます｡

○高校教諭の姿勢が重要だと思います｡　高校(都立)で理科の選択で生物を希望したら,

先生に｢君は看護婦になるのか,生物を取るのは女子だぞ｣といわれ憤慨していました｡

この認識はどこから来るのか理解に苦しみます｡このあたりの是正が急務かも｡

生物と化学は切り離せないものですから,両担当教諭がよく話し合って授業を進めるこ

とが必要と思います｡

私は生物学の講義に化学を入れているため,学生からは｢化学の講義みたい｣と言われ

ます｡　でも今の分子生物学的講義には化学の知識が必須ですから,高校では生物と化学を

有機的に関連づけて教育していただきたい｡　せめて新聞に出てくる生命科学に関する専門

用語ぐらいは理解できる程度に｡

○ (明確な見通しもなく?)指導要領の変更を繰り返してきたため,現場に混乱やエネル

ギーの消耗があった｡　これからも続きそうだと,感じています｡

-96-



高校以前の理科教育の詳細は存じませんが, たびたび変更されたわりに,学生にはほと

んど変化が見えません｡

バランスのない知識,偏った知識が問題になっていますが,この原因は入試科目数の減

少にあり,大学に責任があると考えます｡

〇高校生として,一応は生物学を学んでいてほしい｡その為には今回のような内容でもか

まわないと思う｡　なぜならば,時間的にそれほどゆとりが無いからだ｡　しかし理科系学部

等に進学希望の人はその上にもう少し内容のあることを学習しておけば良い｡　そうすると

大学入試後に,高校での復習プラスそれぞれの学部にあったより深い内容が学べるのでは

ないか｡

〇高校理科を選択必修にしたことで,生物を高校で全く学んでいない医学生や物理を学ん

でこない学生が急増しています｡ ｢イオン｣を知らずに｢神経伝達｣を学習するのは自他共

につらいことです｡まずは,基礎をつけさせることに高校教育の主眼をおいて欲しいと思

います｡　選択はその後にすべきです｡

○大学で生物関連科目を担当してみると高校までの理科教育には,生物のみならず化学,

物理が不可欠であると感じます｡　現行は二科目程度の選択になっていると思われますが,

どれが欠けても新しい宇宙･地球観に根ざした新時代の生物教育,ひいては人間教育は無

理です｡科目を減らして労を軽くするのがゆとりなら理科教育にとって"ゆとり教育"の

流れは大敵です｡

〇生物そのものとの触れ合いが少なすぎると感じます｡　そのため,代表的な生物名を例に

挙げて説明してもイメージできないようです｡　また生物(まとまりでも部分でも)が多様

であることを体感できないようで,その混沌の中から特徴や法則性を見出すことが苦手で

す｡

後段は大学で訓練するようにしても多様さの認識が前提となります｡ ｢羅列的に扱う｣と

いう意味ではなく,なるべく多くの実物と触れ合う機会を作ってほしいと考えます｡

4　結果の整理

本調査のアンケートの回収率は32.4%であったが,多くの貴重な意見を収集することが

できた｡お忙しい時期にもかかわらず記述式のアンケートにご協力いただいた先生方に感

謝の意を表したい｡

アンケートの各項目ごとの多様な意見について,著者が以下のような整理を試みた｡

(1)学習指導要領の内容にさらに深めて扱うべき内容について

回答をいただいた先生の意見には,所属している学部や学科による特徴の出ているもの

が見られた｡　しかし,全体的に見ると, ｢DNA｣ ｢ゲノム｣などの分子遺伝学に関する内

容, ｢生物多様性｣および現在の社会で問題になっている内容に関する基礎知識の理解など

の充実が望まれていると言えよう｡

(2)学習指導要領に付け加えるべき内容について
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医学の進歩に伴うヒトを中心とした生物学,生物学と社会との関係,生命倫理,生物学

史,進化,生物多様性などが主な項目としてあげられている｡

各項目の中でその内容が自分や家族,市民の健康と幸せにどうつながっているのかを明

確に示す必要があるという意見があったが,生物で学んだ内容がインフォームドコンセン

トなどの判断基準となったり,生命科学にかかわるさまざまな情報の理解に役立つような

内容を付加することを望む意見が多いと言えよう｡

(3)現行の学習指導要領から削除すべき項目について

削除すべき項目についての積極的な意見はなかった｡

(4)高等学校の｢生物教育｣ ｢理科教育｣に対する意見について

数多くの意見をいただいたが,履修の仕組みに関しては｢選択制｣を改善し,高校生全

員に生物教育を行うことを求める意見が多いと言える｡

｢生物｣の内容については,生物の多様性の理解の重視を望む意見があり,それは初等

教育から行う必要があると述べられている｡

高等学校の生物の指導に関しては,実験や自由研究の課題追究などの実施,実物と触れ

合う機会の充実などが求められている｡

小学校の理科教育について,女性教員の理科の指導力アップを望む意見があった｡

今後,さらに多くの大学教官の生物教育に関する意見を収集するとともに,実際に高等

学校で指導している生物教師の意見も収集し,生物教育の高校と大学との連携及び生物学

リテラシーに対応したカリキュラムの開発に資する資料の収集に努めたい｡

〔参考文献〕

(1)荻原　彰･鳩貝太郎｢大学理系学部の生物学シラバス調査による高等学校と大学

の接続についての基礎的研究｣
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中学校における実験テストの開発と実践
(財)千葉県史料研究財団　　中村　裕明

御宿町立御宿中学校　　　　菅井　浩樹

大多喜町立西中学校　　　　青木　慎哉

Ⅰ　はじめに

千葉県夷隅郡の理科部会では,実験テストの開発と実践に取り組んで3年目になる｡実験テ

ストの開発に取り組んだきっかけは,中村が国立教育研究所(現国立教育政策研究所)の研究

｢理科実験テスト問題の改善･開発と体系化に関する研究｣の研究協力員をしたときに,学校

現場で学校にある実験器具等を用いて実験テストを各単元に1回実施できないかと考えたこと

である｡したがって,本研究は国立教育研究所の｢理科実験テスト問題の改善･開発と体系化

に関する研究｣を参考にし,それをより実践的にした研究である｡

なお,この報告は平成1 3 ･ 14年度の実践と評価を中心にまとめたものである｡

Ⅱ　研究の内容
1　実験テストに関する基本的な考え方

(1)ペーパーテストと実験テスト

ペーパーテストは,紙と筆記用具を用いて,同一条件で同時に実施できるので,公平で効率

が高い｡また,多数の生徒から数量化された評価資料が得られるので,基準の設定や比較がし

やすいなどの長所があり,学校における評価の方法の中心である｡

学力の評価に当たっては4つの観点及びそれぞれの目標とすることが必要であるが,ペーパ

ーテストは理科の学力のうち｢自然事象についての知識･理解｣と｢観察･実験の技能･表現｣

及び｢科学的な思考｣の知的側面を評価するのに適している｡しかし, ｢技能,関心･意欲･

態度などの行動的な側面や上位的な側面について評価することは難しい｣という制約がある｡

そこで,実験をテストに取り入れ,ペーパーテストでは評価が難しかった操作技能をはじめ

実験の計画･情報処理･考察という観点を総合的に評価できる実験テストを開発し実践しよう

と考えた｡

実験テストは,実験テスト用紙に生徒が実験器具等を操作し,収集したデータや実験方法,

考察等を記述するが,生徒個々の能力を評価するた表)に,全て個人実験で実施することにした｡

実験テスト用紙に生徒が記述したものは,班で実験したものを個々でまとめる実験レポート

やプリント学習でのプリントに似ているが,全て個人実験をし記述した点がそれらと異なる｡

また,実験テストは以下の2点を基本とし開発した｡

①実験の計画･情報の処理･考察は実験テスト用紙で評価

実験方法を考え,結果を処理し,考察するまでの一連の流れを1枚の実験テスト用紙に

記述させ,評価する｡したがって,評価したい観点等を明確にし作成する｡

②操作技能はチェックリストで評価(特に情報の収集における操作技能の評価)

器具の操作などの技能は,実験テスト終了後に提出させるテスト用紙だけでは評価でき

ないので,評価したい技能のリストを作成し,実験中の生徒を観察しリストをチェックし

て評価する｡　以上のような基本的な考え方で実験テストを開発した｡
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(2)実験テストは総合的な評価が可能

(表1評価の観点と方法)

実験テストの評価の観点は多種多様である｡そこ

で｢APU｣ (理科パフォーマンス評価)や｢理科実

験テスト問題の改善･開発と体系化に関する研究｣

(国立教育研究所)を参考にし,評価の観点を表1

にまとめた｡

1つの実験テストで表1の評価の観点を全て評価

する｡のではなく, 1つの実験テストでは,評価の観

点の中からテストの内容に応じ,幾つかを選び評価

する｡

そして,何回か実験テストを実施することにより,

総合的な評価が可能となる｡

また,評価から授業や実験テストを改善したいと

考えた｡

(3)実験テストの形式について

簡単な実験や過去の学習内容の応用については,その単元の授業でいきなり実験テス

ト形式で行うこともできる｡単元の内容について,総合的に評価するべきところでは,

単元終了後に行う｡現在は, 3グループで1 5分交替の形態をとっている場合が多いが,

内容によって変えている｡ (表2)

実験テストの内容については,今まで実践してきた実験観察の結果やそこから考察でき

ることを記述する内容以外にも,多様な内容が考えられる｡たとえば,

･観察によって分類された試料を実際に提出させる｡

･演示実験を見て気付いたことを書かせる｡

･実験方法を書かせる｡

･実験準備の方法や片づけのやり方をみる｡

などである｡詳しくは後述の実践を参照するとよい｡

* 2交替､ 3交替の実践については､平成1 4年度の実践に記載してある｡
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(4)主な実験テストの位置づけ

実験テストは,生徒を評価するだけでなく,教員の指導計画や評価計画を見直すという意味でも活用で

きる｡ 1 3年度,実験テストを年間指導計画に位置づけているが,実践の結果に基づいて,指導のあり方

や評価の観点,実験テストの内容について,改善をしていく予定である｡

14年度の研究では,最終的な評価として実験テストを利用するだけでなく,事後指導のあり方につい

ても研究し実践した｡過去数年間,夷隅理科部会では生徒同士の教え合う学習(STT :スチューデント

･チーム･ティーチング)を通した表現力の育成につとめてきたが,その結果として,実験終了後にお互

いに教え合う様子等がよくみられるようになってきた｡実験テストの結果から判断して,教員による解説

以外にも,次時にまとめとして生徒同士の教え合いを中心とした授業を展開することで,生徒の実験観察

の操作技能や科学的な思考力,表現力をさらに深めることができると考えた｡そして,再テストの結果を

最終的な評価としたいと考えた｡また,教える側になった生徒についても,科学的な思考や表現力を評価

したいと考えている｡

なお,前でも述べたとおり実験テストでは,技能,表現及び科学的な思考等について評価するが,テス

ト中の観察やチェックリスト,生徒が記入したテスト用紙から,関心,意欲,態度や知識,理解も評価で

きる｡そのため,実験テストは総合的な評価の手だてあると考えている｡
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2　実験テストの開発と指導計画

(1) 1 3年度の取り組み(実験テストの開発と評価の観点)

1 3年度は表4にある4つの実験テストを開発し実施した｡開発にあたっては,評価の観点

を明確にした｡

実験テストは個人実験なので,実験器具や資料等が生徒数分なければならないなどの制約が

ある｡そこで,学校にある実験器具の数や準備可能な資料などから考えて,実験テストを開発

し実践した｡

実験テストには,指示に従った実験テストから生徒が方法を考え実施し,結果から考察する

実験テストまで難易度が大きく異なる｡そこで,学年や到達度を踏まえたテストの開発が重要

になってくる｡

下表は, 1 3年度に開発した実験テストにおける評価の観点である｡

(表4　各実験テストの評価の観点)

(2) 1 4年度の取り組み(実験テスト年間指導計画)

1 4年度は1 3年度に開発した実験テストも含め,各単元にごとに実験テストを開発した｡

実験テストは,年間指導計画の中に位置づけており,主に各単元の最後にまとめも兼ねて実施

している｡ ｢生徒による教えあいとまとめ｣については,実験テストの内容や正答率によって

柔軟に対応している｡

実験テストを実施することにより実験技能の絶対評価が可能になる｡　また,実験技能だけで

はなく,科学的な思考などについても評価できる｡
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第1学年

第2学年

第3学年
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3　実験テスト実施の手引き

実験テストの実施にあたり､実験テスト実施の手引きを作成し､教員の共通理解を図った｡

以下(1) (2)が実験テスト実施の手引きの内容である｡

(1)実験テストと評価について

本年度は新学習指導要領が本格的に実施されたが､生徒個々を的確に評価するためにも､

三年間を通じ計画的に各観点を評価することが重要である｡　生徒の学習の到達度を評価する

際､実験テストはペーパーテストでは評価が難しい技能.表現や科学的思考を絶対評価で行

うことができる｡　また､生徒が一人で最後まで実験を行うことで､実験に対する意欲や結果

への高い興味･関心をも持たせることもできる｡そして､各単元の終わりに評価の観点を明

確にした実験テストを実施することにより､各単元の技能･表現や科学的な思考を的確に評

価することができる｡

(2)実験テスト実施の方法について

①理科室での配置

1学級の人数や実験テスト内容によって､座席の配置は工夫する｡例えば､ 1学級が3 3

人の場合､ひとつの机に2人が座っても実施可能なものについては､第1理科室に1 7人､

第2理科室に1 6人を入れて行う｡その時､一つの机には2人がなるべく離れて着席し､テ

ストを実施する｡　隣の操作が見えてしまいテストを公正に実施できない場合は､教室も使用

し3交替で実施することもできる｡　その場合､実験の実施時間が1 0～1 5分でできるもの

が適しているといえる｡　その他､理科室を使わず教室で行える形態のものもある｡

②実施の一般的な手順

A　実験に必要な器材や薬品等は､座席の配置に従ってひとり一組づつ机上に用意しておく｡

B　実験テスト用紙を配布する｡

C　生徒を理科室または教室の椅子に着席させる｡

生徒が着席したら､試験監督の｢始め｣の合図があるまで問題用紙を触らないように注

意する｡

D　生徒ヘの説明･注意を行う｡

a､机上の器具等を使って,実験をして答えなさい｡

b､答えはすべてこの用紙に書き込みなさい｡

c､意味が分からないところがあったら,静かに手をあげなさい｡

e､先生の｢始め｣の合図で実験を開始し, ｢やめ｣の合図でやめなさい｡

これは､理科の観察実験技能や科学的な思考力をみる｢テスト｣であることを説明し､

隣を見たり､隣に聞いたりしないで､実験は自分一人で最初から最後まで行うよう説明す

る｡

E　問題用紙に学年､組､番号､氏名を記入させる｡

F　開始前に､各机に必要な実験器材があることを確認し終えたら始めの合図で開始させる｡

G　終了時間がきたら､実験を止めさせ､記入した問題用紙を机の端に置くように指示する｡

氏名が書いてあることを確認し､問題用紙を回収する｡

H　実験テスト実施中は､机間巡視をしながら､チェックリストを用いて操作技能を評価す

る｡　その際､生徒の質問､事故防止に配慮する｡
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Ⅲ　1 3年度の実験テストの実践
1 .　実践1 ｢岩石に含まれる鉱物を調べる｣
①ねらい

･岩石に含まれる鉱物を観察し,岩石の種類を同定することができる｡
･自ら実験方法を考え,実験を行い,結果をまとめ,結論と根拠が書ける｡

②素材選定の理由
一般に,花こう岩は成分構成が3種類でわかりやすく,同定しやすい｡また,比

較的容易に入手できる｡
③指導計画

④用具
ハンマー　ルーペ　虫眼鏡
ピンセット　雑巾　花こう岩

⑤時配･形態
25分
記述問題2問
全員に同じ問題を実施
2つの理科室を使用する

(理科室の配置は右のとおり)

⑥チェックリスト(調査人数2クラス52名)
【第1理科室の例】

⑦評価の観点

⑧終えてみて
･時間が少し足りずに最後まで記述することができない生徒も見られた｡
･実験方法では,岩石そのものをルーペで観察したり,金槌で岩石を割り,割った鉱
物を用紙に貼り付けて調べたりする生徒が多かった｡

･これらを改善するため,次のテストの開発にあたった｡
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理科実験テスト1

年　　組　番氏名

この実験は,火成岩に含まれる鉱物を調べる実験です｡

机の上にある火成岩を金槌で割りなさい｡次に鉱物ごとに分け,それをセロハンテー

プで下の①～④に貼りなさい｡ (2種類なら②まで3種類なら③まで)

①　　　　　　　　　②　　　　　　　　　③　　　　　　　　　④

①～④の鉱物名とそう考えた理由を下の表に書きなさい｡

調べた岩石は何ですか｡岩石名とそう考えた根拠を下に書きなさい｡

-106-



2.　実践2　｢黒い物質の同定｣
①ねらい

･ 3種類の黒い物質が何かを同定できる｡
･仮説を設定し,実験を行い,結果をまとめ,結論と根拠が書ける｡

②素材選定の理由
この3種類の物質は,全てひとつひとつ学習している｡そのうえ,見かけが大変

似ている｡今まで学習してきているので,確認するのが容易である｡
③指導計画

④用具
硫化鉄　酸化銅　酸化銀

アルコールランプ　ガスバーナー　試験管

石灰水　塩酸
(その他各班の計画による)

⑤時配･形態
35分
記述問題2問
全員に同じ問題を実施
2つの理科室を使用する

(理科室の配置は右のとおり)
⑥チェックリスト(調査人数2クラス50名)

【第1理科室の例】

⑦評価の観点

〈授業(実験テスト)の様子〉
〈実験テスト用紙〉

⑧終えてみて
･ 3種類の黒い物質をどのようにして分けるかを考えて,その方法にしたがって実験
を進めている生徒が多く見られた｡

･燃やしたり,塩酸を加える以外に,炎色反応で物質を同定している生徒もいた｡
･実験に時間をかけすぎた生徒もいた｡
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理科実験テスト2

年　　組　番氏名

この実験は,黒い物質が何という物質であるかを調べる実験です｡なお,黒い物質は,

硫化鉄,酸化銅,酸化銅と炭素の混合物です｡机の上にある器具と薬品を使って調べなさ

い｡

3つの黒い物質の中から調べるものを1つ選びなさい｡　次にそれが何であるかを調べ

る方法を書きなさい｡

上に書いた方法で調べ,その結果を書きなさい｡

結果から調べた物質は何だと考えますか｡　物質名とそう考えた根拠を書きなさい｡

次に,残り2つの物質の中から1つ選び,その物質を調べる方法を書きなさい｡

上に書いた方法で調べ,その結果を書きなさい｡

結果から物資は何だと考えますか｡物質名とそう考えた根拠を書きなさい｡
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3.　実践3 ｢質量保存の法則｣
①ねらい

･どんな化学反応でも閉鎖系では法則が成り立つことを証明する｡
･実験方法を自ら選択し,実験を行い,結果をまとめ,結論と根拠が書ける｡

②素材選定の理由
既習の実験内容を応用し,自ら選択した方法で,アンモニア,水素,二酸化炭素

等,どんな気体発生実験でも法則性を見つけやすい｡
③指導計画

④用具
風船　試験管　ビニール袋　輪ゴム
貝殻　マグネシウムリボン　塩酸

⑤時配･形態
30分
記述問題1問
全員に同じ問題を実施
2つの理科室を使用する

(理科室の配置は右のとおり)

⑥チェックリスト(調査人数2クラス52名)
【第1理科室の例】

⑦評価の観点

⑧終えてみて
･実験器具･試料を選択し,反応の前後の質量が等しく保存されていることを正しく
調べられた生徒が多かった｡

･実験もスムーズに行え,実験時間もあまりかからなくなった｡
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理科実験テスト3

年　　組　番氏名

この実験は,化学反応前後の質量について調べる実験です｡

机の上にある器具と薬品を使って,マグネシウムと塩酸が化学反応する前後の質量に

って調べる方法を書きなさい｡

上の方法で実験をし,その結果を書きなさい｡

結果から化学反応前後の質量について考察を書きなさい｡
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4.実践4 ｢並列回路と直列回路｣
①ねらい

･ブラックボックスの中にある回路が,並列か直列かを調べることができる｡
･自ら実験方法を考え,実験を行い,結果をまとめ,結論と根拠が書ける｡

②素材選定の理由
回路･性質から自ら立てた仮説を検証するのが容易である｡

③指導計画

④用具
ブラックボックス(並列回路･直列回路)
電池　豆電球　リード線　電流計

※当初はニクロム線を用いて,オームの
法則について調べる実験の予定であったが,
生徒が方法を考案できるようにするため
ブラックボックスにした｡

⑤時配･形態
30分　記述問題2問
各教室交互に同じ問題を実施
2つの理科室を使用する
(理科室の配置は上のとおり)

⑥チェックリスト(調査人数2クラス52名)
【第1理科室の例】

⑦評価の観点

⑧終えてみて
･豆電球を1つ使った実験データと比較して,ブラックボックスを流れた電流値から考察し,
ほとんどの生徒が正解だった｡

･電流計を用いずに,工夫して正解を導き出した生徒もいた｡
･正しく電流計を操作できない生徒も小数いた｡

-111 -



理科実験テスト4

年　　組　番氏名

この実験は,ブラックボックスの中の回路が直列回路か並列回路かを調べる実験です｡

机の上にあるブラックボックスは下図のように直列回路か並列回路になっています｡

ブラックボックスの中が直列回路か並列回路かを電流計を使って調べる方法を書きな

さい｡

上に書いた方法で調べ,その結果を書きなさい｡

結果からブラックボックスの中の回路は直列回路,並列回路のどちらですか｡　また,

そう考えた根拠も書きなさい｡

上に書いた方法以外にどんな方法が考えられますか｡できるだけ書きなさい｡
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Ⅳ　1 3年度の実験テスト実践の評価と分析
各実践について,実験計画･結果･考察･操作技能の記述の4項目について分析した｡

1.　実践1 ｢岩石に含まれる鉱物を調べる｣ 25分

【実験テストの通過率(%)】 【生徒の自己評価(%)】

〈考察〉最初に1人の生徒が金槌を使うと,ほとんどの生徒が金槌で岩石を砕いた｡この

テストでは,方法は指示した方がよいと思われる｡また,そうすることにより,結

果と考察に十分時間がかけられることになる｡指示に従った実験にすれば時間の2

5分は適当である｡

2.　実践2 ｢黒い物質の同定｣ 35分

【実験テストの通過率(%)】 【生徒の自己評価(%)】

〈考察〉方法が書けなくとも実験を行い,結果と考察が書けた生徒が約20%いた｡この

生徒のほとんどは,実験テストの操作技能の評価とチェックリストの評価から,実

験方法がわかっていても,文章として記述できないという傾向がある｡

実験方法を3つ書き, 3つとも実験するのは3 5分では難しい｡　時間を長くする

のも良いが,生徒が試料を3つの中から1つだけ選び,方法を考え実験させた方が

よいと思われる｡
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3.　実践3 ｢質量保存の法則｣ 30分

【実験テストの通過率(%)】 【生徒の自己評価(%)】

〈考察〉方法が考案しやすい実験であるため,全ての生徒が方法が書けた｡しかし,生徒

が考えた方法は幾つかあり,方法についてはさらに分析し,改善する必要がある｡

時間の3 0分は適当である｡

4.実践4 ｢並列回路と直列回路｣ 30分
【実験テストの通過率(%)】 【生徒の自己評価(%)】

〈考察〉テスト用紙には,実験方法を的確に書いており,電流計を正しく操作できても,

回路のどこを測定したらよいかわからず,電流を正しく測定できない生徒が3 0%

いた｡

通過率が結果は5 7%であるのに対し,考察が7 3%で上回っているのは,電流

の大小ではなく,豆電球の明るさから考察しているからである｡

時間の3 0分は適当である｡
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V　14年度の実践
実践1 ｢消化酵素のはたらき｣

①ねらい
･ 3種類の水溶液のうち､デンプンを分解する消化酵素を含むものはどれか調べることが
できる｡

･実験方法を自ら選択し､実験を行い､結果をまとめ､結論と根拠が書くことができる｡
②指導計画(第3章　第3節　生命を維持するはたらき　10時間)

③用具
試験管3本(いずれも1%デンプンのり)水に溶かした胃腸薬A～C､ヨウ素液
ベネジクト液､試験管立て､ビーカー(大､小)こまごめピペット(スポイト)､ガラス棒
温度計,ガスバーナー､マッチ､顕微鏡､スライドガラス､ルーペ､沸騰石

④時配･形態

※実施上の留意点
･実験の方法を考える段階で間違えてし
まった生徒については､結果が全く出
ないと予想される場合は､チェック
リストに評価を記入後､正しい方法
を教え,実験を継続させる｡

⑤チェック項目

⑥評価の観点

⑦事後の指導
･次時に､班でお互いの答案を見せ合い,正答は何か話し合った後､教員が解説した｡

⑧終えてみて
･各自が計画を立てて実験を行ったが,正しい方法を記述できない生徒が約3割いた｡
･以前にだ液の実験をやっているので､器具の使い方はほとんどの生徒が正しくできた｡
･結論と根拠を混同してしまう傾向がある｡
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実践2 ｢植物の分類｣

①ねらい
･被子植物の葉を観察し,スケッチを行うことができる｡
･葉のつくりの特徴にもとづいて,単子葉類と双子葉類に分類することができる｡

②指導計画(第1章　第3節　　6時間)

③用具
ルーペ　　ピンセット　　植物の葉　　ガラス棒　　ビーカー

④時配･形態

⑤チェック項目

⑥評価の観点

〈実験テスト用紙)

⑦事後の指導
･テスト終了後に生徒同士が自主的に正誤の確認を行ない､最後に教員が解説した｡

⑧終えてみて
･葉の葉脈や根の様子については､ほとんどの生徒が正しく書けおり､意欲をもって取り
組んでいたことがわかる｡

･最後の設問の同じ仲間の記述ができない生徒が数名した｡
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実践3　｢光の性質｣
①ねらい

･反射と屈折という光の性質を利用して､光のみちすじを導くことができる｡

②指導計画(第1章第1節　　9時間)

③用具
光源装置　　ガラス　　鏡

④時配･形態

⑤チェック項目

⑥評価の観点

②事後の指導
･次時に､正答だった生徒を教える役割にして､教え合いを行う｡

⑧終えてみて
･今回の実験テストは､操作技能が中心であったが,さらに､科学的な思考を問う設問を
入れるとより生徒の能力を評価できると考えられる｡
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実践4　｢回路と電流｣
①ねらい

･実態配線図を参考に回路図を書き,実際に回路を組むことができる｡
･電流と電圧を測定し,結果をグラフにまとめられる｡
･電流と電圧の関係を見いだし,実験結果を応用することができる｡

②指導計画(第3章　第2節　17時間)

③用具
電熱線A　　　電源装置　　　電流計　　電圧計　　　導線

④時配･形態

⑤チェック項目

⑥評価の観点

⑦事後の指導
･次時に,正答だった生徒を教える役割にして､教え合いを行う｡その後､操作技能につ
いて､相互評価で再テストを行う｡

⑧終えてみて
･電流計や電圧計の操作ができなかった生徒も数名いたので､パフォーマンステスト等でよく確認
し､操作ができるようになってから実験テストに入るように留意したい｡
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実践5　｢化学電池｣
①ねらい

･金属板の組み合わせによる電流の流れ方のちがいについて調べる｡
･自ら考えた方法にしたがって測定を行い,結果をわかりやすくまとめる｡

②指導計画(第6章　第2節　　5時間)

③用具
ビーカー　発砲ポリスチレン　食塩　導線　電流計　電圧計　モーター(プロペラ付き)
銅板　鉄板　アルミニウム板　マグネシウムリボン　亜鉛板

④時配･形態

⑤チェック項目

⑥評価の観点

⑦事後の指導
･マグネシウムと銅を用いてもモーターが回らなかった生徒が多かったので､電流を多く流す
方法について班で話し合い､班ごとに再実験を行った｡その後､教員による解説をした｡

⑧終えてみて
･ほとんどの生徒は､正しい操作で電流を取り出すことができた｡
･モーターのプロイラが回ったことに驚く生徒もおり､実験テストの中でも工夫次第では面
白みのある実験ができると感じた｡

-119-



理科実験テスト

調査時間: 4　0分

(注意)

3　年　　　組　　　番氏名
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理科実験テスト
2　年　　　組　　番氏名

今回の実験テストは､回路図を見て実際の回路を作り,問いに答える問題です｡机の上

にある器具を使って調べなさい｡

※作った回路も採点対象になります｡ばらさずにそのままにしておくこと｡

①右図の電熱線AとBについて,電流と電圧を求め,結

果をわかりやすく書き表しなさい｡

②結果からグラフを書きなさい｡

③グラフから電流が流れやすいのは電熱線A, Bのどち

らか｡

④電流と電圧の間にどんな関係があるといえるか｡

電熱線Aの抵抗を求めなさい｡ただし,計測した結果や計算方法など,すべて記入

すること｡
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理科実験テスト
2　年　　　組　　番氏名

今回の実験テストは,図を見て回路図や実際の回路を作り,問いに答える問題です｡机

の上にある器具を使って調べなさい｡

※作った回路も採点対象になります｡ばらさずにそのままにしておくこと｡

①右図をみて回路図を書きなさい｡

②電熱線Aに一定の電圧をかけた場合の電流の値を調べ,

その結果を表に書き表しなさい｡また,電熱線Bにつ

いても同様に調べ､表に書きなさい｡

③結果から電流と電圧の関係をグラフを書きなさい｡

④　③から電流と電圧の間にどんな関係があるといえるか｡

電熱線AとBでは,どちらが電流が流れやすいといえるか｡また､その理由を書き

なさい｡
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理科実験テスト
年　　組　　番氏名

今回の実験テストは､ A～Cの胃腸薬のうちデンプンを分解する消化酵素を含んでいる

ものはどれかを調べる実験です｡机の上にある器具や薬品を使って調べなさい｡

A～Cの胃腸薬のうちどれがデンプンを分解する消化酵素を含んでいるのかを調べる

方法を書きなさい｡また,実験を行う際の注意点があれば書きなさい｡

上に書いた方法で調べ,その結果を書きなさい｡

結果から､デンプンを分解する消化酵素を含んでいるものはA～Cのうちどれだと考

えますか｡胃腸薬の記号とそう考えた根拠を書きなさい｡

-123-



理科実験テスト
年　　組　　番氏名

今回の実験テストは､圧力を調べる実験です｡机の上にある道具を使って調べなさい｡

①机の上に木片を置いた時,机にかかる圧力を求めなさい｡　ただし,測定した結果や

途中計算も書くこと｡

②机にかかる圧力が一番大きいのはどの面を下にしたときか｡

圧力は物体が接する面積と重さに関係している｡面積と重さがどうなると圧力が大き

くなるか｡
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理科実験テスト

年　　組　番氏名

この実験は,火成岩に含まれる鉱物を調べる実験です｡

机の上にある火成岩を金槌で割りなさい｡次に鉱物ごとに分け,それを①～④のビニ

ル袋に入れて封をしなさい｡ (2種類なら②まで3種類なら③まで)

袋は後で提出しますので､下記のように､氏名､鉱物名をペンで書きなさい｡

①～④の鉱物名とそう考えた理由を下の表に書きなさい｡

調べた岩石は何ですか｡岩石名とそう考えた根拠を下に書きなさい｡
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理科実験テスト
年　　　組　　番氏名

今回の実験テストは､演示実験を見てから答える問題です｡先生が行った｢食塩の加熱｣

の実験を見てから､以下の問いに答えなさい｡

演示実験を見て気付いたことを､なるべくたくさん書きなさい｡ただし,メモをした

ノートを見てもかまいません｡

この実験によって､食塩は何という変化をしたといえますか｡また､その理由を書き

なさい｡
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理科実験テスト
年　　　組　　番氏名

今回の実験テストは､密度を調べる実験です｡　机の上にある器具を使って調べなさい｡

①この2つのおもりの密度を比べたい｡実験方法を書きなさい｡

②実験を行い,その結果をまとめなさい｡

③A, Bどちらの密度が大きいか｡

右の密度表を参考にしてに,この金属が何か答えなさい｡
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理科実験テスト
年　　組　　番氏名

今回の実験テストは､実験計画を立てるテストです｡　次の問いに答えなさい｡

エネルギーが移り変わるようすを調べる実験を行います｡

①理科室内の器具や身の回りにある道具を使ってできる実験の計画を立てなさい｡

(ただし､実際に理科室で行うことができるものであること｡)

②何のエネルギーが何のエネルギーに変わったかを→を用いて書きなさい｡

(例:化学エネルギー　→　熱エネルギー　→　電気エネルギー)
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Ⅵ研究の成果

1　実験テストの評価の観点を明確にし､テスト用紙とチェックリストで評価したところ,

ペーパーテストのみでは評価しにくい操作技能や科学的な思考などが総合的に評価でき

るようになった｡

また､実験テストの評価や結果を分析することにより､ペーパーテストでは分からな

い次のようなことが分かった｡

(1)実験方法がテスト用紙に書けても,方法どおりに実験ができない生徒が知識･理

解の優れた生徒の中に予想以上に多くいることが分かった｡

(2)実験方法がテスト用紙に書けなくても､器具を正しく操作し,データを収集でき

る生徒がいることが分かった｡

以上のような分析結果をもとに､生徒個々に応じた指導･支援をしたところ,生徒

の観察･実験の能力が高まった｡

2　実験テストの結果をもとに､生徒同士の教え合いや再テストなどのいろいろな方法に

よって適切に指導･支援することがでできるようになった｡

特に､実験テストの次時に実施する生徒同士の教え合い学習では､自発的に教え合うよう

になり操作技能を身につけようと意欲的に授業に取り組む生徒が増えた｡また､生徒同士の

教え合い学習は､技能･表現や科学的な思考を高めるのに有効な手だてであることが分かっ

た｡

3　実験テストの評価の観点が明確になったことで,指導の観点も明確になった｡その

ため､単元の最後に実施する実験テストの評価の観点(操作技能や科学的な思考)を意

識して､計画的､意図的に指導をすることができた｡

4　実験テストを実施する以前は実験に積極的に参加しなかった生徒も､実験テスト実施

後は自ら操作を行うようになり､授業の実験に対する関心･意欲が高まってきた｡　この

ように実験テストを実施することで生徒が学習の目標を持て関心･意欲が高まることが

分かった｡

5　テストは総合的な評価ができるため実験テストの評価と分析結果は､指導計画や評価

計画の見直しに大変役立った｡

6　テスト内容の開発と改善を通して､ 2交替･ 3交替や演示実験などいろいろな形態や

方法で実験テストが行えることが分かり､多様な実験テストが開発できた｡

7　夷隅郡市内の各中学校で実施したことで､多くの情報が収集でき､学習内容に合った

実験テストを各単元で開発することができ､年間指導計画の中にも位置づけることがで

きた｡

Ⅶ今後の課題
1 ｢チェック項目が多すぎると､実験テスト中の生徒への支援が全くできなくなってしまうこ

ともあるため､支援の方法を考慮してチェックリストの項目数を変えていきたい｡

2　科学的な思考を問う問題の開発には､更なる工夫と改善が必要である｡

3　実験テストが操作技能のみを評価するパフォーマンステストにならないように留意し

て実験テストの開発をする必要がある｡

4　各設問の通過率等を参考にして､テスト用紙や実験器具､方法等を改善したい｡

-129-



資料　実験テスト･データベースの作成

国立教育政策研究所が中心となって行ってきた実験テストに関する研究は､ 1970年を初

回として､これまで9回おこなった｡そこで､これまで実施したすべての実験テストの問

題とテストの結果を体系的に整理するために､データベースを構築した｡

データベースの情報には､実験テストの名称<問題名>と対象とした学年<学年段階>､

問題内容の簡単な説明<特徴>､問題内容の<領域> {物理､化学､生物､地学､その他}､

その問題が測ろうとしている能力<目標>に加えて､ <調査実施年>､ <正答率(%) >､

及び<所要時間(分) >を含めた｡

類似の問題を実施している場合は､名称の後に枝番号を続けて､後から実施した方の名

称の枝番号を1つずつ大きくして両者を区別できるようにした(例えば1984年と1985年

にどちらも｢見積｣に関する問題を実施しているが､前者を｢見積1｣､後者を｢見積2｣

としている)｡

<問題名>には､続けて( )書きで小問番号を付記した(例えば｢見積1 (2)｣は｢見

積1｣という問題の小間(2)を意味する)｡

さらに､同じ問題を異なった学年で実施した場合には､ハイフン書きで異なった番号を

付記した(例えば｢見積2 (1) -1と｢見積2 (1) -2｣は､同じ問題を､前者が

小学校4年生を､後者が中学校2年生を対象として実施したものである｣｡

<目標>については､ IEA (国際教育到達度評価学会)による第2回国際理科教育調査

(SISS)のために設定された能力目標のタキソノミーの修正版(P. Tamiretal., "Practical

skills testingin science", Studies in educational evaluation, Vol. 18 (2) , p. 266, 1992)

に基づいて分類した｡基にしたタキソノミーと､それに対応する本研究での分類名称を次

ページの表に示す｡　目標は､大きく､ ｢研究(Investigating)｣ ｢操作(Performing)｣ ｢推論

(Reasoning)｣の3つに分けられ､それぞれさらにいくつかの下位目標に分類されている｡

データベースでは､ 3つの上位目標の分類を先に記述し､続いて( )書きでその下位目標

を記述した(例えば､ ｢操作(見積)｣のように)｡ 2つ以上の上位目標もしくは下位目標に

またがっている場合には､それらを列挙することとした｡

本報告書中には､全データのカード型リストと､一部データを省略した一覧表を掲載し

ている｡
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実験テスト･データベース
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実験テストデータベース　レポート(単票形式)
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